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○ 医療法（関係部分抜粋） 
 

第二節 医療計画 

［医療計画に定める事項］ 

第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における

医療提供体制の確保を図るための計画（以下「医療計画」という。）を定めるものとする。 

２ 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標

に関する事項 

二 第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制（医療提供施設

相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。）に関する事項 

三 医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項 

四 生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と

認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項 

五 次に掲げる医療の確保に必要な事業（以下「救急医療等確保事業」という。）に関する事項（ハ

に掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。） 

イ 救急医療 

ロ 災害時における医療 

ハ へき地の医療 

ニ 周産期医療 

ホ 小児医療（小児救急医療を含む。） 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況

等に照らして特に必要と認める医療 

六 居宅等における医療の確保に関する事項 

七 地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基

準に従い定める区域（以下「構想区域」という。）における次に掲げる事項を含む将来の医療提

供体制に関する構想（以下「地域医療構想」という。）に関する事項 

イ 構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規

定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量（以下単に「将来の病床数の必要量」とい

う。） 

ロ イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要な

ものとして厚生労働省令で定める事項 

八 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項 

九 病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項 

十 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項 

十一 医師の確保に関する次に掲げる事項 

イ 第十四号及び第十五号に規定する区域における医師の確保の方針 

ロ 厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関

する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標 

ハ 厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関
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する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標 

ニ ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策 

十二 医療従事者（医師を除く。）の確保に関する事項 

十三 医療の安全の確保に関する事項 

十四 主として病院の病床（次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。）

及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項 

十五 二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な

医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域

的単位としての区域の設定に関する事項 

十六 第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項 

十七 療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基

準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項 

３ （略） 

４ 都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなけれ

ばならない。 

一 医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は

同項第五号イからヘまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに定めること。 

二 医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることがで

きることを確保するものであること。 

三 医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービス

と福祉サービスとの連携を含むものであること。 

四 医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域

の関係者による協議を経て構築されること。 

５～１８ （略） 

 

［医療計画の変更］ 

第三十条の六 都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号及び第十一号に掲げる事項並びに

次の各号に掲げる事項のうち同項第六号及び第十一号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事

項に関するもの（次項において「特定事項」という。）について、調査、分析及び評価を行い、必

要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。 

一 第三十条の四第二項各号（第六号及び第十一号を除く。）に掲げる事項 

二 医療計画に第三十条の四第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げ

る事項 

２ 都道府県は、六年ごとに前項各号に掲げる事項（特定事項を除く。）について、調査、分析及び

評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。 
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○ 医療法施行規則（関係部分抜粋） 

 

第四章の二の二 医療計画 

（法第三十条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病） 

第三十条の二十八 法第三十条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める疾病は、がん、脳

卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患とする。 

 

（法第三十条の六第一項の厚生労働省令で定める事項） 

第三十条の三十二の四 法第三十条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第三十条

の四第二項第十号に掲げる事項とする。 
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○ 「医療計画について」の一部改正について(令和２年４月13日医政発0413
第１号医政局長通知) 

 

医療計画（医療法（昭和23 年法律第205 号）第30 条の４第１項に規定する医療計画をいう。以下

同じ。）の作成に当たって参考とすべき指針については、「医療計画について」（平成29 年３月31 

日付け医政発0331 第57 号厚生労働省医政局長通知。以下「局長通知」という。）により示している

ところであるが、「医療計画の見直し等に関する検討会」等での議論を踏まえ、局長通知の一部を別

紙新旧対照表のとおり改正し、本日から適用することとしたため通知する。 

貴職におかれては、これを御了知の上、医療計画の作成と推進に遺憾なきを期されたい。 

 

 

（別紙）医療計画について 新旧対照表 （略） 
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○ 医療計画について（平成29年３月31日医政発0331第57号・令和２年４月
13日医政発0413第１号一部改正） 

 

(略) 

今般の医療計画の策定に当たっては、平成 28年５月より開催した、医療計画の見直し等に関する検

討会における意見のとりまとめ等を踏まえ、 

① 急性期から回復期、慢性期までを含めた一体的な医療提供体制の構築 

② 疾病・事業横断的な医療提供体制の構築 

③ ５疾病・５事業及び在宅医療に係る指標の見直し等による政策循環の仕組みの強化 

④ 介護保険事業（支援）計画等の他の計画との整合性の確保 

などの観点から、法第 30条の３第１項の規定に基づき、医療提供体制の確保に関する基本方針（平成

19年厚生労働省告示第 70号。以下「基本方針」という。）の改正を行うとともに、別紙「医療計画作

成指針」（以下「指針」という。）の見直しを行った。 

都道府県においては、患者本位の、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築し、国民の

医療に対する安心、信頼の確保を図るために、基本方針の改正の趣旨を踏まえた医療計画の見直しを

通じて、医療計画をより一層有効に機能させていくこと及び地域医療構想の達成に向けた取組を進め

ていくことが求められている。また、そのために必要な人材の育成を継続的に行っていくことも重要

である。 

また、病床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築及び居宅等に

おける医療（以下「在宅医療」という。）・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に

行われるよう、医療計画、介護保険法（平成９年法律第 123号）第 118条第１項に規定する都道府県

介護保険事業支援計画（以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。）及び同法第 117 条第１項

に規定する市町村介護保険事業計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）の整合性を確保す

ることが必要である。平成 30年度以降、各計画の作成・見直しのサイクルが一致することも踏まえ、

医療と介護の連携を強化するため、計画の一体的な作成体制の整備等、必要な取組を推進していくこ

とが重要である。 

都道府県においては、前述の趣旨にのっとり、医療計画の見直しの趣旨、内容の周知徹底を図ると

ともに、指針に示す具体的手順を参考としながら、都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保

険事業計画との整合性について十分に配慮した上で、その作成と推進に遺憾なきを期されたい。 

なお、医療計画の作成に当たり、特に留意する事項については、以下に記す。 

 

記 

 

１ 医療計画の作成について 

医療計画の作成に当たっては、指針を参考として、基本方針に即して、かつ、医療提供体制の現

状、今後の医療需要の推移等地域の実情に応じて、関係者の意見を十分踏まえた上で行うこと。 

 

２ 医療連携体制について 

(1) 医療連携体制（医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をい

う。以下同じ。）に関する事項については、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及

び精神疾患の５疾病（以下「５疾病」という。）、救急医療、災害時における医療、へき地の医
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療、周産期医療及び小児医療（小児救急医療を含む。）の５事業（以下「５事業」という。）並

びに在宅医療を医療計画に定めることとする。 

なお、ロコモティブシンドローム、フレイル、肺炎、大腿骨頚部骨折等については、５疾病に

加えることとはしないものの、その対策については、他の関連施策と調和を図りつつ、疾病予防

・介護予防等を中心に、医療・介護が連携した総合的な対策を講じること。 

５疾病・５事業及び在宅医療については、施策や事業の結果（アウトプット）のみならず、住

民の健康状態や患者の状態（成果（アウトカム））に対してどれだけの影響（インパクト）を与

えたかという観点から施策及び事業の評価と改善を行う仕組みを、政策循環の中に組み込んでい

くこととし、全都道府県共通の指標を用いることなどにより、医療提供体制に関する現状を把握

し、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（平成 29年３月 31日付け医政地発 0331

第３号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体

制の構築に係る指針」（以下「疾病・事業及び在宅医療指針」という。）で述べる５疾病・５事

業及び在宅医療のそれぞれの目指すべき方向の各事項を踏まえて、対策上の課題を抽出し、課題

の解決に向けた施策の明示及び数値目標の設定、それらの進捗状況の評価等を実施する。 

第７次医療計画における指標は、医療計画の実効性をより一層高めるために政策循環の仕組み

を強化するとともに、共通の指標により現状把握を行うことで、都道府県ごと、二次医療圏ごと

の医療提供体制を客観的に比較できるようなものとするため、指標を見直すこと。なお、指標に

ついては、疾病・事業及び在宅医療指針を参照すること。 

(2) (略) 

３～９ (略) 

 

(別紙) 医療計画作成指針 (略) 
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○ 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」の一部改正につい  
て(令和２年４月13日医政地発0413第１号地域医療計画課長通知) 

 

医療計画（医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の４第１項に規定する医療計画をいう。以

下同じ。）の作成に当たって参考とすべき、５疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿

病及び精神疾患をいう。）・５事業（救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療及

び小児医療（小児救急医療を含む。）をいう。）及び在宅医療（居宅等における医療をいう。）の体

制構築に係る指針については、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（平成 29 年３月

31 日付け医政地発 0331 第３号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知。以下「課長通知」という。）

により示しているところであるが、本年３月２日の「医療計画の見直し等に関する検討会」による「第

７次医療計画の中間見直し等に関する意見のとりまとめ」（別紙１）等を踏まえ、課長通知の一部を

別紙２新旧対照表のとおり改正し、本日から適用することとしたため通知する。 

なお、第７次医療計画の中間見直しの時期については、今般の新型コロナウイルス感染症の国内に

おける感染状況等を考慮し、別途通知することとする。 

 

(別紙１) 第７次医療計画の中間見直し等に関する意見のとりまとめ (略) 

 

(別紙２) 疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について 新旧対照表 

改 正 後 現 行 

がんの医療体制構築に係る指針 
 
がん検診等でがんの可能性が疑われた場合や

症状を呈した場合、まず精密検査等が実施され
る。 
そして、がんの確定診断等が行われた場合、更

に詳細な検査により、がんの進行度の把握や治療
方針の決定が行われる。 
がんの治療は、がん診療連携拠点病院（以下「が

ん拠点病院」という。）やその他のがん診療に係
る医療機関において、個々のがんの種類や進行度
に応じて、手術療法、放射線療法及び化学療法（本
指針では薬物療法等を含むものとする。）又はこ
れらを組み合わせた集学的治療等が実施される。 
同時に、がんと診断された時から、身体的な苦

痛及び精神心理的な苦痛等に対して、患者とその
家族への緩和ケアが必要である。 
その後も再発予防のための術後補助化学療法

や再発の早期発見のための定期的かつ専門的検 
査等、長期の管理が必要となる。 
このようにがん患者に必要とされる医療は患

者の状態やがんの種類・病期等によって異なるた
め、それぞれの医療機関が相互に連携しながら、
継続して実施されることが必要である。 
また、がん対策について政府は、「がん対策基

本法」（平成 18年法律第 98号）に基づき「がん
対策推進基本計画」（平成 30年３月閣議決定）を
策定し、都道府県は、これを基本とし、各都道 
府県におけるがん医療の現状等を踏まえて、「都
道府県がん対策推進計画」を策定し、がん対策の
総合的かつ計画的な推進を図っている。 
本指針は、がん対策推進基本計画のうち医療計

がんの医療体制構築に係る指針 
 
がん検診等でがんの可能性が疑われた場合や

症状を呈した場合、まず精密検査等が実施され
る。 
そして、がんの確定診断等が行われた場合、更

に詳細な検査により、がんの進行度の把握や治療
方針の決定が行われる。 
がんの治療は、がん診療連携拠点病院（以下「が

ん拠点病院」という。）やその他のがん診療に係
る医療機関において、個々のがんの種類や進行度
に応じて、手術療法、放射線療法及び化学療法（本
指針では薬物療法等を含むものとする。）又はこ
れらを組み合わせた集学的治療等が実施される。 
同時に、がんと診断された時から、身体的な苦

痛及び精神心理的な苦痛等に対して、患者とその
家族への緩和ケアが必要である。 
その後も再発予防のための術後補助化学療法

や再発の早期発見のための定期的かつ専門的検 
査等、長期の管理が必要となる。 
このようにがん患者に必要とされる医療は患

者の状態やがんの種類・病期等によって異なるた
め、それぞれの医療機関が相互に連携しながら、
継続して実施されることが必要である。 
また、がん対策について政府は、「がん対策基

本法」（平成 18 年法律第 98 号）に基づき「がん
対策推進基本計画」（平成 24 年６月閣議決定）
を策定し、都道府県は、これを基本とし、各都道
府県におけるがん医療の現状等を踏まえて、「都
道府県がん対策推進計画」を策定し、がん対策の
総合的かつ計画的な推進を図っている。 
本指針は、がん対策推進基本計画のうち医療計
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画に反映すべき事項等について、住民・患者の視
点に立った計画を作成するという観点から、その
考え方を示すものである。 
 
 
 
 
具体的には、「第１ がんの現状」でがんの発症

・転帰がどのようなものであるのか、どのような
医療が行われているのかを概観し、次に「第２ 医
療体制の構築に必要な事項」でどのような医療体
制を構築すべきかを示している。 
都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築

の具体的な手順」に則して、地域の現状を把握・
分析するとともに、各病期に求められる医療機能
を理解した上で、地域の実情に応じて圏域を設定
し、その圏域ごとの医療機関とさらにそれら医療
機関相互の連携の検討を行い、最終的には都道府
県全体で評価まで行えるようにする。 
 
第１ がんの現状 
１ （略） 
 
２ がんの予防、がんの早期発見 
(1) （略） 
(2) がんの早期発見 

がんの早期発見のために、胃がんでは胃部
エックス線検査又は胃内視鏡検査、肺がんで
は胸部エックス線検査及び喀痰細胞診、乳が
んではマンモグラフィ検査、大腸がんでは便
潜血検査、子宮頸がんでは細胞診等のがん検
診が行われている。 
これらのがん検診においてがんの可能性

が疑われた場合、さらに CT・MRI検査等の精
密検査が実施される。 
 

３ がんの医療 
(1) ～ (4) （略） 
(5) 小児・AYA世代（思春期世代と若年成人世
代）のがん 

小児がん及び AYA世代のがんは、多種多様
ながん種を多く含み、特徴あるライフステー
ジで発症することから、成人のがんとは異な
る対策が求められている。小児がん患者とそ
の家族が適切な医療や支援を受けられるよ
うに、小児がん拠点病院及び小児がん連携病
院を中心とした地域のネットワークによる
診療体制が構築されている。 

(6) がんゲノム医療 
ゲノム医療を必要とするがん患者が、全国

どこにいても、がんゲノム医療を受けられる
体制を国とともに段階的に構築し、患者・家
族の理解を促し、心情面でのサポートや治療
法選択の意思決定支援を可能とする体制の
整備が求められている。また、がんゲノム医
療の推進とともに、がんゲノム情報の取扱い
やがんゲノム医療に関する国民の理解を促
進するため、教育や普及啓発に努めるととも
に、安心してがんゲノム医療に参加できる環
境の整備が求められている。がんゲノム医療

画に反映すべき事項等について、住民・患者 
の視点に立った計画を作成するという観点から、
その考え方を示すものである。なお、がん対 
策推進基本計画は現在、がん対策推進協議会にお
いて、見直しの議論を行っており、平成 29 年 
度に第３期がん対策推進基本計画が、閣議決定さ
れる予定であることに留意すること。 
具体的には、「第１ がんの現状」でがんの発症

・転帰がどのようなものであるのか、どのような
医療が行われているのかを概観し、次に「第２ 医
療体制の構築に必要な事項」でどのような医療体
制を構築すべきかを示している。 
都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築の
具体的な手順」に則して、地域の現状を把握・ 
分析するとともに、各病期に求められる医療機能
を理解した上で、地域の実情に応じて圏域を設定
し、その圏域ごとの医療機関とさらにそれら医療
機関相互の連携の検討を行い、最終的には都道府
県全体で評価まで行えるようにする。 
 
第１ がんの現状 
１ （略） 
 
２ がんの予防、がんの早期発見 
(1) （略） 
(2) がんの早期発見 

がんの早期発見のために、胃がんでは胃  
エックス線検査又は胃内視鏡検査、肺がんで
は胸部エックス線検査及び喀痰細胞診、乳が
んではマンモグラフィ検査、大腸がんでは便
潜血検査、子宮頸がんでは細胞診等のがん検
診が行われている。 
これらのがん検診においてがんの可能性

が疑われた場合、さらに CT・MRI検査等の精
密検査が実施される。 
 

３ がんの医療 
(1) ～ (4) （略） 
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提供体制として令和２年１月１日時点で、が
んゲノム医療中核拠点病院が 11 施設、がん
ゲノム医療拠点病院が 34 施設、がんゲノム
医療連携病院が 161 施設整備されている。 
 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 
１ （略） 
２ 各医療機能と連携 

前記「１ 目指すべき方向」を踏まえ、がんの
医療体制に求められる医療機能を下記(1)から
(3)に示す。 
都道府県は、各医療機能の内容（目標、医療機

関等に求められる事項等）について、地域の実情
に応じて柔軟に設定する。 
(1) がんを予防する機能【予防】 
① （略） 
② 関係者に求められる事項 
（医療機関） 
・ がんに係る精密検査を実施すること 
・ 精密検査の結果をフィードバックする 
等、がん検診の精度管理に協力すること 
・ 都道府県や市町村等が実施するたばこ 
対策に積極的に協力すること 

（行政） 
・ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）
はがん検診を実施すること 
・ 地域がん登録、全国がん登録及び院内
がん登録の情報の利用等を通じてがん
の現状把握に努めること 
・ 要精検者が確実に医療機関を受診す
るように連携体制を構築すること 
・ 都道府県は、生活習慣病検診等管理指
導協会の一層の活用を図る等により、検
診の実施方法や精度管理の向上等に向
けた取組を検討すること 
・ 都道府県は市町村に対して科学的根
拠に基づくがん検診を実施するよう助
言すること 
・ 禁煙希望者に対する禁煙支援や受動
喫煙の防止等のたばこ対策に取り組む
こと 
・ 感染に起因するがん対策を推進する
こと 

(2) がん診療機能【治療】 
① （略） 
② 医療機関に求められる事項 

次に掲げる事項を含め、該当する医療機
関は関係する診療ガイドラインに則した診
療を実施することが求められる。 

・ 血液検査、画像検査（エックス線検査、
CT、MRI、核医学検査、超音波検査、内視
鏡）及び病理検査等の、診断・治療に必
要な検査が実施可能であること 
・ 病理診断や画像診断等が実施可能で
あること 
・ 患者の状態やがんの病態に応じて、手
術療法、放射線療法及び化学療法等や、
これらを組み合わせた集学的治療が実
施可能であること 
・ がんと診断された時から緩和ケアを

                      
                      
                      
                      
 
第２ 医療体制の構築に必要な事項 
１ （略） 
２ 各医療機能と連携 

前記「１ 目指すべき方向」を踏まえ、がんの
医療体制に求められる医療機能を下記(1)から
(3)に示す。 
都道府県は、各医療機能の内容（目標、医療機

関等に求められる事項等）について、地域の実情
に応じて柔軟に設定する。 
(1) がんを予防する機能【予防】 
① （略） 
② 関係者に求められる事項 
（医療機関） 
・ がんに係る精密検査を実施すること 
・ 精密検査の結果をフィードバックする 
等、がん検診の精度管理に協力すること 
・ 敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積 
極的に取り組むこと 

（行政） 
・ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）
はがん検診を実施すること 
・ 地域がん登録、全国がん登録及び院内
がん登録の情報の利用等を通じてがん
の現状把握に努めること 
・ 要精検者が確実に医療機関を受診す
るように連携体制を構築すること 
・ 都道府県は、生活習慣病検診等管理指
導協会の一層の活用を図る等により、検
診の実施方法や精度管理の向上等に向
けた取組を検討すること 
・ 都道府県は市町村に対して科学的根
拠に基づくがん検診を実施するよう助
言すること 
・ 禁煙希望者に対する禁煙支援や受動
喫煙の防止等のたばこ対策に取り組む
こと 
・ 感染に起因するがん対策を推進する
こと 

(2) がん診療機能【治療】 
① （略） 
② 医療機関に求められる事項 

次に掲げる事項を含め、該当する医療機 
関は関係する診療ガイドラインに則した診 
療を実施することが求められる。 

・ 血液検査、画像検査（エックス線検査、
CT、MRI、核医学検査、超音波検査、内視 
鏡）及び病理検査等の、診断・治療に必 
要な検査が実施可能であること 
・ 病理診断や画像診断等が実施可能で 
あること 
・ 患者の状態やがんの病態に応じて、手 
術療法、放射線療法及び化学療法等や、 
これらを組み合わせた集学的治療が実 
施可能であること 
・ がんと診断された時から緩和ケアを 
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実施すること 
さらに、がん拠点病院としては以下の対

応が求められる。なお、詳細については、
「がん診療連携拠点病院等の整備につい
て」（平成 30年７月 31日付け健発 0731第
１号厚生労働省健康局長通知）を参照する
こと。                 

                     
                     
                     
                     
                     

・ 患者の状態に応じて、手術療法、放射
線療法及び化学療法等や、これらを組
み合わせた集学的治療及び緩和ケアが
実施可能であること 

・ がん患者の病態に応じたより適切な
がん医療を提供できるよう、キャンサ
ーボードを設置し、月１回以上、開催す
ること 

・ 患者とその家族の意向に応じて、専門
的な知識を有する第三者の立場にある
医師の意見を求めることができるセカ
ンドオピニオンが受けられること 

・ 相談支援の体制を確保し、情報の収 
・発信、患者・家族の交流の支援等を実
施していること。その際、小児・AYA世
代のがん、希少がん、難治性がん等に関
する情報についても提供できるよう留
意すること 

・ 仕事と治療の両立支援や就職支援、が
ん経験者の就労継続支援の取組をがん
患者に提供できるよう周知すること 

・ がんと診断された時から緩和ケアを
実施すること（緩和ケアチームの整備
や外来での緩和ケアを実施し、患者と
その家族に対して、身体的な苦痛及び
精神心理的な苦痛等に対する全人的な
緩和ケアを提供すること） 

・ がん治療の合併症予防や軽減を図る
ため、周術期の口腔管理を実施する病
院内の歯科や歯科医療機関と連携を図
ること 

・ 地域連携支援の体制を確保するため、
病院間の役割分担を進めるとともに、
研修、カンファレンス、診療支援、地域
連携クリティカルパス等の活用や、急
変時の対応も含めて、他のがん診療機
能や在宅療養支援機能を有している医
療機関等と連携すること 

・ 院内がん登録を実施すること 
③ （略） 

(3) （略） 
 

第３ 構築の具体的な手順 
１ 現状の把握 

都道府県は、がんの医療体制を構築するに当
たって、(1)及び(2)に示す項目を参考に、患者動
向、医療資源及び医療連携等について、現状を把
握する。さらに、(3)に示す、病期・医療機能ご

実施すること 
さらに、がん拠点病院としては以下の対 

応が求められる。なお、詳細については、 
「がん診療連携拠点病院等の整備につい 
て」（平成 26年１月 10日付け健発 0110第 
７号厚生労働省健康局長通知）を参照する 
こと。また、平成 29 年度のがん対策推進基本
計画策定後、「がん診療提供体制のあり方に関
する検討会」において、がん拠点病院の指定要
件に関する議論を予定しており、指定要件が改
訂された場合には、新たな要件を参照するこ
と。 

・ 患者の状態に応じて、手術療法、放射
線療法及び化学療法等や、これらを組
み合わせた集学的治療及び緩和ケアが
実施可能であること 

・ がん患者の病態に応じたより適切な
がん医療を提供できるよう、キャンサ
ーボードを設置し、月１回以上、開催す
ること 

・ 患者とその家族の意向に応じて、専門
的な知識を有する第三者の立場にある
医師の意見を求めることができるセカ
ンドオピニオンが受けられること 

・ 相談支援の体制を確保し、情報の収 
・発信、患者・家族の交流の支援等を実
施していること。その際、小児・AYA世
代のがん、希少がん、難治性がん等に関
する情報についても提供できるよう留
意すること 

・ 仕事と治療の両立支援や就職支援、が
ん経験者の就労継続支援の取組をがん
患者に提供できるよう周知すること 

・ がんと診断された時から緩和ケアを
実施すること（緩和ケアチームの整備
や外来での緩和ケアを実施し、患者と
その家族に対して、身体的な苦痛及び
精神心理的な苦痛等に対する全人的な
緩和ケアを提供すること） 

・ がん治療の合併症予防や軽減を図る
ため、周術期の口腔管理を実施する病
院内の歯科や歯科医療機関と連携を図
ること 

・ 地域連携支援の体制を確保するため、
病院間の役割分担を進めるとともに、
研修、カンファレンス、診療支援、地域
連携クリティカルパス等の活用や、急
変時の対応も含めて、他のがん診療機
能や在宅療養支援機能を有している医
療機関等と連携すること 

・ 院内がん登録を実施すること 
③ （略） 

(3) （略） 
 

第３ 構築の具体的な手順 
１ 現状の把握 

都道府県は、がんの医療体制を構築するに当
たって、(1)及び(2)に示す項目を参考に、患者動
向、医療資源及び医療連携等について、現状を把
握する。さらに、(3)に示す、病期・医療機能ご
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と及びストラクチャー・プロセス・アウトカムご
とに分類された指標例により、数値で客観的に
現状を把握する。 
なお、(1)～(3)の各項目について、参考として

調査名を示しているが、その他必要に応じて調
査を追加されたい。 
(1) （略） 
(2) 医療資源・連携等に関する情報 
① がん診療機能 

・ 手術、放射線療法や外来化学療法の実
施状況 

・ がん診療を専門的に行う医療従事者
数 

・ 緩和ケアの実施状況 
緩和ケアに関する基本的な知識を習

得した医師 
緩和ケアチームや緩和ケア外来の設

置状況 等 
・ 診療ガイドライン等に基づき作成さ
れたクリティカルパスの整備状況 

・ 周術期口腔機能管理の取組状況 
・ 院内がん登録の実施状況 
・ 地域連携クリティカルパスの整備状
況 

・ がん診療に関する情報提供の状況 
パンフレットの配布、ホームページで

の情報提供 等 
・ 相談支援センターの整備状況 

相談員の研修状況 等 
・ 小児がん拠点病院・小児がん連携病院
の連携状況 

・ がんゲノム医療中核拠点病院等と都
道府県内のがん診療を行う病院との連
携状況 

・ 小児がん拠点病院・小児がん連携病院
の連携状況 

・ がんゲノム医療中核拠点病院等と都
道府県内のがん診療を行う病院との連
携状況 

② ～ ③ （略） 
(3) （略） 
 

２ ～ ８ （略） 
 
 

と及びストラクチャー・プロセス・アウトカムご
とに分類された指標例により、数値で客観的に
現状を把握する。 
なお、(1)～(3)の各項目について、参考として

調査名を示しているが、その他必要に応じて調
査を追加されたい。 
(1) （略） 
(2) 医療資源・連携等に関する情報 
① がん診療機能 

・ 手術、放射線療法や外来化学療法の実
施状況 

・ がん診療を専門的に行う医療従事者
数 

・ 緩和ケアの実施状況 
緩和ケアに関する基本的な知識を習

得した医師 
緩和ケアチームや緩和ケア外来の設

置状況 等 
・ 診療ガイドライン等に基づき作成さ
れたクリティカルパスの整備状況 

・ 周術期口腔機能管理の取組状況 
・ 院内がん登録の実施状況 
・ 地域連携クリティカルパスの整備状
況 

・ がん診療に関する情報提供の状況 
パンフレットの配布、ホームページで

の情報提供 等 
・ 相談支援センターの整備状況 

相談員の研修状況 等 
・ 小児がん拠点病院・小児がん連携病院
の連携状況 

・ がんゲノム医療中核拠点病院等と都
道府県内のがん診療を行う病院との連
携状況 

                       
                       
                       
                       
                       

② ～ ③ （略） 
(3) （略） 
 

２ ～ ８ （略） 
 
 

 

 

改 正 後 現 行 

脳卒中の医療体制構築に係る指針 
 
脳卒中を発症した場合、まず急性期医療におい

て内科的・外科的治療が行われ、同時に機能回復
のためのリハビリテーションが開始される。リハ
ビリテーションを行ってもなお障害が残る場合、
中長期の医療及び介護支援が必要となる。 
このように一人の脳卒中患者に必要とされる

医療・介護はその病期・転帰によって異なる。さ
らに、重篤な患者の一部には、急性期を乗り越え

脳卒中の医療体制構築に係る指針 
 
脳卒中を発症した場合、まず急性期医療におい

て内科的・外科的治療が行われ、同時に機能回復
のためのリハビリテーションが開始される。リハ
ビリテーションを行ってもなお障害が残る場合、
中長期の医療及び介護支援が必要となる。 
このように一人の脳卒中患者に必要とされる

医療・介護はその病期・転帰によって異なる。さ
らに、重篤な患者の一部には、急性期を乗り越え
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たものの、重度の後遺症等によって退院や転院が
困難となる状況のあることが指摘されており、そ
れぞれの機関が相互に連携しながら、継続してそ
の時々に必要な医療・介護・福祉を提供すること
が必要である。 
本指針では、「第１ 脳卒中の現状」で脳卒中の

発症・転帰がどのようなものであるのか、どのよ
うな医療が行われているのかを概観し、次に「第
２ 医療体制の構築に必要な事項」でどのような
医療体制を構築すべきかを示している。 
なお、平成 28 年６月に設置された｢脳卒中、心

臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在
り方に関する検討会｣（厚生労働省健康局）では、
急性期から慢性期を含めた、脳卒中及び心血管疾
患に係る診療提供体制の在り方についての議論
が行われ、平成 29 年７月に｢脳卒中、心臓病その
他の循環器病に係る診療提供体制の在り方につ
いて｣がとりまとめられている。また、平成 30 年
12 月に成立した、｢健康寿命の延伸等を図るため
の脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に
関する基本法｣に基づき、令和２年１月に設置さ
れた循環器病対策推進協議会では、脳卒中及び心
血管疾患の医療に係るサービスの提供を含めた
対策についての議論が行われており、令和２年夏
頃を目途に循環器病対策推進基本計画が策定さ
れる予定である。 
都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築

の具体的な手順」に則して、地域の現状を把握・
分析し、また各病期に求められる医療機能を理解
した上で、地域の実情に応じて圏域を設定し、そ
の圏域ごとの医療機関とさらにそれら医療機関
相互の連携の検討を行い、最終的には都道府県全
体で評価まで行えるようにする。 
 
第１ ～ 第３ （略） 
 
 

たものの、重度の後遺症等によって退院や転院が
困難となる状況のあることが指摘されており、そ
れぞれの機関が相互に連携しながら、継続してそ
の時々に必要な医療・介護・福祉を提供すること
が必要である。 
本指針では、「第１ 脳卒中の現状」で脳卒中の

発症・転帰がどのようなものであるのか、どのよ
うな医療が行われているのかを概観し、次に「第
２ 医療体制の構築に必要な事項」でどのような
医療体制を構築すべきかを示している。 
なお、平成 28 年６月に設置された｢脳卒中、心

臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在
り方に関する検討会｣（厚生労働省健康局）では、
急性期から慢性期を含めた、脳卒中及び心血管疾
患に係る診療提供体制の在り方についての議論
が行われ、平成 29 年７月に｢脳卒中、心臓病その
他の循環器病に係る診療提供体制の在り方につ
いて｣がとりまとめられている。        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築

の具体的な手順」に則して、地域の現状を把握・
分析し、また各病期に求められる医療機能を理解
した上で、地域の実情に応じて圏域を設定し、そ
の圏域ごとの医療機関とさらにそれら医療機関
相互の連携の検討を行い、最終的には都道府県全
体で評価まで行えるようにする。 
 
第１ ～ 第３ （略） 
 
 

 

 

改 正 後 現 行 

心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制構築に係る
指針 

 
心筋梗塞等の心血管疾患を発症した場合、まず

急性期には内科的・外科的治療が行われ、同時に
再発予防や在宅復帰を目指して、患者教育、運動
療法、心血管疾患の危険因子の管理等を含む、疾
病管理プログラム※としての心血管疾患リハビ
リテーションが開始される。その際、自覚症状が
出現してから治療が開始されるまでの時間や、疾
患によって治療法や予後が大きく変わる。 
また、在宅復帰後は、基礎疾患や危険因子の管

理に加えて、心血管疾患患者の急性期の生命予後
改善等に伴い、増加している慢性心不全の管理な
ど、継続した治療や長期の医療が必要となる。 
心筋梗塞等の心血管疾患の医療提供体制を構

築するに当たっては、それぞれの医療機関が相互
に連携しながら、多方面から継続して、疾患に応

心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制構築に係る
指針 

 
心筋梗塞等の心血管疾患を発症した場合、まず

急性期には内科的・外科的治療が行われ、同時に
再発予防や在宅復帰を目指して、患者教育、運動
療法、心血管疾患の危険因子の管理等を含む、疾
病管理プログラム※としての心血管疾患リハビ
リテーションが開始される。その際、自覚症状が
出現してから治療が開始されるまでの時間や、疾
患によって治療法や予後が大きく変わる。 
また、在宅復帰後は、基礎疾患や危険因子の管

理に加えて、心血管疾患患者の急性期の生命予後
改善等に伴い、増加している慢性心不全の管理な
ど、継続した治療や長期の医療が必要となる。 
心筋梗塞等の心血管疾患の医療提供体制を構

築するに当たっては、それぞれの医療機関が相互
に連携しながら、多方面から継続して、疾患に応
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じた医療を提供することが必要である。 
本指針では、「第１ 心筋梗塞等の心血管疾患の

現状」で、心血管疾患の代表的な疾患である急性
心筋梗塞、大動脈解離、慢性心不全の発症・転帰
がどのようなものであるのか、どのような医療が
行われているのかを概観し、次に「第２ 医療体制
の構築に必要な事項」でどのような医療体制を構
築すべきかを示している。 
なお、平成 28 年６月に設置された「脳卒中、

心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の
在り方に関する検討会」（厚生労働省健康局）で
は、急性期から慢性期を含めた、脳卒中及び心血
管疾患に係る診療提供体制の在り方についての
議論が行われ、平成 29 年７月に「脳卒中、心臓
病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り
方について」がとりまとめられている。また、平
成 30 年 12 月に成立した、｢健康寿命の延伸等を
図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係
る対策に関する基本法｣に基づき、令和２年１月
に設置された循環器病対策推進協議会では、脳卒
中及び心血管疾患の医療に係るサービスの提供
を含めた対策についての議論が行われており、令
和２年夏頃を目途に循環器病対策推進基本計画
が策定される予定である。 
都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築

の具体的な手順」に則して、地域の現状を把握・
分析し、また各疾患や各病期に求められる医療機
能を理解した上で、地域の実情に応じて圏域を設
定し、その圏域ごとの医療機関とさらにそれらの
医療機関相互の連携の検討を行い、最終的には都
道府県全体で評価まで行えるようにする。 

※ 疾患管理プログラムとは、多職種チームが
退院前から退院後にわたり医学的評価・患者
教育・生活指導を包括的かつ計画的に実施し
て再入院抑制を含む予後改善を目指す中～長
期プログラムをいう。 

 
第１ ～ 第３ （略） 
 
 

じた医療を提供することが必要である。 
本指針では、「第１ 心筋梗塞等の心血管疾患の

現状」で、心血管疾患の代表的な疾患である急性
心筋梗塞、大動脈解離、慢性心不全の発症・転帰
がどのようなものであるのか、どのような医療が
行われているのかを概観し、次に「第２ 医療体制
の構築に必要な事項」でどのような医療体制を構
築すべきかを示している。 
なお、平成 28 年６月に設置された「脳卒中、

心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の
在り方に関する検討会」（厚生労働省健康局）で
は、急性期から慢性期を含めた、脳卒中及び心血
管疾患に係る診療提供体制の在り方についての
議論が行われ、平成 29 年７月に「脳卒中、心臓
病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り
方について」がとりまとめられている。     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
            
都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築

の具体的な手順」に則して、地域の現状を把握・
分析し、また各疾患や各病期に求められる医療機
能を理解した上で、地域の実情に応じて圏域を設
定し、その圏域ごとの医療機関とさらにそれらの
医療機関相互の連携の検討を行い、最終的には都
道府県全体で評価まで行えるようにする。 

※ 疾患管理プログラムとは、多職種チームが
退院前から退院後にわたり医学的評価・患者
教育・生活指導を包括的かつ計画的に実施し
て再入院抑制を含む予後改善を目指す中～長
期プログラムをいう。 

 
第１ ～ 第３ （略） 
 
 

 

 

改 正 後 現 行 

糖尿病の医療体制構築に係る指針 
 
糖尿病は、様々な遺伝素因に種々の環境因子が

作用して発症する。糖尿病が疑われる場合には食
事療法・運動療法、生活習慣改善に向けての患者
教育等が行われ、さらに糖尿病と診断された場合
には薬物療法まで含めた治療が行われる。 
また、糖尿病は脳卒中、急性心筋梗塞等他疾患

の危険因子となる慢性疾患であり、患者は多種多
様な合併症により日常生活に支障を来たすこと
が多い。 
予防・治療には、患者自身による生活習慣の自

己管理に加えて、内科、眼科、小児科、産科、歯
科等の各診療科が、糖尿病の知識を有する管理栄
養士、薬剤師、保健師、看護師等の専門職種と連

糖尿病の医療体制構築に係る指針 
 
糖尿病は、様々な遺伝素因に種々の環境因子が

作用して発症する。糖尿病が疑われる場合には食
事療法・運動療法、生活習慣改善に向けての患者
教育等が行われ、さらに糖尿病と診断された場合
には薬物療法まで含めた治療が行われる。 
また、糖尿病は脳卒中、急性心筋梗塞等他疾患

の危険因子となる慢性疾患であり、患者は多種多
様な合併症により日常生活に支障を来たすこと
が多い。 
予防・治療には、患者自身による生活習慣の自

己管理に加えて、内科、眼科、小児科、産科、歯
科等の各診療科が、糖尿病の知識を有する管理栄
養士、薬剤師、保健師、看護師等の専門職種と連
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携して実施する医療サービスが必要となる。 
さらに、一人の糖尿病患者には生涯を通じての

治療継続が必要となるため、これらの医療サービ
スが連携し、継続して実施されることが重要であ
る。 
本指針では、「第１ 糖尿病の現状」で糖尿病の

発症・転帰がどのようなものであるのか、どのよ
うな医療が行われているのかを概観し、次に「第
２ 医療体制の構築に必要な事項」でどのような
医療体制を構築すべきかを示している。 
都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築

の具体的な手順」に則して、地域の現状を把握・
分析し、また各医療機能を理解した上で、地域の
実情に応じて圏域を設定し、その圏域ごとの医療
機関とさらにそれらの医療機関相互の連携の検
討を行い、最終的には都道府県全体で評価まで行
えるようにする。 
 
第１ 糖尿病の現状 

糖尿病は、インスリン作用の不足による慢性
の高血糖状態を主な特徴とする代謝疾患群で
ある。 
糖尿病は、インスリンを合成・分泌する細胞

の破壊・消失によるインスリン作用不足を主要
因とする１型糖尿病と、インスリン分泌低下・
抵抗性等をきたす遺伝因子に、過食、運動不足、
肥満などの環境因子及び加齢が加わり発症す
る２型糖尿病に大別される。 
インスリン作用不足により高血糖がおこる

と、口渇、多飲、多尿、体重減少等の症状がみ
られ、その持続により合併症を発症する。糖尿
病合併症には、著しい高血糖によって起こる急
性合併症と、長年にわたる慢性の高血糖の結果
起こる慢性合併症がある。 
① 急性合併症には、ケトアシドーシスや高血
糖高浸透圧昏睡といった糖尿病昏睡等があ
る。 
② 慢性合併症は、全身のあらゆる臓器に起こ
るが、特に細小血管症に分類される糖尿病性
網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害や、
大血管症に分類される脳卒中、心筋梗塞・狭心
症、糖尿病性壊疽がある。 
糖尿病には根治的な治療方法がないものの、

血糖コントロールを適切に行うことにより、合
併症の発症を予防することが可能である。合併
症の発症は、患者の生活の質（QOL）を低下させ、
生命予後を左右することから、その予防が重要
である。 
糖尿病の医療は、１型糖尿病と２型糖尿病に

よって異なるが、適切な血糖コントロールを基
本とした医療は共通であることから、本指針に
おいては一括して記載することとする。 

 
１ 糖尿病の疫学 

糖尿病が強く疑われる者は 1,000 万人であ
り、過去４年間で 50 万人増加している。 
また、糖尿病の可能性が否定できない者は

1,000 万人である。糖尿病を主な傷病として継
続的に医療を受けている患者数は約 329 万人
である。 

携して実施する医療サービスが必要となる。 
さらに、一人の糖尿病患者には生涯を通じての

治療継続が必要となるため、これらの医療サービ
スが連携し、継続して実施されることが重要であ
る。 
本指針では、「第１ 糖尿病の現状」で糖尿病の

発症・転帰がどのようなものであるのか、どのよ
うな医療が行われているのかを概観し、次に「第
２ 医療体制の構築に必要な事項」でどのような
医療体制を構築すべきかを示している。 
都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築

の具体的な手順」に則して、地域の現状を把握・
分析し、また各医療機能を理解した上で、地域の
実情に応じて圏域を設定し、その圏域ごとの医療
機関とさらにそれらの医療機関相互の連携の検
討を行い、最終的には都道府県全体で評価まで行
えるようにする。 
 
第１ 糖尿病の現状 

糖尿病は、インスリン作用の不足による慢性
の高血糖状態を主な特徴とする代謝疾患群で
ある。 
糖尿病は、インスリンを合成・分泌する細胞

の破壊・消失によるインスリン作用不足を主要
因とする１型糖尿病と、インスリン分泌低下・
抵抗性等をきたす遺伝因子に、過食、運動不足、
肥満などの環境因子及び加齢が加わり発症す
る２型糖尿病に大別される。 
インスリン作用不足により高血糖がおこる

と、口渇、多飲、多尿、体重減少等の症状がみ
られ、その持続により合併症を発症する。糖尿
病合併症には、著しい高血糖によって起こる急
性合併症と、長年にわたる慢性の高血糖の結果
起こる慢性合併症がある。 
① 急性合併症には、ケトアシドーシスや高血
糖高浸透圧昏睡といった糖尿病昏睡等があ
る。 
② 慢性合併症は、全身のあらゆる臓器に起こ
るが、特に細小血管症に分類される糖尿病＿
網膜症、糖尿病＿腎症、糖尿病＿神経障害や、
大血管症に分類される脳卒中、心筋梗塞・狭心
症、糖尿病性壊疽がある。 
糖尿病には根治的な治療方法がないものの、

血糖コントロールを適切に行うことにより、合
併症の発症を予防することが可能である。合併
症の発症は、患者の生活の質（QOL）を低下させ、
生命予後を左右することから、その予防が重要
である。 
糖尿病の医療は、１型糖尿病と２型糖尿病に

よって異なるが、適切な血糖コントロールを基
本とした医療は共通であることから、本指針に
おいては一括して記載することとする。 

 
１ 糖尿病の疫学 

糖尿病が強く疑われる者は  950 万人であ
り、過去５年間で 60 万人増加している。 
また、糖尿病の可能性が否定できない者は

1,100 万人である。糖尿病を主な傷病として継
続的に医療を受けている患者数は約 317 万人
である。 
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さらに、全糖尿病患者の 11.8％が糖尿病性神
経障害を、11.1％が糖尿病性腎症を、10.6％が
糖尿病性網膜症を、0.7％が糖尿病性足病変を
合併している。新規の人工透析導入患者は、約
４万人であり、そのうち、糖尿病性腎症が 
原疾患である者は約１万６千人（42.3％）であ
る。 
なお、年間約１万４千人が糖尿病が原因で死

亡し、死亡数全体の 1.0％を占めている。 
 
２ 糖尿病の医療 

糖尿病の診断、治療等に関する現状を参考と
して以下に示すが、詳細は日本糖尿病学会編に
よるガイドライン（「糖尿病診療ガイドライン
2019」、「糖尿病治療ガイド 2016-2017」）及
び「糖尿病治療ガイド 2018-2019」の要約版で
ある日本糖尿病対策推進会議編『糖尿病治療の
エッセンス 2017』等の診療ガイドラインを参照
されたい。 
なお、以下、糖尿病における「診療ガイドラ

イン」は上記を指すこととする。 
(1) （略） 
(2) 診断 

人工透析を必要とする糖尿病性腎症や失明
の原因となる糖尿病性網膜症等の糖尿病合併
症は、生活の質を低下させるため、糖尿病患者
を的確に診断し、重症化予防の観点から、早期
に治療を開始することが重要である。 
初めて糖尿病と診断された患者においても、

すでに糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症等を合併
していることがあるため、尿検査や眼底検査等
の糖尿病合併症の発見に必要な検査を行うと
ともに、糖尿病の診断時から各診療科が連携を
図る必要がある。 
(3) （略） 
(4) 合併症の治療 
① 急性合併症 

糖尿病ケトアシドーシスや高浸透圧高血
糖症候群といった糖尿病昏睡等の急性合併
症を発症した場合には、輸液、インスリン投
与等の治療を実施する。 

② 慢性合併症 
内科、眼科等の診療科が連携し、糖尿病性

網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害等
の慢性合併症の早期発見に努める必要があ
る。慢性合併症の治療を行うに当たっては、
眼科等の専門医を有する医療機関や人工透
析の実施可能な医療機関等が連携する必要
がある。 
ア 糖尿病性網膜症の治療は、増殖前網膜
症又は早期の増殖網膜症に進行した時点
で、失明予防の観点から光凝固療法を実
施する。硝子体出血及び網膜剥離は手術
療法を実施する。 
イ 糖尿病性腎症の治療は、血糖及び血圧
のコントロールが主体であり、そのため
に食事療法や薬物療法を実施し、腎不全
に至った場合は透析療法を実施する。 
ウ 糖尿病性神経障害の治療は、血糖コン
トロールや生活習慣の改善が主体であ

さらに、全糖尿病患者の 11.8％が糖尿病＿神
経障害を、11.1％が糖尿病＿腎症を、10.6％が
糖尿病性網膜症を、0.7％が糖尿病＿足病変を
合併している。新規の人工透析導入患者は、約
３万７千人であり、そのうち、糖尿病＿腎症が
原疾患である者は約１万６千人（43.7％）であ
る。 
なお、年間約１万３千人が糖尿病が原因で死

亡し、死亡数全体の 1.0％を占めている。 
 
２ 糖尿病の医療 

糖尿病の診断、治療等に関する現状を参考と
して以下に示すが、詳細は日本糖尿病学会編に
よるガイドライン（「糖尿病診療ガイドライン
2016」、「糖尿病治療ガイド 2016-2017」）及
び「糖尿病治療ガイド 2016-2017」の要約版で
ある日本糖尿病対策推進会議編『糖尿病治療の
エッセンス 2017』等の診療ガイドラインを参照
されたい。 
なお、以下、糖尿病における「診療ガイドラ

イン」は上記を指すこととする。 
(1) （略） 
(2) 診断 

人工透析を必要とする糖尿病＿腎症や失明
の原因となる糖尿病＿網膜症等の糖尿病合併
症は、生活の質を低下させるため、糖尿病患者
を的確に診断し、重症化予防の観点から、早期
に治療を開始することが重要である。 
初めて糖尿病と診断された患者においても、

すでに糖尿病＿腎症、糖尿病＿網膜症等を合併
していることがあるため、尿検査や眼底検査等
の糖尿病合併症の発見に必要な検査を行うと
ともに、糖尿病の診断時から各診療科が連携を
図る必要がある。 
(3) （略） 
(4) 合併症の治療 
① 急性合併症 

＿＿＿ケトアシドーシスや高血糖高浸透
圧昏睡といった糖尿病昏睡等の急性合併 
症を発症した場合には、輸液、インスリン投
与等の治療を実施する。 

② 慢性合併症 
内科、眼科等の診療科が連携し、糖尿病＿

網膜症、糖尿病＿腎症、糖尿病＿神経障害等
の慢性合併症の早期発見に努める必要があ
る。慢性合併症の治療を行うに当たっては、
眼科等の専門医を有する医療機関や人工透
析の実施可能な医療機関等が連携する必要
がある。 
ア 糖尿病＿網膜症の治療は、増殖前網膜
症又は早期の増殖網膜症に進行した時点
で、失明予防の観点から光凝固療法を実
施する。硝子体出血及び網膜剥離は手術
療法を実施する。 
イ 糖尿病＿腎症の治療は、血糖及び血圧
のコントロールが主体であり、そのため
に食事療法や薬物療法を実施し、腎不全
に至った場合は透析療法を実施する。 
ウ 糖尿病＿神経障害の治療は、血糖コン
トロールや生活習慣の改善が主体であ
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り、薬物療法を実施することもある。 
（脳卒中及び心筋梗塞等の心血管疾患に
ついては、それぞれの医療体制構築に係
る指針を 参照） 

 
第２ 医療体制の構築に必要な事項 
１ 目指すべき方向 

前記「第１ 糖尿病の現状」を踏まえ、個々
の医療機能、それを満たす医療機関、さらにそ
れら医療機関相互の連携により、保健及び医
療サービスが連携して実施される体制を構築
する。 
(1) （略） 
(2) 血糖コントロール不良例の治療や急性合

併症の治療が可能な体制 
① ～ ② （略） 

(3) （略） 
２ 各医療機能と連携 

前記「１ 目指すべき方向」を踏まえ、糖尿
病の医療体制に求められる医療機能を下記
(1)から(4)に示す。 
都道府県は、各医療機能の内容（目標、医療

機関等に求められる事項等）について、地域の
実情に応じて柔軟に設定する。 
(1) （略） 
(2) 血糖コントロール不良例の治療を行う

機能【専門治療】 
① ～ ③ （略） 

(3) （略） 
(4) 糖尿病の慢性合併症の治療を行う機能
【慢性合併症治療】 
① （略） 
② 医療機関に求められる事項 

次に掲げる事項を含め、該当する医療
機関は関係する診療ガイドラインに則し
た診療を実施していることが求められ
る。 
・ 糖尿病の慢性合併症（糖尿病性網膜
症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害等）
について、それぞれ専門的な検査・治療
が実施可能であること（単一医療機関で
すべての合併症治療が可能である必要
はない） 
・ 糖尿病性網膜症治療の場合、蛍光眼底
造影検査、光凝固療法、硝子体出血・網
膜剥離の手術等が実施可能であること 
・ 糖尿病性腎症の場合、尿一般検査、尿
中アルブミン排泄量検査、腎生検、腎臓
超音波検査、血液透析等が実施可能であ
ること 
・ 糖尿病の予防・治療を行う医療機関、
教育治療を行う医療機関及び急性合併
症の治療を行う医療機関と診療情報や
治療計画を共有する等して連携してい
ること 

③ （略） 
(5) （略） 
 

第３ 構築の具体的な手順 
１ 現状の把握 

り、薬物療法を実施することもある。 
（脳卒中及び心筋梗塞等の心血管疾患に
ついては、それぞれの医療体制構築に係
る指針を 参照） 

 
第２ 医療体制の構築に必要な事項 
１ 目指すべき方向 

前記「第１ 糖尿病の現状」を踏まえ、個々
の医療機能、それを満たす医療機関、さらにそ
れら医療機関相互の連携により、保健及び医
療サービスが連携して実施される体制を構築
する。 
(1) （略） 
(2) 血糖コントロール不可例の治療や急性合

併症の治療が可能な体制 
① ～ ② （略） 

(3) （略） 
２ 各医療機能と連携 

前記「１ 目指すべき方向」を踏まえ、糖尿
病の医療体制に求められる医療機能を下記
(1)から(4)に示す。 
都道府県は、各医療機能の内容（目標、医療

機関等に求められる事項等）について、地域の
実情に応じて柔軟に設定する。 
(1) （略） 
(2) 血糖コントロール不可例の治療を行う

機能【専門治療】 
① ～ ③ （略） 

(3) （略） 
(4) 糖尿病の慢性合併症の治療を行う機能
【慢性合併症治療】 
① （略） 
② 医療機関に求められる事項 

次に掲げる事項を含め、該当する医療
機関は関係する診療ガイドラインに則し
た診療を実施していることが求められ
る。 
・ 糖尿病の慢性合併症（糖尿病＿網膜
症、糖尿病＿腎症、糖尿病＿神経障害等）
について、それぞれ専門的な検査・治療
が実施可能であること（単一医療機関で
すべての合併症治療が可能である必要
はない） 
・ 糖尿病＿網膜症治療の場合、蛍光眼底
造影検査、光凝固療法、硝子体出血・網
膜剥離の手術等が実施可能であること 
・ 糖尿病＿腎症の場合、尿一般検査、尿
中アルブミン排泄量検査、腎生検、腎臓
超音波検査、血液透析等が実施可能であ
ること 
・ 糖尿病の予防・治療を行う医療機関、
教育治療を行う医療機関及び急性合併
症の治療を行う医療機関と診療情報や
治療計画を共有する等して連携してい
ること 

③ （略） 
(5) （略） 
 

第３ 構築の具体的な手順 
１ 現状の把握 
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都道府県は、糖尿病の医療体制を構築する
に当たって、(1)及び(2)に示す項目を参考に、
患者動向、医療資源及び医療連携等について、
現状を把握する。 
さらに、(3)に示す、病期・医療機能ごと及

びストラクチャー・プロセス・アウトカムごと
に分類された指標例により、数値で客観的に
現状を把握する。 
なお、(1)～(3)の各項目について、参考とし

て調査名を示しているが、その他必要に応じ
て調査を追加されたい。 
(1) 患者動向に関する情報 
・ 年齢調整受療率（患者調査） 
・ 健康診断・健康診査の受診率（国民生活
基礎調査） 
・ 高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療
率（患者調査） 
・ 総患者数及びその内訳（性・年齢階級
別、傷病小分類別）、患者流入割合、流出
割合 

（患者調査） 
・ 退院患者平均在院日数（患者調査） 
・ 健診を契機に受診した患者数 
・ 有病者数・有病率、予備群数 
・ 治療中断率（医師の判断によらないも
のに限る。） 
・ 糖尿病に合併する脳卒中、心筋梗塞の
発症率 
・ 糖尿病による失明発症率 
・ 糖尿病性腎症による新規透析導入患者
数 
・ 年齢調整死亡率（都道府県別年齢調整
死亡率（業務・加工統計）） 

(2) 医療資源・連携等に関する情報 
① （略） 
② 血糖コントロール不良例等の治療を行
う病院・診療所 

・ 検査、治療体制（人員・施設設備） 
・ 糖尿病教室等患者教育の状況 
・ 医療連携の状況（他の医療機関との診
療情報や治療計画の共有の状況） 
・ 地域連携の状況（市町村及び保険者、薬
局等の社会資源との保健事業に係る情報
共有や協力の状況） 

③ （略） 
(3) （略） 
 

２ ～ ８ （略） 
 
 

都道府県は、糖尿病の医療体制を構築する
に当たって、(1)及び(2)に示す項目を参考に、
患者動向、医療資源及び医療連携等について、
現状を把握する。 
さらに、(3)に示す、病期・医療機能ごと及

びストラクチャー・プロセス・アウトカムごと
に分類された指標例により、数値で客観的に
現状を把握する。 
なお、(1)～(3)の各項目について、参考とし

て調査名を示しているが、その他必要に応じ
て調査を追加されたい。 
(1) 患者動向に関する情報 
・ 年齢調整受療率（患者調査） 
・ 健康診断・健康診査の受診率（国民生活
基礎調査） 
・ 高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療
率（患者調査） 
・ 総患者数及びその内訳（性・年齢階級
別、傷病小分類別）、患者流入割合、流出
割合 

（患者調査） 
・ 退院患者平均在院日数（患者調査） 
・ 健診を契機に受診した患者数 
・ 有病者数・有病率、予備群数 
・ 治療中断率（医師の判断によらないも
のに限る。） 
・ 糖尿病に合併する脳卒中、心筋梗塞の
発症率 
・ 糖尿病による失明発症率 
・ 糖尿病性腎症による新規透析導入患者
数 
・ 年齢調整死亡率（都道府県別年齢調整
死亡率（業務・加工統計）） 

(2) 医療資源・連携等に関する情報 
① （略） 
② 血糖コントロール不可例等の治療を行
う病院・診療所 

・ 検査、治療体制（人員・施設設備） 
・ 糖尿病教室等患者教育の状況 
・ 医療連携の状況（他の医療機関との診
療情報や治療計画の共有の状況） 
・ 地域連携の状況（市町村及び保険者、薬
局等の社会資源との保健事業に係る情報
共有や協力の状況） 

③ （略） 
(3) （略） 
 

２ ～ ８ （略） 
 
 

 

 

改 正 後 現 行 

精神疾患の医療体制の構築に係る指針 
 
精神疾患は、症状が多様であるとともに自覚し

にくいという特徴があるため、症状が比較的軽い
うちには精神科医療機関を受診せず、症状が重く

精神疾患の医療体制の構築に係る指針 
 
精神疾患は、症状が多様であるとともに自覚し

にくいという特徴があるため、症状が比較的軽い
うちには精神科医療機関を受診せず、症状が重く
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なり入院治療が必要になって初めて精神科医療
機関を受診するという場合が少なくない。また、
重症化してから入院すると、治療が困難になるな
ど、長期の入院が必要となってしまう場合もあ
る。発症してからできるだけ早期に必要な精神科
医療が提供されれば、回復し、再び地域生活や社
会生活を営むことができるようになる。 
精神疾患は全ての人にとって身近な病気であ

り、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが
安心して自分らしく暮らすことができるような
地域づくりを進める必要がある。また、長期の入
院が必要となっている精神障害者の地域移行を
進めるに当たっては、精神科病院や地域援助事業
者による努力だけでは限界があり、自治体を中心
とした地域精神保健医療福祉の一体的な取組の
推進に加えて、地域住民の協力を得ながら、差別
や偏見のない、あらゆる人が共生できる包摂的
（インクルーシブ）な社会を構築していく必要が
ある。このため、精神障害者が、地域の一員とし
て安心して自分らしい暮らしをすることができ
るよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシス
テムの構築を進める必要がある。具体的には、 
① 障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関
係者による協議の場を通じて、精神科医療機
関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町
村などとの重層的な連携による支援体制を構
築する必要がある。 

② 長期入院精神障害者のうち一定数は、地域の
精神保健医療福祉体制の基盤を整備すること
によって、地域生活への移行が可能であること
から、令和２年度末（第５期障害福祉計画の最
終年度）、令和５年度末の精神病床における入
院需要（患者数）及び、地域移行に伴う基盤整
備量（利用者数）の目標を明確にした上で、医
療計画、障害福祉計画、介護保険事業（支援）
計画に基づき基盤整備を推し進める必要があ
る。また、第６期障害福祉計画（令和３年度～
令和５年度）において、包括的かつ継続的な地
域生活支援連携体制整備を今後も計画的に推
進する観点から、精神病床から退院後１年以内
の地域における平均生活日数（地域平均生活日
数）が成果目標として検討されている。 
さらに、精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律（昭和 25 年法律第 123 号）に基づく良質か
つ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保
するための指針（平成 26 年厚生労働省告示第 65 
号）を踏まえて、統合失調症、うつ病・躁うつ病、
認知症、児童・思春期精神疾患、依存症などの多
様な精神疾患等ごとに医療機関の役割分担を整
理し、相互の連携を推進するとともに、患者本位
の医療を実現していけるよう、医療計画に基づ
き、作業部会等を通じて、各医療機関の医療機能
を明確化する必要がある。 
本指針では、「第１ 精神疾患の現状」で多様な

精神疾患等ごとの現状・課題を概観し、「第２ 医
療体制の構築に必要な事項」でどのような医療体
制を構築すべきかを示している。 
都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築

の具体的な手順」に即して、地域の現状を把握・
分析した上で、地域の実情に応じて圏域（精神医

なり入院治療が必要になって初めて精神科医療
機関を受診するという場合が少なくない。また、
重症化してから入院すると、治療が困難になるな
ど、長期の入院が必要となってしまう場合もあ
る。発症してからできるだけ早期に必要な精神科
医療が提供されれば、回復し、再び地域生活や社
会生活を営むことができるようになる。 
精神疾患は全ての人にとって身近な病気であ

り、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが
安心して自分らしく暮らすことができるような
地域づくりを進める必要がある。また、長期の入
院が必要となっている精神障害者の地域移行を
進めるに当たっては、精神科病院や地域援助事業
者による努力だけでは限界があり、自治体を中心
とした地域精神保健医療福祉の一体的な取組の
推進に加えて、地域住民の協力を得ながら、差別
や偏見のない、あらゆる人が共生できる包摂的
（インクルーシブ）な社会を構築していく必要が
ある。このため、精神障害者が、地域の一員とし
て安心して自分らしい暮らしをすることができ
るよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシス
テムの構築を進める必要がある。具体的には、 
① 障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関
係者による協議の場を通じて、精神科医療機
関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町
村などとの重層的な連携による支援体制を構
築する必要がある。 

② 長期入院精神障害者のうち一定数は、地域の
精神保健医療福祉体制の基盤を整備すること
によって、地域生活への移行が可能であること
から、平成 32 年度末（第５期障害福祉計画の
最終年度）、平成 36 年度末（2025 年）の精神
病床における入院需要（患者数）及び、地域移
行に伴う基盤整備量（利用者数）の目標を明確
にした上で、医療計画、障害福祉計画、介護保
険事業（支援）計画に基づき基盤整備を推し進
める必要がある。              
                      
                      
                      
                      
                      
さらに、精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律（昭和 25 年法律第 123 号）に基づく良質か
つ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保
するための指針（平成 26 年厚生労働省告示第 65 
号）を踏まえて、統合失調症、うつ病・躁うつ病、
認知症、児童・思春期精神疾患、依存症などの多
様な精神疾患等ごとに医療機関の役割分担を整
理し、相互の連携を推進するとともに、患者本位
の医療を実現していけるよう、医療計画に基づ
き、作業部会等を通じて、各医療機関の医療機能
を明確化する必要がある。 
本指針では、「第１ 精神疾患の現状」で多様な

精神疾患等ごとの現状・課題を概観し、「第２ 医
療体制の構築に必要な事項」でどのような医療体
制を構築すべきかを示している。 
都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築

の具体的な手順」に即して、地域の現状を把握・
分析した上で、地域の実情に応じて圏域（精神医
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療圏）を設定し、その圏域ごとに不足している医
療機能あるいは調整・整理が必要な医療機能を明
確にして、医療機関相互の連携の検 
討を行い、最終的には都道府県全体で評価を行え
るようにする必要がある。 
 
第１ 精神疾患の現状 
１ 現状・課題 

精神疾患は、近年その患者数が急増してお
り、平成 29 年には推定患者数で 419 万人を
超える水準となっている。そのうち、入院患者
数は約 30.2 万人、外来患者数は約 389.1 万
人であり、１年以上の長期入院患者数は約
17.1 万人である。我が国での調査結果では、
国民の４人に１人（25％）が生涯でうつ病等の
気分障害、不安障害及び物質関連障害のいず
れかを経験していることが明らかとなってい
る。 
自殺者数は、平成 22 年以降は９年連続の

減少となっている。しかし、日本の自殺死亡率
は主要国の中で高い水準にあり、依然として
厳しい状況にある。自殺の原因・動機では健康
問題が最も多く、この中では、うつ病が４割程
度を占めている。 
 
 
精神疾患にはこのほか、発達障害、高次脳機

能障害や、高齢化の進行に伴って急増してい
るアルツハイマー病等の認知症等も含まれて
おり、精神疾患は住民に広く関わる疾患であ
る。 
 

(1) 統合失調症 
（患者動態） 

平成 29 年に医療機関を継続的に受療し
ている統合失調症の総患者数は 79.2 万人
であり、うち入院患者数は 15.4 万人であ
る。長期入院患者（認知症を除く。）を対
象とした「重度かつ慢性」に関する厚生労
働科学研究班による全国調査では、平成 26 
年の精神病床における１年以上の長期入
院患者数 12.1 万人の内、その６割以上が
当該研究班の策定した重症度の基準に該
当することが明らかとなっている。これに
より１年以上の長期入院精神障害者（認知
症を除く。）の多くは、地域の精神保健医
療福祉体制の基盤を整備することによっ
て、入院から地域生活への移行が可能であ
ると示唆されている。また、当該基準を満
たす症状を軽快させる治療法の普及や、当
該基準を満たす症状に至らないように精
神科リハビリテーションをはじめとする
予防的アプローチの充実などによって、入
院から地域生活へのさらなる移行が期待
される。 

（政策動向） 
厚生労働省は、難治性の重症な精神症状

を有する患者が、どこに入院していても、治
療抵抗性統合失調症治療薬や閉鎖循環式全
身麻酔の精神科電気痙攣療法（mECT）等の専

療圏）を設定し、その圏域ごとに不足している医
療機能あるいは調整・整理が必要な医療機能を明
確にして、医療機関相互の連携の検 
討を行い、最終的には都道府県全体で評価を行え
るようにする必要がある。 
 
第１ 精神疾患の現状 
１ 現状・課題 

精神疾患は、近年その患者数が急増してお
り、平成 26 年には 390 万人を超える水準と
なっている。我が国での調査結果では、国民の
４人に１人（25％）が生涯でうつ病等の気分障
害、不安障害及び物質関連障害のいずれかを
経験していることが明らかとなっている。 
 
 
 
 
自殺者数は、平成 10 年以降 14 年連続で３

万人を超える水準であったが、24 年に 15 年
ぶりに３万人を下回り、以降４年連続で３万
人を下回っている。しかし、日本の自殺死亡率
は主要国の中で高い水準にあり、依然として
厳しい状況にある。自殺の原因・動機では健康
問題が最も多く、この中では、うつ病が４割程
度を占めている。 
精神疾患にはこのほか、発達障害、高次脳機

能障害や、高齢化の進行に伴って急増してい
るアルツハイマー病等の認知症等も含まれて
おり、精神疾患は住民に広く関わる疾患であ
る。 
 

(1) 統合失調症 
（患者動態） 

平成 26 年に医療機関を継続的に受療し
ている統合失調症の総患者数は 77.3 万人
であり、うち入院患者数は 16.6 万人であ
る。このうち、精神病床における１年以上
の長期入院患者数は 12.1 万人である。長
期入院患者（認知症を除く。）を対象とし
た「重度かつ慢性」に関する厚生労働科学
研究班による全国調査では、その６割以上
が当該研究班の策定した重症度の基準に
該当することが明らかとなっている。これ
により１年以上の長期入院精神障害者（認
知症を除く。）の多くは、地域の精神保健
医療福祉体制の基盤を整備することによ
って、入院から地域生活への移行が可能で
あると示唆されている。また、当該基準を
満たす症状を軽快させる治療法の普及や、
当該基準を満たす症状に至らないように
精神科リハビリテーションをはじめとす
る予防的アプローチの充実などによって、
入院から地域生活へのさらなる移行が期
待される。 

（政策動向） 
厚生労働省は、平成 26 年度より難治性

の重症な精神症状を有する患者が、どこに
入院していても、治療抵抗性統合失調症治
療薬や mECT 等の専門的治療を受けること
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門的治療を受けることのできる地域連携体
制を構築するために、平成 26 年度から平
成 29 年度にかけて、難治性精神疾患地域
連携体制整備事業（モデル事業）を実施し
た。大阪府、兵庫県、岡山県、沖縄県等が参
加し、治療抵抗性統合失調症治療薬導入数
の増加など一定の実績をあげながら、それ
ぞれの地域の実情を踏まえた地域連携体制
を構築している。 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、統合失調症に

対応できる医療機関を明確にする必要があ
る。また、統合失調症に対応できる専門職を
養成するとともに多職種連携・多施設連携を
推進するために、地域連携拠点機能及び都道
府県連携拠点機能の強化を図る必要がある。
加えて、令和５年度末までに、治療抵抗性統
合失調症治療薬や mECT 等の専門的治療方法
を各都道府県の圏域全体に普及することを
目指して、モデル事業の取組や千葉県の先行
事例等を参考にしながら、それぞれの地域の
実情を踏まえた地域連携体制を構築する必
要がある。計画の策定にあたっては、先行し
ている諸外国の実績や、国内で先行している
医療機関の実績を踏まえて、令和５年度末ま
でに治療抵抗性統合失調症治療薬の処方率
を 25％～30％に普及することを目指して検
討する必要がある。なお、それぞれの都道府
県において 
① 令和２年度末、令和５年度末の精神病床
における入院需要（患者数）及び、地域移行
に伴う基盤整備量（利用者数）の目標を設定 
 
② 精神病床における基準病床数を設定する
際に、治療抵抗性統合失調症治療薬の普及
等による効果を勘案していることに留意す
ること。 
 

(2) うつ病・躁うつ病 
（患者動態） 

平成 29 年に医療機関を継続的に受療し
ているうつ病・躁うつ病の総患者数は 127 
万人（うち入院患者数 30 万人）であり、
平成 11 年の総患者数の 44 万人（うち入
院患者数 25 万人）から増加している。 

（政策動向） 
厚生労働省は、平成 23 年度より、「認知

行動療法研修事業」として、認知行動療法の
普及を目的に、医師等を対象とした研修を
実施している。また、平成 20 年度より「か
かりつけ医等心の健康対応力向上研修事
業」として、うつ病患者の早期発見・早期治
療を目的に、一般内科医等かかりつけ医を
対象に研修を実施している。 
 
 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、うつ病・躁う

つ病の患者に認知行動療法や mECT が実施
できる医療機関を明確にする必要がある。

のできる地域連携体制を構築するために、
難治性精神疾患地域連携体制整備事業（モ
デル事業）を実施している。平成 28 年度
は、大阪府、兵庫県、岡山県、沖縄県等が参
加し、治療抵抗性統合失調症治療薬導入数
の増加など一定の実績をあげながら、それ
ぞれの地域の実情を踏まえた地域連携体制
を構築している。 
 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、統合失調症に

対応できる医療機関を明確にする必要があ
る。また、統合失調症に対応できる専門職を
養成するとともに多職種連携・多施設連携を
推進するために、地域連携拠点機能及び都道
府県連携拠点機能の強化を図る必要がある。
加えて、平成 36 年度末までに、治療抵抗性
統合失調症治療薬や mECT 等の専門的治療方
法を各都道府県の圏域全体に普及すること
を目指して、モデル事業の取組や千葉県の先
行事例等を参考にしながら、それぞれの地域
の実情を踏まえた地域連携体制を構築する
必要がある。計画の策定にあたっては、先行
している諸外国の実績や、国内で先行してい
る医療機関の実績を踏まえて、平成 36 年度
末までに治療抵抗性統合失調症治療薬の処
方率を 25％～30％に普及することを目指し
て検討する必要がある。なお、それぞれの都
道府県において 
① 平成 32 年度末、平成 36 年度末の精神病
床における入院需要（患者数）及び、地域移
行に伴う基盤整備量（利用者数）の目標を設
定 
② 精神病床における基準病床数を設定する
際に、治療抵抗性統合失調症治療薬の普及
等による効果を勘案していることに留意す
ること。 
 

(2) うつ病・躁うつ病 
（患者動態） 

平成 26 年に医療機関を継続的に受療し
ているうつ病・躁うつ病の総患者数は 112 
万人（うち入院患者数 29 万人）であり、
平成 11 年の総患者数の 44 万人（うち入
院患者数 25 万人）から増加している。 

（政策動向） 
厚生労働省は、平成 23 年度より、「認知

行動療法研修事業」として、認知行動療法の
普及を目的に、医師等を対象とした研修を
実施している。平成 23 年～27 年度におけ
る受講参加者は、4,156 名である。また、
平成 20 年度より「かかりつけ医等心の健
康対応力向上研修事業」として、うつ病患者
の早期発見・早期治療を目的に、一般内科医
等かかりつけ医を対象に研修を実施してい
る。 
（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、うつ病・躁う

つ病に対応できる医療機関を明確にする必
要がある。また、うつ病・躁うつ病に対応で
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また、うつ病・躁うつ病に対応できる専門職
の養成や多職種連携・多施設連携の推進の
ため、地域連携拠点機能及び都道府県連携
拠点機能の強化を図る必要がある。この際、
「認知行動療法研修事業」や「かかりつけ医
等心の健康対応力向上研修事業」を活用す
ること。 

 
(3) 認知症 
（患者動態） 

我が国における認知症高齢者の数は、現
在利用可能なデータに基づき推計を行っ
たところ、平成 24 年で 462 万人と 65 歳
以上高齢者の約７人に１人と推計されて
いる。正常と認知症との中間の状態の軽度
認知障害と推計される約 400 万人と合わ
せると、65 歳以上高齢者の約４人に１人
が認知症の人又はその予備軍とも言われ
ている。また、高齢化の進展に伴い令和７
年には、約 700 万人と約５人に１人に上
昇すると見込まれている。なお、平成 29 年
に医療機関を継続的に受療している認知
症の総患者数は 70.4 万人であり、うち入
院患者数は 7.7 万人である。 
 
 

（政策動向） 
認知症施策を政府全体で強力に推進す

るため、令和元年 6 月 18 日、認知症施策
推進関係閣僚会議において、「認知症施策
推進大綱（以下「大綱」という。）」がと
りまとめられた。 
 
 
 
大綱では、認知症の人や本人の視点を重

視しながら、「共生」と「予防」を車の両
輪として施策を推進していくという基本
的な考え方のもと、５つの柱に沿って施策
を推進している。大綱においても、早期診
断・早期対応を軸に、医療・介護等の有機
的連携により、認知症の容態に応じた適時
・適切な医療・介護等が提供される循環型
の仕組みを実現していくこととしている。 
 
循環型の仕組みの実現のため、例えば、

各地域において、認知症の発症初期から、
状況に応じて医療と介護が一体となった
認知症の人への支援体制の構築を図るこ
とを目的に、平成 17 年度より、認知症の
人の診療に習熟し、かかりつけ医への助言
その他の支援を行い、専門医療機関や地域
包括支援センター等との連携の推進役と
なる医師として、認知症サポート医を養成
している。平成 30 年度末時点で認知症サ
ポート医養成研修の受講者数は 9,878 人
となっている。 
また、平成 20 年より、認知症の専門的

医療の提供体制を強化するため、認知症疾
患医療センター運営事業を開始し、令和元

きる専門職の養成や多職種連携・多施設連
携の推進のため、地域連携拠点機能及び都
道府県連携拠点機能の強化を図る必要があ
る。 
 
 
 
 

(3) 認知症 
（患者動態） 

我が国における認知症高齢者の数は、現
在利用可能なデータに基づき推計を行っ
たところ、平成 24（2012）年で 462 万人
と 65 歳以上高齢者の約７人に１人と推計
されている。正常と認知症との中間の状態
の軽度認知障害と推計される約 400 万人
と合わせると、65 歳以上高齢者の約４人
に１人が認知症の人又はその予備軍とも
言われている。また、高齢化の進展に伴い
平成 37（2025）年には、約 700 万人と約
５人に１人に上昇すると見込まれている。
なお、平成 26 年に医療機関を継続的に受
療している認知症の総患者数は 67.8 万人
であり、うち入院患者数は 7.7 万人であ
る。このうち、精神病床における１年以上
の長期入院患者数は 3.0 万人である。 

（政策動向） 
厚生労働省は、平成 37（2025）年を見据

え、認知症の人の意思が尊重され、できる
限り住み慣れた地域のよい環境で自分ら
しく暮らし続けることができる社会の実
現を目指し、平成 27 年１月 27 日に認知
症施策推進総合戦略（新オレンジプラン、
以下「総合戦略」という。）を関係省庁と
共同で策定した。 
総合戦略は７つの柱に沿って施策を推

進しており、その柱の一つとして、早期診
断・早期対応を軸に、医療・介護等の有機
的連携により、認知症の容態に応じて最も
ふさわしい場所で医療・介護等が提供され
る循環型の仕組みの実現を位置付けてい
る。 
 
 
 
循環型の仕組みの実現のため、例えば、

各地域において、認知症の発症初期から、
状況に応じて医療と介護が一体となった
認知症の人への支援体制の構築を図るこ
とを目的に、平成 17 年度より、認知症の
人の診療に習熟し、かかりつけ医への助言
その他の支援を行い、専門医療機関や地域
包括支援センター等との連携の推進役と
なる医師として、認知症サポート医を養成
している。平成 28 年度末時点で認知症サ
ポート医養成研修の受講者数は 6.6 千人
となっている。 
また、平成 20 年より、認知症の専門的

医療の提供体制を強化するため、認知症疾
患医療センター運営事業を開始し、平成 28 
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年度末時点において全国で 456 カ所の認
知症疾患医療センター（基幹型 16 ヵ所、
地域型 367 ヵ所、連携型 73 ヵ所）が設置
されている。 
そのほか、平成 27 年度より、速やかに

適切な医療・介護等が受けられる初期の対
応体制が構築されるよう、認知症が疑われ
る人や認知症の人及びその家族を、複数の
専門職が訪問し、アセスメント、家族支援
などの初期の支援を包括的、集中的に行
い、自立支援のサポートを行う認知症初期
集中支援チームを市町村に設置しており、
令和元年度末時点で 1,741 市町村に設置
されている。 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、認知症に対

応できる医療機関を明確にする必要があ
る。また、認知症に対応できる専門職の養
成や多職種連携・多施設連携の推進のた
め、地域連携拠点機能及び都道府県連携拠
点機能の強化を図る必要がある。さらに、
認知症の人が早期の診断や周辺症状への
対応を含む治療等を受け、できる限り住み
慣れた地域で生活を継続できるように、介
護保険事業（支援）計画と整合性を図ると
ともに、数値目標も含め大綱に基づき、地
域の実情に応じた医療提供体制の整備を
進める必要がある。その際には、以下につ
いて留意されたい。 
 

(4) 児童・思春期精神疾患 
（患者動態） 

平成 29 年に医療機関を継続的に受療し
ている 20 歳未満の精神疾患を有する総患
者数は 27.6 万人であり、平成 11 年の総
患者数の 11.7 万人 5 から増加傾向にあ
る。 

（政策動向） 
厚生労働省は、平成 13 年度より、児童

思春期の心の問題に関する専門家を養成
するために、医師、看護師、保健師、精神
保健福祉士、臨床心理技術者等を対象に
「思春期精神保健研修」を行っている。 
平成 24 年度に診療報酬において児童・

思春期精神科入院医療管理料が新設され、
平成 29 年時点では、23 都道府県に所在
する医療機関において算定されている。 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、｢児童・思春

期精神科入院医療管理料｣を算定された精
神病床を持つ病院等の児童・思春期精神疾
患に対応できる医療機関を明確にする必
要がある。また、児童・思春期精神疾患に
対応できる専門職の養成や多職種連携・多
施設連携の推進のため、地域連携拠点機能
及び都道府県連携拠点機能の強化を図る
必要がある。この際、「思春期精神保健研
修」を活用すること。 
 
 

年度末時点において全国で 456 カ所の認
知症疾患医療センター（基幹型 15、地域型
335、連携型 25）が設置されている。 
 
そのほか、平成 27 年度より、速やかに

適切な医療・介護等が受けられる初期の対
応体制が構築されるよう、認知症が疑われ
る人や認知症の人及びその家族を、複数の
専門職が訪問し、アセスメント、家族支援
などの初期の支援を包括的、集中的に行
い、自立支援のサポートを行う認知症初期
集中支援チームを市町村に設置しており、
平成 28 年度末時点で 703 市町村に設置
されている。 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、認知症に対

応できる医療機関を明確にする必要があ
る。また、認知症に対応できる専門職の養
成や多職種連携・多施設連携の推進のた
め、地域連携拠点機能及び都道府県連携拠
点機能の強化を図る必要がある。さらに、
認知症の人が早期の診断や周辺症状への
対応を含む治療等を受け、できる限り住み
慣れた地域で生活を継続できるように、介
護保険事業（支援）計画と整合性を図ると
ともに、数値目標も含め総合戦略に基づ
き、地域の実情に応じた医療提供体制の整
備を進める必要がある。その際には、以下
について留意されたい。 
 

(4) 児童・思春期精神疾患 
（患者動態） 

平成 26 年に医療機関を継続的に受療し
ている 20 歳未満の精神疾患を有する総患
者数は 27.0 万人であり、平成 11 年の総
患者数の 11.7 万人 5 から増加傾向にあ
る。 

（政策動向） 
厚生労働省は、平成 13 年度より、児童

思春期の心の問題に関する専門家を養成
するために、医師、看護師、保健師、精神
保健福祉士、臨床心理技術者等を対象に
「思春期精神保健研修」を行っている。 
平成 24 年度より、診療報酬において児

童・思春期精神科入院医療管理料が新設さ
れ、平成 28 年時点では、19 都道府県に所
在する医療機関において算定されている。 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、児童・思春

期精神疾患に対応できる医療機関を明確
にする必要がある。また、児童・思春期精
神疾患に対応できる専門職の養成や多職
種連携・多施設連携の推進のため、地域連
携拠点機能及び都道府県連携拠点機能の
強化を図る必要がある。この際、「思春期
精神保健研修」を活用すること。 
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(5) 発達障害 
（患者動態） 

平成 29 年に医療機関を継続的に受療し
ている発達障害者支援法（平成 16 年法律
第 167 号）に規定する発達障害（F80-
F89,F90-F98）の総患者数は 23.3 万人 1で
あり、平成 11 年の総患者数の 2.8 万人 5
から増加している。 

（政策動向） 
 ～ （医療提供体制に関する検討課題）  
（略） 
 

(6) 依存症 
① アルコール依存症 
（患者動態） 

平成 29 年に医療機関を継続的に受療し
ているアルコール依存症者の総患者数は
4.6万人であり、平成 11 年の総患者数の
3.7 万人から増加している。厚生労働科学
研究においては、医療機関の受療の有無に
かかわらず、アルコール依存症者は約 58 
万人いると推計されている。 

（政策動向） 
平成 26 年６月１日に施行されたアルコ

ール健康障害対策基本法（平成 25 年法律
第 109 号）に基づき、平成 28 年５月 31 
日に、アルコール健康障害対策推進基本計
画が閣議決定された。本計画の数値目標と
して、全ての都道府県において、令和２年
度までにアルコール依存症者に対する適
切な医療を提供することができる専門医
療機関を１カ所以上定めることが明記さ
れている。 
厚生労働省は、平成 29 年度より国立病

院機構久里浜医療センターを全国拠点機
関として指定し、地域において依存症の治
療に当たる医療従事者や相談対応に当た
る職員等を対象とした研修や、依存症に関
する情報発信等を行う「依存症対策全国拠
点機関設置運営事業」を実施している。ま
た、都道府県・政令指定都市等の自治体が、
依存症専門医療機関や依存症治療拠点機
関等の選定のための体制構築等行う「依存
症対策総合支援事業」を実施している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、アルコール

依存症に対応できる医療機関を明確にす

(5) 発達障害 
（患者動態） 

平成 29 年に医療機関を継続的に受療し
ている発達障害者支援法（平成 16 年法律
第 167 号）に規定する発達障害（F80-
F89,F90-F98）の総患者数は 19.5 万人 1で
あり、平成 11 年の総患者数の 2.8 万人 5
から増加している。 

（政策動向） 
 ～ （医療提供体制に関する検討課題）  
（略） 
 

(6) 依存症 
① アルコール依存症 
（患者動態） 

平成 26 年に医療機関を継続的に受療し
ているアルコール依存症者の総患者数は
4.9万人であり、平成 11 年の総患者数の
3.7 万人から増加している。厚生労働科学
研究においては、医療機関の受療の有無に
かかわらず、アルコール依存症者は約 58 
万人いると推計されている。 

（政策動向） 
平成 26 年６月１日に施行されたアルコ

ール健康障害対策基本法（平成 25 年法律
第 109 号）に基づき、平成 28 年５月 31 
日に、「アルコール健康障害対策推進基本
計画」が閣議決定された。本計画の数値目
標として、全ての都道府県において、アル
コール依存症者に対する適切な医療を提
供することができる専門医療機関を１カ
所以上定めることが明記されている。 
 
厚生労働省は、平成 26 年度より依存症

に対応することのできる医療機関の確保
を図るとともに、関係機関間の連携を強化
し、患者・家族への相談支援や啓発のため
の体制を充実するなどの地域連携支援体
制の構築するために、「依存症治療拠点機
関設置運営事業（モデル事業）」を実施し
ている。全国拠点機関として、久里浜医療
センター（薬物依存症は国立精神・神経医
療研究センターに委託）、依存症治療拠点
機関として神奈川県・神奈川県立精神医療
センター、岐阜県・各務原病院、大阪府・
大阪府立精神科医療センター、岡山県・岡
山県精神科医療センター、佐賀県・肥前精
神医療センターの５カ所を指定し、①依存
症者やその家族に対し適切な支援を届け
るためのモデル構築、②依存症者に対する
効果的な地域連携支援体制の「見える化」
とその横展開を進めている。また、平成 29 
年度からは、全国 67 カ所の都道府県・政
令指定都市等の自治体に専門医療機関を
指定すること等を目標にした、「依存症対
策総合支援事業」を実施する。 
 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、アルコール

依存症に対応できる医療機関を明確にす
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る必要がある。また、アルコール依存症に
対応できる専門職の養成や多職種連携・多
施設連携の推進のため、地域連携拠点機能
及び都道府県連携拠点機能の強化を図る
必要がある。この際、アルコール健康障害
対策推進基本計画を踏まえ、「依存症対策
総合支援事業」の依存症専門医療機関や依
存症治療拠点機関を活用すること。 
 
 
 
 
 

② 薬物依存症 
（患者動態） （略） 
（政策動向） 

平成 25 年６月に、刑の一部の執行猶予
制度の導入等を内容とする、刑法等の一部
を改正する法律（平成 25 年法律第 49 号）
及び薬物使用等の罪を犯した者に対する
刑の一部の執行猶予に関する法律（平成 25 
年法律第 50 号）が成立（平成 28 年６月
１日施行）した。薬物依存症者の再犯（再
使用）防止は、刑事司法機関のみでは不十
分であり、保護観察所と、地域の医療・保
健・福祉機関及び民間支援団体との有効か
つ緊密な連携体制の構築が不可欠とされ、
平成 27 年 11 月 19 日に「薬物依存のあ
る刑務所出所者等の支援に関する地域連
携ガイドライン」（平成 27 年 11 月 19 日
付け法務省保観第 119 号法務省・障発
1119 第１号保護局長・矯正局長・厚生労
働省社会・援護局障害保健福祉部長連名通
知）が策定された。 
また、平成 28 年 12 月 14 日に施行さ

れた再犯の防止等の推進に関する法律（平
成 28年法律第 104 号）に基づき、平成 29 
年 12 月 15 日に再犯防止推進計画が閣議
決定された。本計画では、薬物依存症治療
の専門医療機関の充実や、薬物依存症者の
治療・支援等に知識を有する医療関係者の
育成等が明記されている。 
厚生労働省は、平成 29 年度より「依存

症対策全国拠点機関設置運営事業」を実施
している。また、都道府県・政令指定都市
等の自治体が、依存症専門医療機関や依存
症治療拠点機関等の選定のための体制構
築等を行う「依存症対策総合支援事業」を
実施している。 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、薬物依存症

に対応できる医療機関を明確にする必要
がある。また、薬物依存症に対応できる専
門職の養成や多職種連携・多施設連携の推
進のため、地域連携拠点機能及び都道府県
連携拠点機能の強化を図る必要がある。こ
の際、再犯防止推進計画を踏まえ、「依存
症対策総合支援事業」の依存症専門医療機
関や依存症治療拠点機関を活用すること。 
 

る必要がある。また、アルコール依存症に
対応できる専門職の養成や多職種連携・多
施設連携の推進のため、地域連携拠点機能
及び都道府県連携拠点機能の強化を図る
必要がある。この際、「アルコール健康障
害対策推進基本計画」を踏まえ、アルコー
ル依存症に対応できる医療機関を都道府
県・政令指定都市ごとに１カ所以上定める
こととし、「依存症治療拠点機関設置運営
事業（モデル事業）」の取組を参考にしつ
つ、平成 29 年度より実施する「依存症対
策総合支援事業」を活用すること。 
 

② 薬物依存症 
（患者動態） （略） 
（政策動向） 

平成 25 年６月に、刑の一部の執行猶予
制度の導入等を内容とする、刑法等の一部
を改正する法律（平成 25 年法律第 49 号）
及び薬物使用等の罪を犯した者に対する
刑の一部の執行猶予に関する法律（平成 25 
年法律第 50 号）が成立（平成 28 年６月
１日施行）した。薬物依存症者の再犯（再
使用）防止は、刑事司法機関のみでは不十
分であり、保護観察所と、地域の医療・保
健・福祉機関及び民間支援団体との有効か
つ緊密な連携体制の構築が不可欠とされ、
平成 27 年 11 月 19 日に「薬物依存のあ
る刑務所出所者等の支援に関する地域連
携ガイドライン」（平成 27 年 11 月 19 日
付け法務省保観第 119 号法務省・障発
1119 第１号保護局長・矯正局長・厚生労
働省社会・援護局障害保健福祉部長連名通
知）が策定された。 
また、平成 28 年 12 月 14 日に「再犯

の防止等の推進に関する法律（平成 28 年
法律第 104 号。以下「再犯防止推進法」と
いう。）」が公布、同日施行された。再犯
防止推進法には、犯罪をした薬物依存症者
等について、適切な保健医療サービス等が
提供されるよう、関係機関の体制整備を図
ることが明記されている。 
厚生労働省は、平成 26 年度より「依存

症治療拠点機関設置運営事業（モデル事
業）」を実施している。また、平成 29 年
度からは、全国 67 カ所の都道府県・政令
指定都市に専門医療機関を指定すること
等を目標にした、「依存症対策総合支援事
業」を実施する。 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、薬物依存症

に対応できる医療機関を明確にする必要
がある。また、薬物依存症に対応できる専
門職の養成や多職種連携・多施設連携の推
進のため、地域連携拠点機能及び都道府県
連携拠点機能の強化を図る必要がある。こ
の際、「依存症治療拠点機関設置運営事業
（モデル事業）」の取組を参考にしつつ、
平成 29 年度より実施する「依存症対策総
合支援事業」を活用すること。 
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③ ギャンブル等依存症 
（患者動態） 

平成 29 年に医療機関を継続的に受療し
ているギャンブル等依存症患者の総患者
数は 0.1 万人であった。国立研究開発法
人日本医療研究開発機構の委託研究（平成
28～30年度）により、ギャンブル等依存症
者に関する実態把握を行ったところ、調査
対象者の過去 1 年以内のギャンブル等の
経験の評価結果から、「ギャンブル等が疑
われる者」の割合を、成人の 0.8％と推計
している。 

（政策動向） 
平成 30 年 10 月に施行されたギャンブ

ル等依存症対策策基本法（平成 30 年法律
第 74号）に基づき、平成 31 年 4 月に、
ギャンブル等依存症対策推進基本計画が
閣議決定された。本計画では、令和２年度
までを目途に、全都道府県・政令指定都市
において専門医療機関等の整備を目指す
こととしている。 
 
厚生労働省は、平成 29 年度より「依存

症対策全国拠点機関設置運営事業」を実施
している。また、都道府県・政令指定都市
等の自治体が、依存症専門医療機関や依存
症治療拠点機関等の選定のための体制構
築等を行う「依存症対策総合支援事業」を
実施している。 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、ギャンブル

等依存症に対応できる医療機関を明確に
する必要がある。また、ギャンブル等依存
症に対応できる専門職の養成や多職種連
携・多施設連携の推進のため、地域連携拠
点機能及び都道府県連携拠点機能の強化
を図る必要がある。この際、ギャンブル等
依存症対策推進基本計画を踏まえ、「依存
症対策総合支援事業」の依存症専門医療機
関や依存症治療拠点機関を活用すること。 
 
 

(7) 外傷後ストレス障害（PTSD） 
（患者動態） 

平成 29 年に医療機関を継続的に受療し
ている PTSD の総患者数は 0.7 万人であ
り、平成 11 年の総患者数の 0.1 万人 5か
ら増加傾向にある。 

（政策動向） 
厚生労働省は、平成８年より災害・事件

・事故等による PTSD への心のケアの重要
性を鑑みて、PTSD の専門家を養成するた
めに「PTSD 対策専門研修」を行っている。
また「ストレス・災害時こころの情報支援
センター事業」（国立精神・神経医療研究
センター）を通じて、災害及び事件、事故
等が発生した際に、精神保健福祉センター
や保健所等の自治体を対象に、被災者・被
害者の心のケアに関する助言・技術的支援
を行っている。 

③ ギャンブル等依存症 
（患者動態） 

平成 26 年に医療機関を継続的に受療し
ているギャンブル等依存症患者の総患者
数は 500人未満であった。現在、国立研究
開発法人日本医療研究開発機構の委託研
究（平成 28～30 年度）により、ギャンブ
ル等依存症者に関する実態把握が進めら
れている。 
 
 
 

（政策動向） 
平成 28 年 12 月 15 日に、特定複合観

光施設区域の整備の推進に関する法律（Ｉ
Ｒ推進法）（平成 28 年法律第 115 号。以
下、「ＩＲ推進法」という。）が成立し、
同年 12 月 26 日に公布・施行された。Ｉ
Ｒ推進法案に対する参議院内閣委員会（平
成 28 年 12 月 13 日）の附帯決議におい
て、ギャンブル等依存症対策を抜本的に強
化することが求められている。 
厚生労働省は、平成 26 年度より「依存

症治療拠点機関設置運営事業（モデル事
業）」を実施している。また、平成 29 年
度からは、全国 67 カ所の都道府県・政令
指定都市に専門医療機関を指定すること
等を目標にした、「依存症対策総合支援事
業」を実施する。 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、ギャンブル

等依存症に対応できる医療機関を明確に
する必要がある。また、ギャンブル等依存
症に対応できる専門職の養成や多職種連
携・多施設連携の推進のため、地域連携拠
点機能及び都道府県連携拠点機能の強化
を図る必要がある。この際、「依存症治療
拠点機関設置運営事業（モデル事業）」の
取組を参考にしつつ、平成 29 年度より実
施する「依存症対策総合支援事業」を活用
すること。 
 

(7) 外傷後ストレス障害（PTSD） 
（患者動態） 

平成 26 年に医療機関を継続的に受療し
ている PTSD の総患者数は 0.3 万人であ
り、平成 11 年の総患者数の 0.1 万人 5か
ら増加傾向にある。 

（政策動向） 
厚生労働省は、平成８年より災害・事件

・事故等による PTSD への心のケアの重要
性を鑑みて、PTSD の専門家を養成するた
めに「PTSD 対策専門研修」を行っている
（平成８～27 年度における受講者合計：
6,466 人）。また「災害等によるストレス
関連疾患対策情報支援センター事業」（国
立精神・神経医療研究センター委託）を通
じて、災害及び事件、事故等が発生した際
に、精神保健福祉センターや保健所等の自
治体を対象に、被災者・被害者の心のケア
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平成 28 年４月に策定された第３次犯罪

被害者等基本計画（平成 28 年４月１日閣
議決定）では、被害者への心のケアを提供
することの重要性が明記されている。 
 

（医療提供体制に関する検討課題） （略） 
 

(8) 高次脳機能障害 
（患者動態） ～ （政策動向） （略） 
（医療提供体制に関する検討課題） 

第７次医療計画においては、高次脳機能
障害に対応できる医療機関を明確にする
必要がある。また、高次脳機能障害に対応
できる専門職の養成や多職種連携・多施設
連携の推進のため、地域連携拠点機能及び
都道府県連携拠点機能の強化を図る必要
がある。この際、「高次脳機能障害及びそ
の関連障害に対する支援普及事業」の取組
を参考にしつつ、｢高次脳機能障害支援拠
点機関｣を活用すること。 
 

(9) 摂食障害 
（患者動態） 

平成 29 年に医療機関を継続的に受療し
ている摂食障害の総患者数は 1.5 万人で
あり、平成 11 年の総患者数の 1.1 万人か
ら増加している。厚生労働科学研究におい
て、医療機関の受療の有無にかかわらず、
摂食障害患者は、女子中学生の 100 人に
１～２人、男子中学生の 1,000 人に２～
５人いると推計されている。 

（政策動向） 
厚生労働省は、平成 26 年度より摂食障

害患者が早期に適切な支援を受けられる
ように、摂食障害治療支援センター設置運
営事業を実施している。この事業では令和
元年度末において、宮城県、千葉県、静岡
県、福岡県の４県が、地域の診療の拠点と
なる医療機関を「摂食障害治療支援センタ
ー」として指定し、摂食障害治療支援セン
ターと県の協働によって、摂食障害に関す
る知識・技術の普及啓発、他医療機関への
研修・技術的支援、患者・家族への技術的
支援、関係機関との地域連携支援体制構築
のための調整を行っている。また、国立精
神・神経医療研究センターを「全国基幹セ
ンター」として指定し、摂食障害治療支援
センターの指導・助言、摂食障害治療支援
センターで集積されたデータの分析・評
価、全国の医療関係者や養護教諭を対象と
した摂食障害患者の対応に関する研修を
行っている。 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、摂食障害に

対応できる医療機関を明確にする必要が
ある。 
また、摂食障害に対応できる専門職の養

成や多職種連携・多施設連携の推進のた
め、地域連携拠点機能及び都道府県連携拠

に関する助言・技術的支援を行っている。 
平成 28 年４月に策定された第３次犯罪

被害者等基本計画（平成 28 年４月１日閣
議決定）では、被害者への心のケアを提供
することの重要性が明記されている。 
 

（医療提供体制に関する検討課題） （略） 
 

(8) 高次脳機能障害 
（患者動態） ～ （政策動向） （略） 
（医療提供体制に関する検討課題） 

第７次医療計画においては、高次脳機能
障害に対応できる医療機関を明確にする
必要がある。また、高次脳機能障害に対応
できる専門職の養成や多職種連携・多施設
連携の推進のため、地域連携拠点機能及び
都道府県連携拠点機能の強化を図る必要
がある。 
 
 
 
 

(9) 摂食障害 
（患者動態） 

平成 26 年に医療機関を継続的に受療し
ている摂食障害の総患者数は 1.0 万人で
あり、平成 11 年の総患者数の 1.1 万人か
ら横ばいである。厚生労働科学研究におい
て、医療機関の受療の有無にかかわらず、
摂食障害患者は、女子中学生の 100 人に
１～２人、男子中学生の 1,000 人に２～
５人いると推計されている。 

（政策動向） 
厚生労働省は、平成 26 年度より摂食障

害患者が早期に適切な支援を受けられる
ように、摂食障害治療支援センター設置運
営事業を実施している。この事業では宮城
県、静岡県、福岡県の３県が、地域の診療
の拠点となる医療機関を「摂食障害治療支
援センター」として指定し、摂食障害治療
支援センターと県の協働によって、摂食障
害に関する知識・技術の普及啓発、他医療
機関への研修・技術的支援、患者・家族へ
の技術的支援、関係機関との地域連携支援
体制構築のための調整を行っている。ま
た、国立精神・神経医療研究センターを「全
国基幹センター」として指定し、摂食障害
治療支援センターの指導・助言、摂食障害
治療支援センターで集積されたデータの
分析・評価、全国の医療関係者や養護教諭
を対象とした摂食障害患者の対応に関す
る研修を行っている。 
 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、摂食障害に

対応できる医療機関を明確にする必要が
ある。 
また、摂食障害に対応できる専門職の養

成や多職種連携・多施設連携の推進のた
め、地域連携拠点機能及び都道府県連携拠
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点機能の強化を図る必要がある。この際、
「摂食障害治療支援センター設置運営事
業」の取組を参考にしつつ、｢摂食障害治
療支援センター｣を活用すること。 
 

(10) てんかん 
（患者動態） 

平成 29 年に医療機関を継続的に受療し
ているてんかんの総患者数は 21.8 万人で
あり、平成 11 年の総患者数の 23.5 万人
から減少している。厚生労働科学研究にお
いては、医療機関の受療の有無にかかわら
ず、てんかん患者は 1,000 人あたり 7.71 
人いると推計されている。 

（政策動向） 
厚生労働省は、平成 27 年度よりてんか

ん患者が早期に適切な支援を受けられる
ように、てんかん地域診療連携体制整備事
業を実施している。この事業では令和元年
度末において、17 道府県が、地域の診療
の拠点となる医療機関を「てんかん診療拠
点機関」として指定し、てんかん診療拠点
機関と県との協働によって、てんかんに関
する知識の普及啓発、患者や家族の相談支
援及び治療、他医療機関への助言・指導、
医療従事者等への研修、関係機関との地域
連携支援体制の構築のための協議会の開
催などの取組を行っている。また、それぞ
れのてんかん診療拠点機関に、てんかん診
療コーディネーターを配置し、患者及び家
族に対し相談援助を適切に実施するよう
努めている。さらに、平成 28 年度より、
国立精神・神経医療研究センターを「てん
かん診療全国拠点機関」として指定し、各
拠点機関の指導・助言、てんかん診療拠点
機関で集積されたデータの分析・評価など
を行っている。 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、てんかんに

対応できる医療機関を明確にする必要が
ある。 
また、てんかんに対応できる専門職の養

成や多職種連携・多施設連携の推進のた
め、地域連携拠点機能及び都道府県連携拠
点機能の強化を図る必要がある。この際、
｢てんかん地域診療連携体制整備事業」の
取組を参考にしつつ、「てんかん診療拠点
機関」を活用すること。 
 

(11) 精神科救急 
（基本情報） 

精神科救急医療体制整備事業報告に基
づく平成 30 年度の夜間・休日の受診件数
は約 4.1 万件、入院件数は約 1.9 万件と
なっている。また、消防庁の調査では、平
成 27 年中の疾病分類別収容平均所要時間
（入電から医師引継ぎまでの時間）におい
て、全体の平均が 39.4 分であったのに対
して、事故種別が「急病」で、さらに精神
疾患を主な理由として搬送された傷病者

点機能の強化を図る必要がある。この際、
「摂食障害治療支援センター設置運営事
業（モデル事業）」の取組を参考にするこ
と。 
 

(10) てんかん 
（患者動態） 

平成 26 年に医療機関を継続的に受療し
ているてんかんの総患者数は 25.2 万人で
あり、平成 11 年の総患者数の 23.5 万人
から増加している。厚生労働科学研究にお
いては、医療機関の受療の有無にかかわら
ず、てんかん患者は 1,000 人あたり 7.71 
人いると推計されている。 

（政策動向） 
厚生労働省は、平成 27 年度よりてんか

ん患者が早期に適切な支援を受けられる
ように、てんかん地域診療連携体制整備事
業を実施している。この事業では宮城県、
栃木県、神奈川県、新潟県、静岡県、鳥取
県、岡山県、広島県の８つの県が、地域の
診療の拠点となる医療機関を「てんかん診
療拠点機関」として指定し、てんかん診療
拠点機関と県との協働によって、てんかん
に関する知識の普及啓発、患者や家族の相
談支援及び治療、他医療機関への助言・指
導、医療従事者等への研修、関係機関との
地域連携支援体制の構築のための協議会
の開催などの取組を行っている。また、そ
れぞれのてんかん診療拠点機関に、てんか
ん診療コーディネーターを配置し、患者及
び家族に対し相談援助を適切に実施する
よう努めている。さらに、平成 28 年度よ
り、国立精神・神経医療研究センターを「て
んかん診療全国拠点機関」として指定し、
各拠点機関の指導・助言、てんかん診療拠
点機関で集積されたデータの分析・評価な
どを行っている。 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、てんかんに

対応できる医療機関を明確にする必要が
ある。 
また、てんかんに対応できる専門職の養

成や多職種連携・多施設連携の推進のた
め、地域連携拠点機能及び都道府県連携拠
点機能の強化を図る必要がある。この際、
｢てんかん地域診療連携体制整備試行事業
（モデル事業）」の取組を参考にすること。 
 

(11) 精神科救急 
（基本情報） 

精神科救急医療体制整備事業報告に基
づく平成 27 年度の夜間・休日の受診件数
は約 4.5 万件、入院件数は約２万件とな
っており、平成 22 年度の約 3. 6 万件、
約 1.5 万件と比較して増加傾向にある。
また、消防庁の調査では、平成 27 年中の
疾病分類別収容平均所要時間（入電から医
師引継ぎまでの時間）において、全体の平
均が 39.4 分であったのに対して、事故種
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の平均は 43.1 分と長かった。 
 
 

（政策動向） 
都道府県は、精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律第 19 条の 11 に基づき、
緊急な医療を必要とする全ての精神障害
者が、迅速かつ適正な医療を受けられるよ
う、精神科救急医療体制の確保に努める必
要がある。都道府県又は政令指定都市は、
精神科救急医療体制整備事業を活用して、
精神科救急医療体制連絡調整委員会を設
置し、精神科救急医療施設の確保及びその
円滑な運営を図ってきている。また、精神
科救急情報センターを整備し、救急医療情
報センターや救急医療機関や消防機関等
からの要請に対し、緊急な医療を必要とす
る精神障害者の搬送先医療機関の紹介に
努めてきている。厚生労働省は、平成 28年
度における精神科救急医療体制整備事業
の実施要綱改正により、精神科救急医療圏
域単位での精神科救急医療体制及び身体
合併症患者の医療提供体制の確保に向け
た検討を実施するとともに、関係機関（警
察、消防、一般救急等）との研修を通じた
相互理解の推進を求めている。 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、精神科救急

に対応できる医療機関を明確にする必要
がある。また、精神科救急に対応できる専
門職の養成や多職種連携・多施設連携の推
進のため、地域連携拠点機能及び都道府県
連携拠点機能の強化を図る必要がある。ま
た、特定の医療機関に負担が集中しないよ
うに、例えば、夜間休日における精神科救
急外来（初期救急医療）と精神科救急入院
（第二次救急医療、第三次救急医療）を区
分して受入体制を構築する等、地域の実情
を踏まえて連携体制を検討する必要があ
る。この際、「精神科救急医療体制整備事
業」の精神科救急医療施設（病院群輪番型、
常時対応型）、外来対応施設及び身体合併
症対応施設を活用すること。 
 

(12) 身体合併症 
（基本情報） （略） 
（政策動向） 

厚生労働省は、平成 28 年度における精
神科救急医療体制整備事業の実施要綱改
正により、精神科救急医療圏域単位での身
体合併症患者の医療提供体制の確保に向
けた検討を求めている。また、消防庁主催
の「平成 28 年度救急業務のあり方に関す
る検討会」では、精神疾患と身体疾患の合
併症による困難事例の円滑な救急搬送の
ためには、精神科医療関係者、救急医療関
係者、消防関係者等が、平時から会議等の
場を通じて、体制の構築と課題を解決して
いくことが重要であるとの報告がとりま
とめられている。 

別が「急病」で、さらに精神疾患を主な理
由として搬送された傷病者の平均は 43.1 
分と長かった。 

（政策動向） 
都道府県は、精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律第 19 条の 11 に基づき、
緊急な医療を必要とする全ての精神障害
者が、迅速かつ適正な医療を受けられるよ
う、精神科救急医療体制の確保に努める必
要がある。都道府県又は政令指定都市は、
精神科救急医療体制整備事業を活用して、
精神科救急医療体制連絡調整委員会を設
置し、精神科救急医療施設の確保及びその
円滑な運営を図ってきている。また、精神
科救急情報センターを整備し、救急医療情
報センターや救急医療機関や消防機関等
からの要請に対し、緊急な医療を必要とす
る精神障害者の搬送先医療機関の紹介に
努めてきている。厚生労働省は、平成 28年
度における精神科救急医療体制整備事業
の実施要綱改正により、精神科救急医療圏
域単位での精神科救急医療体制及び身体
合併症患者の医療提供体制の確保に向け
た検討を実施するとともに、関係機関（警
察、消防、一般救急等）との研修を通じた
相互理解の推進を求めている。 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、精神科救急

に対応できる医療機関を明確にする必要
がある。また、精神科救急に対応できる専
門職の養成や多職種連携・多施設連携の推
進のため、地域連携拠点機能及び都道府県
連携拠点機能の強化を図る必要がある。ま
た、特定の医療機関に負担が集中しないよ
うに、例えば、夜間休日における精神科救
急外来（初期救急医療）と精神科救急入院
（第二次救急医療、第三次救急医療）を区
分して受入体制を構築する等、地域の実情
を踏まえて連携体制を検討する必要があ
る。この際、「精神科救急医療体制整備事
業」の精神科救急医療施設（病院群輪番型、
常時対応型）、外来対応施設及び身体合併
症対応施設を活用すること。 
 

(12) 身体合併症 
（基本情報） （略） 
（政策動向） 

厚生労働省は、平成 28 年度における精
神科救急医療体制整備事業の実施要綱改
正により、精神科救急医療圏域単位での身
体合併症患者の医療提供体制の確保に向
けた検討を求めている。また、消防庁主催
の「平成 28 年度救急業務のあり方に関す
る検討会」では、精神疾患と身体疾患の合
併症による困難事例の円滑な救急搬送の
ためには、精神科医療関係者、救急医療関
係者、消防関係者等が、平時から会議等の
場を通じて、体制の構築と課題を解決して
いくことが重要であるとの報告がとりま
とめられている。 
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（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、精神障害者

の身体合併症に対応できる医療機関を明
確にする必要がある。また、精神障害者の
身体合併症に対応できる専門職の養成や
多職種連携・多施設連携の推進のため、地
域連携拠点機能及び都道府県連携拠点機
能の強化を図る必要がある。 
 
 
 

(13) 自殺対策 
（基本情報） 

警察庁の自殺統計原票を集計した結果
によれば、我が国の平成 30 年の自殺者数
は２万 840 人であり、平成 22 年以降、９
年連続の減少となっている 3。しかし、日
本の自殺死亡率は、主要国の中で高い水準
にあり、依然として厳しい状況にある。特
に、年代別の死因順位をみると、10～39 歳
の各年代の死因の第１位は自殺となって
いる。 
 
 
 

（政策動向） 
平成 18 年６月に自殺対策基本法（平成

18 年法律第 85 号）が成立し、自殺対策基
本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策
の指針として自殺総合対策大綱（平成 19 
年６月８日閣議決定）を策定し、その下で
自殺対策を総合的に推進してきた。また、
地域レベルの実践的な取組による生きる
ことの包括的な支援を行い、自殺対策を総
合的かつ効果的に更に推進するため、平成
28 年３月に自殺対策基本法の一部を改正
する法律（平成 28 年法律第 11 号。以下
「改正法」という。）が成立し、同年４月
１日に施行された。改正法においては、基
本的施策が拡充され、良質かつ適切な精神
医療が提供される体制の整備や多職種連
携の推進等が新たに規定された。更に、改
正法の趣旨や自殺を巡る実態を踏まえ、
「第３次自殺総合対策大綱」（平成 29 年
７月 25 日閣議決定）が策定され、適切な
精神保健医療福祉サービスのうけられる
体制の充実や地域における自殺未遂者等
支援の整備等が新たに規定された。 
厚生労働省は、平成 20 年度より、「自

殺未遂者ケア研修」として、知識及び技術
の普及を目的に、医師等を対象とした研修
を実施している。平成 20 年～令和元年度
における受講参加者は、1,497 人である。 
 
 
 
 
 
 
 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、精神障害者

の身体合併症に対応できる医療機関を明
確にする必要がある。また、精神障害者の
身体合併症に対応できる専門職の養成や
多職種連携・多施設連携の推進のため、地
域連携拠点機能及び都道府県連携拠点機
能の強化を図る必要がある。この際、「精
神科救急医療体制整備事業」を活用するこ
と。 
 

(13) 自殺対策 
（基本情報） 

警察庁の自殺統計原票を集計した結果
によれば、我が国の自殺者数は、平成 10 年
以降、14 年連続して３万人を超える状態
が続いていたが、24 年に 15 年ぶりに３
万人を下回り、27 年は２万 4,025 人と４
年連続で３万人を下回っている。しかし、
日本の自殺死亡率は、主要国の中で高い水
準にあり、依然として厳しい状況にある。
特に、年代別の死因順位をみると、15～34 
歳の各年代の死因の第１位は自殺となっ
ている。 
 

（政策動向） 
平成 18 年６月に自殺対策基本法（平成

18 年法律第 85 号）が成立し、自殺対策基
本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策
の指針として自殺総合対策大綱（平成 19 
年６月８日閣議決定）を策定し、その下で
自殺対策を総合的に推進してきた。また、
地域レベルの実践的な取組による生きる
ことの包括的な支援を行い、自殺対策を総
合的かつ効果的に更に推進するため、平成
28 年３月に「自殺対策基本法の一部を改
正する法律」（平成 28 年法律第 11 号。
以下「改正法」という。）が成立し、同年
４月１日に施行された。改正法において
は、基本的施策が拡充され、良質かつ適切
な精神医療が提供される体制の整備や多
職種連携の推進等が新たに規定された。 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
厚生労働省は、平成 20 年度より、「自

殺未遂者ケア研修」として、知識及び技術
の普及を目的に、医師等を対象とした研修
を実施している。平成 20 年～平成 27 年
度における受講参加者は、1,082 人であ
る。また、平成 27 年度より、「自殺未遂
者再企図防止事業」として、自殺未遂者の
再企図防止を図ることを目的に、ケースマ
ネージメントの講習を受けた者が、自殺未
遂者に対し定期的なフォローアップを行
う事業を実施している。平成 27 年度のケ
ースマネージメントの講習受講者は、611 
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（医療提供体制に関する検討課題） （略） 
 
(14) 災害精神医療 
（基本情報） 

令和元年 11 月時点で、全国 40 府県 45 
自治体において災害派遣精神医療チーム
（DPAT）先遣隊が整備されている。 

（政策動向） 
平成 27 年７月の防災基本計画の一部修

正において、厚生労働省及び都道府県は、
災害派遣精神医療チーム（DPAT）の整備に
努めるものとされている。厚生労働省で
は、DPAT事務局事業を通じて、DPAT の平
時の訓練と、自治体への技術的支援、災害
発生時の迅速かつ適切な連絡調整等の体
制整備を行っている。 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、災害精神医

療に対応できる医療機関を明確にする必
要がある。また、災害精神医療に対応でき
る専門職の養成や多職種連携・多施設連携
の推進のため、地域連携拠点機能及び都道
府県連携拠点機能の強化を図る必要があ
る。その際、｢DPAT 事務局事業｣を参考に
しつつ、｢DPAT 先遣隊登録医療機関｣を活
用すること。 
 

(15) 医療観察法における対象者への医療 
（基本情報） 

平成 17 年７月の心神喪失等の状態で重
大な他害行為を行った者の医療及び観察
等に関する法律（平成 15 年法律第 110 
号。以下「医療観察法」という。）施行か
ら平成 30 年 12 月までの地方裁判所の当
初審判における入院処遇決定は 3,246 件、
通院処遇決定は 622 件となっている。令
和２年１月１日時点における入院者数は
756 名であり、その疾病別内訳は、統合失
調症等（F2）が約 81.9％、次いで精神作用
物質使用による精神および行動の障害
（F1）及び気分障害（F3）が約６％である。 

（政策動向） 
指定入院医療機関は、予備病床を含めて

全国で 800 床程度、指定通院医療機関は
各都道府県に最低２カ所、人口 100 万人
当たり２～３カ所程度、指定通院医療機関
として全国で 382 カ所を目標として整備
を進めている。令和２年１月１日時点にお
ける指定入院医療機関は全国で 33 カ所、
予備病床を含めて 833 床と目標を達成し
ているが、指定入院医療機関が近隣にない
地域が存在している。また、令和２年１月
１日時点における指定通院医療機関は全
国で 654 カ所（574 病院、80 診療所）あ
るが、一部の地域で必要数を満たしておら
ず、必要数を満たした地域においても対象
者の住み慣れた地域からアクセスが容易
な指定通院医療機関を確保する必要があ

人である。 
 

（医療提供体制に関する検討課題） （略） 
 
(14) 災害精神医療 
（基本情報） 

平成 29年３ 月時点で、全国 29 府県に
おいて災害派遣精神医療チーム（DPAT）先
遣隊が整備されている。 

（政策動向） 
平成 27 年７月の防災基本計画の一部修

正において、厚生労働省及び都道府県は、
災害派遣精神医療チーム（DPAT）の整備に
努めるものとされている。厚生労働省で
は、DPAT事務局事業を通じて、DPAT の平
時の訓練と、自治体への技術的支援、災害
発生時の迅速かつ適切な連絡調整等の体
制整備を行っている。 

（医療提供体制に関する検討課題） 
第７次医療計画においては、災害精神医

療に対応できる医療機関を明確にする必
要がある。また、災害精神医療に対応でき
る専門職の養成や多職種連携・多施設連携
の推進のため、地域連携拠点機能及び都道
府県連携拠点機能の強化を図る必要があ
る。                 
                   
                   
 

(15) 医療観察法における対象者への医療 
（基本情報） 

平成 17 年７月の心神喪失等の状態で重
大な他害行為を行った者の医療及び観察
等に関する法律（平成 15 年法律第 110 
号。以下「医療観察法」という。）施行か
ら平成 27 年 12 月までの地方裁判所の当
初審判における入院処遇決定は 2,501 件、
通院処遇決定は 528 件となっている。平
成 29 年１月１日時点における入院者数は
729 名であり、その疾病別内訳は、統合失
調症等（F2）が約 82.9％、次いで気分障害
（F3）が約 7.4％である。 
 

（政策動向） 
指定入院医療機関は、予備病床を含めて

全国で 800 床程度、指定通院医療機関は
各都道府県に最低２カ所、人口 100 万人
当たり２～３カ所程度、指定通院医療機関
として全国で 382 カ所を目標として整備
を進めている。平成 29 年１月１日時点に
おける指定入院医療機関は全国で 32 カ
所、予備病床を含めて 825 床と目標を達
成しているが、指定入院医療機関が近隣に
ない地域が存在している。また、平成 28 年
12 月末日時点における指定通院医療機関
は全国で 574 カ所（511 病院、63 診療所）
あるが、都市部を中心に必要数を満たして
おらず、必要数を満たした地域においても
対象者の住み慣れた地域からアクセスが
容易な指定通院医療機関を確保する必要



- 32 - 

 

る。 
平成 24 年度より、指定入院医療機関の

医療の質の向上及び均てん化を図り、医療
観察法対象者の早期の社会復帰を実現す
るため、指定入院医療機関に従事する多職
種チームが相互に指定入院医療機関を訪
問し、医療体制等の評価や、課題への助言
等の技術交流を行う「心神喪失者等医療観
察法指定入院医療機関医療評価・向上事
業」を実施している。 

（医療提供体制に関する検討課題） （略） 
 

２ 精神疾患の医療体制 
平成 30 年における精神病床を有する病院

数は 1,637 病院であり、このうち精神病床の
みを有する精神科病院数は 1,058 病院であ
る。平成 30 年における精神病床数は 32 万
9,692床であり、平成 11 年の 35 万 8,449 床
から減少している。 
平成 26 年における精神科・神経科・心療内

科を主たる診療科とする精神科等診療所数は
3,890 診療所 20であり、平成 11 年の 2,001 
診療所 19から増加している。平成 26 年にお
ける医師・看護職員・精神保健福祉士をそれぞ
れ１人以上有している精神科等診療所数は、
383診療所と全体の１割弱である。 
平成 26 年における精神科及び心療内科を

主たる診療科とする精神科等医師数は１万
6,090 人であり、平成 16 年の１万 3,353 人
から増加している。平成 16 年と平成 26 年と
を比較すると、病院に勤務する精神科等医師
数の増加割合は約 1.1 倍であるのに対し、診
療所で勤務する精神科等医師数の増加割合は
約 1.6 倍と、診療所に勤務する精神科等医師
数の方が増加している。 
平成 30 年における精神科訪問看護を行う

精神科病院数は 921 病院であり、平成 19 年
の 946 病院から減少している。平成 31 年に
おける訪問看護ステーションは 10,783 事業
所であり、平成 19 年の 5,275 事業所から約
2.0 倍に増加している。平成 27 年における
精神科訪問看護を実施している訪問看護ステ
ーションの割合は 59.8％であり、平成 18 年
の 35.5％から増加している。 
 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 
１ 目指すべき方向 

前記「第１ 精神疾患の現状」を踏まえ、精
神障害にも対応した地域包括ケアシステム及
び、多様な精神疾患等に対応できる医療連携
体制の構築を進める。 
(1) 精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムの構築 
① 地域住民の精神障害者に対する理解促
進および適切な初期支援※の実践に向け
た効果的な普及・啓発の推進 
※ 初期支援とは、心の健康問題を抱える
人に対して、専門家の支援の前に身近な
人によって提供される応急処置のことを
いう。 

がある。 
平成 24 年度より、指定入院医療機関の

医療の質の向上及び均てん化を図り、医療
観察法対象者の早期の社会復帰を実現す
るため、指定入院医療機関に従事する多職
種チームが相互に指定入院医療機関を訪
問し、医療体制等の評価や、課題への助言
等の技術交流を行う「心神喪失者等医療観
察法指定入院医療機関医療評価・向上事
業」を実施している。 

（医療提供体制に関する検討課題） （略） 
 

２ 精神疾患の医療体制 
平成 26 年における精神病床を有する病院

数は 1,643 病院であり、このうち精神病床の
みを有する精神科病院数は 1,067 病院であ
る。平成 26 年における精神病床数は 33 万
8,174床であり、平成 11 年の 35 万 8,449 床
から減少している。 
平成 26 年における精神科・神経科・心療内

科を主たる診療科とする精神科等診療所数は
3,890 診療所 20であり、平成 11 年の 2,001 
診療所 19から増加している。平成 26 年にお
ける医師・看護職員・精神保健福祉士をそれぞ
れ１人以上有している精神科等診療所数は、
383診療所と全体の１割弱である。 
平成 26 年における精神科及び心療内科を

主たる診療科とする精神科等医師数は１万
6,090 人であり、平成 16 年の１万 3,353 人
から増加している。平成 16 年と平成 26 年と
を比較すると、病院に勤務する精神科等医師
数の増加割合は約 1.1 倍であるのに対し、診
療所で勤務する精神科等医師数の増加割合は
約 1.6 倍と、診療所に勤務する精神科等医師
数の方が増加している。 
平成 26 年における精神科訪問看護を行う

精神科病院数は 1,049 病院であり、平成 19 
年の 946 病院から増加している。平成 28 年
における訪問看護ステーションは 8,613 事業
所であり、平成 16 年の 4,806 事業所から約
1.8 倍に増加している。平成 27 年における
精神科訪問看護を実施している訪問看護ステ
ーションの割合は 59.8％であり、平成 18 年
の 35.5％から増加している。 
 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 
１ 目指すべき方向 

前記「第１ 精神疾患の現状」を踏まえ、精
神障害にも対応した地域包括ケアシステム及
び、多様な精神疾患等に対応できる医療連携
体制の構築を進める。 
(1) 精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムの構築 
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② 精神科医療機関、その他の医療機関、
地域援助事業者、市町村などとの重層的
な連携による支援体制の構築 
③ 本人の意思の尊重と、ICF の基本的考
え方※を踏まえながら、多職種協働によ
る支援体制の構築 
※ ICF（国際生活機能分類 WHO2001 年：
International Classification of 
Functioning, Disability and Health）
では、人が生きていくための機能全体を
「生活機能」としてとらえる。「生活機
能」は、①体の働きや精神の働きである
「心身機能」、②ADL・家事・職業能力や
屋外歩行といった生活行為全般である
「活動」、③家庭や社会生活で役割を果た
すことである「参加」の３つの要素から構
成される。それぞれの要素を評価し、それ
ぞれの要素にバランスよく働きかけるこ
とが重要である。 

(2) 多様な精神疾患等に対応できる医療連
携体制の構築（略） 

２ （略） 
 

第３ 構築の具体的な手順 
１ 現状の把握 

都道府県は、精神疾患の医療体制を構築す
るに当たって、(1)及び(2)に示す項目を参考
に、患者動向、医療資源及び医療連携等につい
て、現状を把握する。 
さらに、(3)に示す、医療機能ごと及びスト

ラクチャー・プロセス・アウトカムごとに分類
された指標例により、数値で客観的に現状を
把握する。その際、精神疾患の医療体制を構築
するに当たっての現状の把握にあたって、地
域の精神保健医療福祉資源の活用実態状況を
網羅的に把握できる地域精神保健医療福祉資
源分析データベース（ReMHRAD※）を参考にす
ること。 
※ 地域精神保健福祉資源分析データベース
（ReMHRAD）の活用（事業報告） 

ReMHRAD （ Regional Mental Health 
Resources Analyzing Database）は、医療
計画における別表５の都道府県別の指標の
状況、精神科病院に入院している方の状況
（現在の所在病院・元住所地の市区町村）、
訪問看護ステーション及び障害者総合支援
法の各福祉サービスの事業所（精神障害の
ある方向けの支援有り）の多寡、各社会資源
の位置情報等について表示するデータベー
スであり、各自治体の行政担当者等が政策
を作成する際に活用すること。 

なお、(1)～(3)の各項目について、参考とし
て調査名を示しているが、その他必要に応じて
調査を追加されたい。 

(1) ～ (3) （略） 
 
２ ～ ８ （略） 
 
 

① 精神科医療機関、その他の医療機関、
地域援助事業者、市町村などとの重層的
な連携による支援体制の構築 
② 本人の意思の尊重と、ICF の基本的考
え方※を踏まえながら、多職種協働によ
る支援体制の構築 
※ ICF（国際生活機能分類 WHO2001 年：
International Classification of 
Functioning, Disability and Health）
では、人が生きていくための機能全体を
「生活機能」としてとらえる。「生活機
能」は、①体の働きや精神の働きである
「心身機能」、②ADL・家事・職業能力や
屋外歩行といった生活行為全般である
「活動」、③家庭や社会生活で役割を果た
すことである「参加」の３つの要素から構
成される。それぞれの要素を評価し、それ
ぞれの要素にバランスよく働きかけるこ
とが重要である。 

(2) 多様な精神疾患等に対応できる医療連
携体制の構築（略） 

２ （略） 
 

第３ 構築の具体的な手順 
１ 現状の把握 

都道府県は、精神疾患の医療体制を構築す
るに当たって、(1)及び(2)に示す項目を参考
に、患者動向、医療資源及び医療連携等につい
て、現状を把握する。 
さらに、(3)に示す、医療機能ごと及びスト

ラクチャー・プロセス・アウトカムごとに分類
された指標例により、数値で客観的に現状を
把握する。 
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
なお、(1)～(3)の各項目について、参考とし

て調査名を示しているが、その他必要に応じて
調査を追加されたい。 

(1) ～ (3) （略） 
 
２ ～ ８ （略） 
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改 正 後 現 行 

救急医療の体制構築に係る指針 
 
（略） 
第１ 救急医療の現状 
１ （略） 
２ 救急医療の提供体制 
(1) ～ （4） （略） 
(5) 精神科救急医療体制と一般救急医療機

関等との連携 
都道府県は、精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 
号）第 19 条の 11 に基づき、緊急な医療
を必要とする全ての精神障害者が、迅速
かつ適正な医療を受けられるよう、精神
科救急医療体制の確保に努める必要があ
る。都道府県又は政令指定都市は、精神
科救急医療体制整備事業を活用して、精
神科救急医療体制連絡調整委員会を設置
し、精神科救急医療施設の確保や円滑な
運営を図ってきている。また、精神科救
急情報センターを整備し、救急医療情報
センターや救急医療機関や消防機関等か
らの要請に対し、緊急な医療を必要とす
る精神障害者の搬送先医療機関の紹介に
努めてきている。 
平成 28 年度における精神科救急医療

体制整備事業の実施要綱改正により、精
神科救急医療圏域単位での精神科救急医
療体制及び身体合併症患者の医療体制の
確保に向けた検討を実施するとともに、
関係機関（警察、消防、一般救急等）との
研修を通じた相互理解の推進を求めてい
る。 
さらに、自殺対策基本法（平成 18 年法

律第 85 号）に定める第３次「自殺総合対
策大綱」（平成 29 年７月 25 日閣議決
定）に基づき、自殺未遂者の再度の自殺
を防ぐために、救急医療施設における精
神科医等の専門職からなるチームによる
診療体制、精神保健指定医による診療協
力体制等の充実を図る必要がある。 
 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 
１ （略） 
２ 各医療機能と連携 
(1) （略） 
(2) 救命救急医療機関（第三次救急医療）の
機能【救命医療】 
① （略） 
② 医療機関に求められる事項 

緊急性・専門性の高い脳卒中、急性心
筋梗塞等や、重症外傷等の複数の診療科
領域にわたる疾病等、幅広い疾患に対応
して、高度な専門的医療を総合的に実施
する。 
その他の医療機関では対応できない重

篤患者への医療を担当し、地域の救急患

救急医療の体制構築に係る指針 
 
(略) 
第１ 救急医療の現状 
１ （略） 
２ 救急医療の提供体制 
(1) ～ （4） （略） 
(5) 精神科救急医療体制と一般救急医療機

関等との連携 
都道府県は、精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 
号）第 19 条の 11 に基づき、緊急な医療
を必要とする全ての精神障害者が、迅速
かつ適正な医療を受けられるよう、精神
科救急医療体制の確保に努める必要があ
る。都道府県又は政令指定都市は、精神
科救急医療体制整備事業を活用して、精
神科救急医療体制連絡調整委員会を設置
し、精神科救急医療施設の確保や円滑な
運営を図ってきている。また、精神科救
急情報センターを整備し、救急医療情報
センターや救急医療機関や消防機関等か
らの要請に対し、緊急な医療を必要とす
る精神障害者の搬送先医療機関の紹介に
努めてきている。 
平成 28 年度における精神科救急医療

体制整備事業の実施要綱改正により、精
神科救急医療圏域単位での精神科救急医
療体制及び身体合併症患者の医療体制の
確保に向けた検討を実施するとともに、
関係機関（警察、消防、一般救急等）との
研修を通じた相互理解の推進を求めてい
る。 
さらに、自殺対策基本法（平成 18 年法

律第 85 号）に定める「自殺総合対策大
綱」（平成 19 年６月８日閣議決定）に基
づき、自殺未遂者の再度の自殺を防ぐた
めに、救急医療施設における精神科医等
の専門職からなるチームによる診療体
制、精神保健指定医による診療協力体制
等の充実を図る必要がある。 
 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 
１ （略） 
２ 各医療機能と連携 
(1) （略） 
(2) 救命救急医療機関（第三次救急医療）の
機能【救命医療】 
① （略） 
② 医療機関に求められる事項 

緊急性・専門性の高い脳卒中、急性心
筋梗塞等や、重症外傷等の複数の診療科
領域にわたる疾病等、幅広い疾患に対応
して、高度な専門的医療を総合的に実施
する。 
その他の医療機関では対応できない重

篤患者への医療を担当し、地域の救急患
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者を最終的に受け入れる役割を果たす。 
また、救急救命士等へのメディカルコ

ントロールや、救急医療従事者への教育
を行う拠点となる。 
なお、医療計画において救命救急医療

機関として位置付けられたものを救命救
急センターとする。 
・ 脳卒中、急性心筋梗塞、重症外傷等の
患者や、複数の診療科にわたる重篤な救
急患者を、広域災害時を含めて 24 時間
365 日必ず受け入れることが可能であ
ること 
・ 集中治療室（ICU）、心臓病専用病室
（CCU）、脳卒中専用病室（SCU）等を備
え、常時、重篤な患者に対し高度な治療
が可能なこと 
・ 救急医療について相当の知識及び経
験を有する医師が常時診療に従事して
いること（救急科専門医等） 
・ 必要に応じ、ドクターヘリ、ドクター
カーを用いた救命救急医療を提供する
こと 
・ 救命救急に係る病床の確保のため、一
般病棟の病床を含め、医療機関全体とし
てベッド調整を行う等の院内の連携が
とられていること 
・ 急性期のリハビリテーションを実施
すること 
・ 急性期を経た後も、重度の脳機能障害
（遷延性意識障害等）の後遺症がある患
者、精神疾患を合併する患者、人工呼吸
器による管理を必要とする患者等の、特
別な管理が必要なため退院が困難な患
者を転棟、転院できる体制にあること 
・ 実施基準の円滑な運用・改善及び都道
府県又は地域メディカルコントロール
体制の充実に当たり積極的な役割を果
たすこと 
 
・ DMAT 派遣機能を持つ等により、災害
に備えて積極的な役割を果たすこと 
・ 災害時に備え、災害拠点病院と同様に
自家発電機（備蓄する燃料含む。）、受
水槽（備蓄する飲料水含む。）の保有が
望ましいこと 
・ 救急医療情報センターを通じて、診療
機能を住民・救急搬送機関等に周知して
いること 
・ 医師、看護師等の医療従事者に対し、
必要な研修を行う体制を有し、研修等を
通じ、地域の救命救急医療の充実強化に
協力していること 
・ 都道府県又は地域メディカルコント
ロール協議会に医師を参加させるとと
もに、救急救命士の気管挿管・薬剤投与
等の病院実習や、就業前研修、再教育な
どに協力していること 
・ 救急病院等を定める省令（昭和 39 年
厚生省令第８号）によって定められる救
急病院であること 

者を最終的に受け入れる役割を果たす。 
また、救急救命士等へのメディカルコ

ントロールや、救急医療従事者への教育
を行う拠点となる。 
なお、医療計画において救命救急医療

機関として位置付けられたものを救命救
急センターとする。 
・ 脳卒中、急性心筋梗塞、重症外傷等
の患者や、複数の診療科にわたる重篤
な救急患者を、広域災害時を含めて 24 
時間 365 日必ず受け入れることが可能
であること 
・ 集中治療室（ICU）、心臓病専用病室
（CCU）、脳卒中専用病室（SCU）等を備
え、常時、重篤な患者に対し高度な治
療が可能なこと 
・ 救急医療について相当の知識及び経
験を有する医師が常時診療に従事して
いること（救急科専門医等） 
・ 必要に応じ、ドクターヘリ、ドクタ
ーカーを用いた救命救急医療を提供す
ること 
・ 救命救急に係る病床の確保のため、
一般病棟の病床を含め、医療機関全体
としてベッド調整を行う等の院内の連
携がとられていること 
・ 急性期のリハビリテーションを実施
すること 
・ 急性期を経た後も、重度の脳機能障
害（遷延性意識障害等）の後遺症があ
る患者、精神疾患を合併する患者、人
工呼吸器による管理を必要とする患者
等の、特別な管理が必要なため退院が
困難な患者を転棟、転院できる体制に
あること 
・ 実施基準の円滑な運用・改善及び都
道府県又は地域メディカルコントロー
ル体制の充実に当たり積極的な役割を
果たすこと 
・ DMAT派遣機能を持つ等により、災害
に備えて積極的な役割を果たすこと 
                   
                   
                   
                   
・ 救急医療情報センターを通じて、診
療機能を住民・救急搬送機関等に周知
していること 
・ 医師、看護師等の医療従事者に対し、
必要な研修を行う体制を有し、研修等
を通じ、地域の救命救急医療の充実強
化に協力していること 
・ 都道府県又は地域メディカルコント
ロール協議会に医師を参加させるとと
もに、救急救命士の気管挿管・薬剤投
与等の病院実習や、就業前研修、再教
育などに協力していること 
・ 救急病院等を定める省令（昭和 39 年
厚生省令第８号）によって定められる
救急病院であること 
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※ DMAT（災害派遣医療チーム）について
は、災害時における医療体制の構築に係
る指針を参照。 
 

(3) ～ (5) （略） 
 
第３ （略） 
 

※ DMAT（災害派遣医療チーム）につい
ては、災害時における医療体制の構築
に係る指針を参照。 
 

(3) ～ (5) （略） 
 

第３ （略） 
 

 

 

改 正 後 現 行 

災害時における医療体制の構築に係る指針 
 
（略） 
第１ 災害医療の現状 
１ （略） 
２ 災害医療の提供 
(1) ～ （5） （略） 
(6) 保健医療調整本部 

平成 28 年熊本地震における対応に関し
て、内閣官房副長官（事務）を座長とする平
成 28 年熊本地震に係る初動対応検証チー
ムにより取りまとめられた「初動対応検証
レポート」（平成 28 年７月 20 日）におい
て、医療チーム、保健師チーム等の間におけ
る情報共有に関する課題が指摘され、今後、
「被災地に派遣される医療チームや保健師
チーム等を全体としてマネジメントする機
能を構築する」べきこととされた。 
こうした点を踏まえ、各都道府県におけ

る大規模災害時の保健医療活動に係る体制
の整備に当たり、保健医療活動チームの派
遣調整、保健医療活動に関する情報の連携、
整理及び分析等の保健医療活動の総合調整
を行う保健医療調整本部を設置することと
した。 

(7) 都道府県災害医療コーディネーター 
災害医療コーディネーターとは、災害時

に、都道府県並びに保健所及び市町村が保
健医療活動の総合調整等を適切かつ円滑に
行えるよう、保健医療調整本部並びに保健
所及び市町村における保健医療活動の調整
等を担う本部において、被災地の保健医療
ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣
調整等に係る助言及び支援を行うことを目
的として、都道府県に任命された者である。 
 
 
なお、厚生労働省では、平成 26 年度より

災害医療コーディネーター研修事業を実施
し、災害医療コーディネーターの養成及び
その能力向上に努めている。 
平成 28 年熊本地震においても、計 14 名

の災害医療コーディネーターが、災害対策
本部において医療チームの調整を行った。 
 
 
 

災害時における医療体制の構築に係る指針 
 
（略） 
第１ 災害医療の現状 
１ （略） 
２ 災害医療の提供 
(1) ～ （5） （略） 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
(6) 都道府県災害医療コーディネーター 

災害医療通知で、様々な医療チームの派
遣調整等を行うために、派遣調整本部にお
いてコーディネート機能を十分に発揮でき
る体制整備を各都道府県に求めている。す
なわち、都道府県においては、災害対策本部
のもとに派遣調整本部を設置し、医療チー
ムの派遣調整等を行うとともに情報の共有
を行う。さらに、保健所管轄区域や市町村単
位等では、保健所等を中心に地域災害医療
対策会議を開催し、派遣調整本部から派遣
された医療チーム等の派遣調整等を行う。 
なお、厚生労働省では、平成 26 年度より

都道府県災害医療コーディネーター研修事
業を実施し、都道府県災害医療コーディネ
ーターの養成及びその能力向上に努めてい
る。平成 28 年熊本地震においても、計 14 
名の都道府県災害医療コーディネーター
が、災害対策本部において医療チームの調
整を行った。 
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(8) 災害時小児周産期リエゾン 
災害時小児周産期リエゾンとは、災害時

に、都道府県が小児・周産期医療に係る保健
医療活動の総合調整を適切かつ円滑に行え
るよう、保健医療調整本部において、被災地
の保健医療ニーズの把握、保健医療活動チ
ームの派遣調整等に係る助言及び支援を行
う都道府県災害医療コーディネーターをサ
ポートすることを目的として、都道府県に
より任命された者である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２ ～ 第３ （略） 
 
 

(7) 災害時小児周産期リエゾン 
東日本大震災後の研究や検討で、被災地

や周辺地域における情報伝達網の遮断や、
小児・周産期医療に精通した災害医療従事
者の不足等を原因として、現状の災害医療
体制では小児・周産期医療に関して準備不
足であることが指摘された。 
また、小児・周産期医療については平時か

ら独自のネットワークが形成されているこ
とが多く、災害時にも既存のネットワーク
を活用する必要性が指摘された。そのため、
災害医療コーディネーターのサポートとし
て、小児・周産期医療に特化した調整役であ
る「災害時小児周産期リエゾン」を養成する
こととした。これを受け、厚生労働省は平成
28 年度より「災害時小児周産期リエゾン研
修事業」を開始した。災害時小児周産期リエ
ゾンに認定された者は、各都道府県におい
て平時からの訓練や災害時の活動を通じ
て、地域のネットワークを災害時に有効に
活用する仕組みを構築することが期待され
ている。 
 

第２ ～ 第３ （略） 
 
 

 

 

改 正 後 現 行 

へき地の医療体制構築に係る指針 
 
(略) 
第１ へき地の医療の現状 
１ へき地医療の現状 
(1) （略） 
(2) へき地医療に従事する医師の現状 

医師免許取得後にへき地で勤務すること
を条件とした地域枠※を設定しているのは
18都道府県、へき地医療に従事することを
条件とした奨学金制度があるのは 26 都道
府県となっている。また、自治医科大学卒業
医師で 9 年間の義務年限終了後もへき地で
勤務を続けている医師は 24.7％となってい
る。 
地域枠等により都道府県がへき地医療に

従事する医師を確保するとともに、へき地
医療に動機付けするような取組や環境作り
も必要である。 
※ 大学が特定の診療科や地域で診療を行
うことを条件とした選抜枠を設け、都道府
県が学生に対して奨学金を貸与（地域医療
へ一定の年限従事することにより返還免
除）する仕組み。 
 

(3) へき地診療所の現状（施設数：1,131 施設） 
 

へき地診療所は、無医地区等において整備
しようとする場所を中心としておおむね半

へき地の医療体制構築に係る指針 
 
(略) 
第１ へき地の医療の現状 
１ へき地医療の現状 
(1) （略） 
(2) へき地医療に従事する医師の現状 

医師免許取得後にへき地で勤務すること
を条件とした地域枠※を設定しているのは
19都道府県、へき地医療に従事することを
条件とした奨学金制度があるのは 24 都道
府県となっている。また、自治医科大学卒業
医師で 9 年間の義務年限終了後もへき地で
勤務を続けている医師は 24.7％となってい
る。 
地域枠等により都道府県がへき地医療に

従事する医師を確保するとともに、へき地
医療に動機付けするような取組や環境作り
も必要である。 
※ 大学が特定の診療科や地域で診療を行
うことを条件とした選抜枠を設け、都道府
県が学生に対して奨学金を貸与（地域医療
へ一定の年限従事することにより返還免
除）する仕組み。 
 

(3) へき地診療所の現状（施設数：1,105 施
設） 

へき地診療所は、無医地区等において整
備しようとする場所を中心としておおむね
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径４㎞の区域内に他に医療機関がなく、その
区域内の人口が原則として人口 1,000 人以
上であり、かつ、当該診療所から最寄りの医
療機関まで通常の交通機関を利用して 30 分
以上要する等の診療所をいう。 
へき地保健医療対策を実施している都道

府県において、１都道府県あたりのへき地診
療所数の平均は 26 か所であり、勤務する医
師数の平均は、１診療所あたり 0.78 人とな
っている。また、へき地診療所において研修
医の受入れや医学生のへき地医療実習等を
行っている施設は 344 施設（30.4％）となっ
ている。 
また、へき地診療所のうち歯科を設置して

いるのは 34 都道府県（135 施設、11.9％）
であった。なお、過疎地域等特定診療所※の
うち歯科を設置しているのは 13 道県（59施
設：93.7％）となっている。 
※ 過疎地域等に開設する眼科、耳鼻いんこ
う科又は歯科の診療所。 

(4) へき地医療拠点病院の現状（施設数：323 
施設） 

へき地医療拠点病院は、無医地区等にお
いて、へき地医療支援機構の指導・調整の下
に、巡回診療、へき地診療所等の医師派遣や
代診医派遣等を実施した実績を有する又は
当該年度に実施できると認められ、都道府
県が指定する病院をいう。ただし、へき地医
療拠点病院の指定を受けてから一定の期間
が経過した後においても、主たる３事業で
ある巡回診療、医師派遣、代診医派遣につい
て、一部の病院において実施されていない
という課題がある。 
※ へき地医療拠点病院における支援事業
の実施状況について、巡回診療を行って
いない施設は 230 施設（71.2％）、医師
派遣を行っていない施設は 203 施設
（62.8％）、代診医派遣を行っていない施
設は 215 施設（66.6％）。また、いずれ
も行っていない施設は 65 施設（20.1％）。 

(5) へき地を支援するシステム等の現状 
へき地医療支援機構は、へき地保健医療

政策の中心的機関として、へき地診療所等
への代診医派遣調整等広域的なへき地医療
支援事業の企画・調整等を行い、へき地医療
政策の各種事業を円滑かつ効率的に実施す
ることを目的として、都道府県等に設置さ
れる。 
へき地を有する 43 都道府県のうち、へ

き地医療支援機構を設置しているのは 40 
都道府県であり、３県が未設置である。 
へき地医療支援機構の調整により行われ

たへき地医療拠点病院の医師・代診医派遣
日数の平均は 65.1 日、へき地診療所の医
師・代診医派遣日数の平均は 119.55 日と
なっている。 
へき地医療支援機構の専任担当官の活動

状況は地域ごとに異なり、専任担当官が１
週間のうちへき地医療支援業務に従事する
日数は、４～５日が 15 都県ある一方、０～

半径４㎞の区域内に他に医療機関がなく、
その区域内の人口が原則として人口 1,000 
人以上であり、かつ、当該診療所から最寄り
の医療機関まで通常の交通機関を利用して
30 分以上要する等の診療所をいう。 
へき地保健医療対策を実施している都道

府県において、１都道府県あたりのへき地
診療所数の平均は 26 か所であり、勤務す
る医師数は、多くの診療所で１診療所あた
り１人となっている。また、へき地診療所に
おいて研修医の受入れや医学生のへき地医
療実習等を行っている施設は 338 施設
（30.6％）となっている。 
また、へき地診療所のうち歯科を設置し

ているのは 27 都道府県（85 施設、7.7％）
であった。なお、過疎地域等特定診療所※の
うち歯科を設置しているのは 17 道県（77 
施設：96.3％）となっている。 
※ 過疎地域等に開設する眼科、耳鼻いんこ
う科又は歯科の診療所。 

(4) へき地医療拠点病院の現状（施設数：312 
施設） 

へき地医療拠点病院は、無医地区等にお
いて、へき地医療支援機構の指導・調整の下
に、巡回診療、へき地診療所等の医師派遣や
代診医派遣等を実施した実績を有する又は
当該年度に実施できると認められ、都道府
県が指定する病院をいう。ただし、へき地医
療拠点病院の指定を受けてから一定の期間
が経過した後においても、主たる３事業で
ある巡回診療、医師派遣、代診医派遣につい
て、一部の病院において実施されていない
という課題がある。 
※ へき地医療拠点病院における支援事業
の実施状況について、巡回診療を行ってい
ない施設は 221 施設（70.8％）、医師派遣
を行っていない施設は 200 施設（64.1％）、
代診医派遣を行っていない施設は 218 施
設（69.9％）。また、いずれも行っていな
い施設は 77 施設（24.7％）。 

(5) へき地を支援するシステム等の現状 
へき地医療支援機構は、へき地保健医療

政策の中心的機関として、へき地診療所等
への代診医派遣調整等広域的なへき地医療
支援事業の企画・調整等を行い、へき地医療
政策の各種事業を円滑かつ効率的に実施す
ることを目的として、都道府県等に設置さ
れる。 
へき地を有する 43 都道府県のうち、へ

き地医療支援機構を設置しているのは 40 
都道府県であり、３県が未設置である。 
へき地医療支援機構によるへき地医療拠

点病院への代診派遣日数の平均は 80.7 日、
へき地診療所への代診医派遣日数の平均は
89.2 日となっている。 
 
へき地医療支援機構の専任担当官の活動

状況は地域ごとに異なり、専任担当官が１
週間のうちへき地医療支援業務に従事する
日数は、４～５日が 16 都県ある一方、０～
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１日未満が６道県、１～３日が 19 府県と
なっている。 
 

２ へき地の医療提供体制 
(1) （略） 
(2) へき地医療を支援する機関等 
① （略） 
② へき地保健医療対策に関する協議会 
・ 医療計画等の作成のほか、へき地保健
医療対策にかかる総合的な意見交換・調
整等を実施することを目的とする。 
・ へき地保健医療対策に関する協議会
は、へき地医療支援機構の専任担当官、
へき地医療拠点病院の代表者、地域医師
会・歯科医師会の代表者、関係市町村の
実務者、大学医学部関係者等により構成
する。 
・ へき地保健医療対策に関する協議会の
設置と活用実績があったのは 27 都道府
県（62.8％）となっている。 

(3) （略） 
(4) へき地の医療提供体制に関係するその他

の体制 
① 情報通信技術（ICT）による診療支援体   
制  
・ へき地における医療機関の抱える時
間的・距離的ハンディを克服するための
ツールとして、情報ネットワークの整備
があり、へき地医療拠点病院においては
34 都道府県（81.0％）が遠隔医療を実
施している。 

② ～ ④ （略） 
⑤ へき地患者輸送車・艇による輸送等実
施  
・ へき地患者輸送車は 30 都道県（129 
か所）、へき地患者輸送艇は５県（７か
所）にて整備されている。 
・ 一部の都道府県において、患者輸送バ
スの運行や、通院のための交通費補助等
を単独事業として実施している。 

 
第２ 医療体制の構築に必要な事項 
１ 目指すべき方向 

前記「第１ へき地医療の現状」を踏まえ、
個々の役割とそれを満たす関係機関、さらに
それら関係機関相互の連携により、へき地に
暮らす住民に対する医療サービスが継続して
実施される体制を構築する。 
特に、へき地医療支援機構を中心とした、へ

き地医療拠点病院、へき地診療所等による医
療提供体制の確保や、当該施設及び関係機関
間の連携の強化も図る。また、へき地医療支援
機構ではへき地医療を担う医師の動機付け支
援とキャリアパス構築についても取り組む。 
なお、へき地が医師中数・多数区域内にあ

り、医師少数スポットにも含まれない場合に
は、医師確保対策の一般的なスキームには乗
らないことになるが、医師確保対策が新たに
講じられた後も、引き続き巡回診療等でへき
地に医療の確保がなされなければならないこ

１日未満が 10 道県、１～３日が 14 府県と
なっている。 

 
２ へき地の医療提供体制 
(1) （略） 
(2) へき地医療を支援する機関等 
① （略） 
② へき地保健医療対策に関する協議会 
・ 医療計画等の作成のほか、へき地保健
医療対策にかかる総合的な意見交換・調
整等を実施することを目的とする。 
・ へき地保健医療対策に関する協議会
は、へき地医療支援機構の専任担当官、へ
き地医療拠点病院の代表者、地域医師会・
歯科医師会の代表者、関係市町村の実務
者、大学医学部関係者等により構成する。 
・ へき地保健医療対策に関する協議会の
設置と活用実績があったのは 27 都道府
県（60.5％）となっている。 

 
(3) （略） 
(4) へき地の医療提供体制に関係するその他
の体制 
① 情報通信技術（ICT）による診療支援体制 
・ へき地における医療機関の抱える時間
的・距離的ハンディを克服するためのツ
ールとして、情報ネットワークの整備が
あり、へき地医療拠点病院においては 12 
都道府県（29.2％）が遠隔医療を実施し
ている。 
 

② ～ ④ （略） 
⑤ へき地患者輸送車・艇による輸送等実施 

・ へき地患者輸送車は 30 都道県（118 
か所）、へき地患者輸送艇は５県（９か
所）にて整備されている。 
・ 一部の都道府県において、患者輸送バ
スの運行や、通院のための交通費補助等
を単独事業として実施している。 

 
 
第２ 医療体制の構築に必要な事項 
１ 目指すべき方向 

前記「第１ へき地医療の現状」を踏まえ、
個々の役割とそれを満たす関係機関、さらに
それら関係機関相互の連携により、へき地に
暮らす住民に対する医療サービスが継続して
実施される体制を構築する。 
特に、へき地医療支援機構を中心とした、へ

き地医療拠点病院、へき地診療所等による医
療提供体制の確保や、当該施設及び関係機関
間の連携の強化も図る。また、へき地医療支援
機構ではへき地医療を担う医師の動機付け支
援とキャリアパス構築についても取り組む。 
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とを踏まえ、医師確保計画とへき地に従事す
る医師の確保対策を連携させ、整合性をとる
こと。 

 
(1) ～ （2） （略） 

 
２ 各医療機能と連携 
(1) ～ (2) (略) 
 
(3) へき地の診療を支援する医療の機能【へ
き地診療の支援医療】 
① （略） 
② 医療機関に求められる事項 
・ へき地医療拠点病院支援システム※を
活用していること 
・ へき地診療所支援システムを活用して
いること 
・ 巡回診療等によりへき地住民の医療を
確保すること 
・ へき地診療所等への代診医等の派遣
（継続的な医師派遣も含む。）及び技術指
導、援助を行うこと 
・ へき地の医療従事者に対する研修の実
施及び研究施設を提供すること 
・ 遠隔診療等の実施により各種の診療支
援を行うこと 
・ その他都道府県及び市町村がへき地に
おける医療確保のため実施する事業に対
して協力すること 
・ 24 時間 365 日、医療にアクセスでき
る体制を整備するため、地域の診療所を
含めた当番制の診療体制を構築すること 
・ 高度の診療機能を有し、へき地医療拠
点病院の診療活動等を援助すること 
・ へき地医療拠点病院については、その
主たる事業である巡回診療、医師派遣、代
診医派遣（主要３事業）を、いずれか月１
回以上あるいは年 12 回以上実施するこ
とが望ましいこと。従って、都道府県は、
一定期間継続して上記３事業の実施回数
がいずれも月１回未満あるいは年 12 回
未満であるへき地医療拠点病院について
は、その取組が向上されるよう、へき地保
健医療対策に関する協議会の中でその在
り方等について検討すること。特に、上記
３事業に遠隔医療による支援を加えた４
事業（必須事業）のいずれの事業の実施も
なかったへき地医療拠点病院について
は、経年変化も考慮し、都道府県が当該年
度の現状を確認すること。 
※ へき地対策要綱に基づく事業。小規
模なへき地医療拠点病院の機能を強化
するため、高度の機能を有する病院等
医療機関とへき地医療拠点病院との間
に伝送装置を設置し、へき地医療拠点
病院の診療活動等を援助するもの。 
 

③ （略） 
(4) （略） 

 

                    
                    
                    

 
(1) ～ （2） （略） 

 
２ 各医療機能と連携 
(1) ～ (2) (略) 
 
(3) へき地の診療を支援する医療の機能【へ
き地診療の支援医療】 
① （略） 
② 医療機関に求められる事項 
・ へき地医療拠点病院支援システム※を
活用していること 

・ へき地診療所支援システムを活用して
いること 

・ 巡回診療等によりへき地住民の医療を
確保すること 

・ へき地診療所等への代診医等の派遣
（継続的な医師派遣も含む。）及び技術
指導、援助を行うこと 

・ へき地の医療従事者に対する研修の実
施及び研究施設を提供すること 

・ 遠隔診療等の実施により各種の診療支
援を行うこと 

・ その他都道府県及び市町村がへき地に
おける医療確保のため実施する事業に
対して協力すること 

・ 24 時間 365 日、医療にアクセスでき
る体制を整備するため、地域の診療所を
含めた当番制の診療体制を構築するこ
と 

・ 高度の診療機能を有し、へき地医療拠
点病院の診療活動等を援助すること 

・ へき地医療拠点病院については、その
主たる事業である巡回診療、医師派遣、
代診医派遣を、いずれか月１回以上ある
いは年 12 回以上実施することが望まし
いこと。従って、都道府県は、一定期間
継続して上記３事業の実施回数がいず
れも月１回未満あるいは年 12 回未満で
あるへき地医療拠点病院については、そ
の取組が向上されるよう、へき地保健医
療対策に関する協議会の中でその在り
方等について検討すること。      
                   
                   
                   
                   
※ へき地対策要綱に基づく事業。小規
模なへき地医療拠点病院の機能を強化
するため、高度の機能を有する病院等
医療機関とへき地医療拠点病院との間
に伝送装置を設置し、へき地医療拠点
病院の診療活動等を援助するもの。 
 

③ （略） 
(4) （略） 
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第３ 構築の具体的な手順 
１ ～ ４ （略） 
５ 数値目標 

都道府県は、良質かつ適切なへき地医療を
提供する体制について、事後に定量的な比較
評価を行えるよう、「４ 課題の抽出」で明確
にした課題に対して、地域の実情に応じた目
標項目やその数値目標、目標達成に要する期
間を設定し、医療計画に記載する。数値目標の
設定に当たっては、各指標の全国データ等を
参考にするとともに、基本方針第九に掲げる
諸計画に定められる目標を勘案するものとす
る。 
なお、達成可能なものだけを目標とするの

ではなく、真に医療圏の課題を解決するため
に必要な目標を設定することとする。 
また、良質かつ適切なへき地医療を提供す

る体制を構築するため、へき地医療拠点病院
の中で主要３事業の年間実績が合算で 12 回
以上の医療機関を増やして行くため、「へき地
医療拠点病院の中で主要３事業の年間実績が
合算で 12 回以上の医療機関の割合」を指標
とした上で、本指標の値を 100%にすることを
数値目標とすることが望ましい。 
少なくともへき地医療拠点病院の必須事業

の実施回数が年間 1 回以上の医療機関を増や
していくため、「へき地医療拠点病院の中でへ
き地医療拠点病院の必須事業の実施回数が年
間１回以上の医療機関の割合」を指標とした
上で、本指標の値を 100％にすることを数値目
標とすることが望ましい。 
 

６ ～ ９ （略） 
 
 

 
第３ 構築の具体的な手順 
１ ～ ４ （略） 
５ 数値目標 

都道府県は、良質かつ適切なへき地医療を提
供する体制について、事後に定量的な比較評価
を行えるよう、「４ 課題の抽出」で明確にした
課題に対して、地域の実情に応じた目標項目や
その数値目標、目標達成に要する期間を設定し、
医療計画に記載する。数値目標の設定に当たっ
ては、各指標の全国データ等を参考にするとと
もに、基本方針第九に掲げる諸計画に定められ
る目標を勘案するものとする。 
 
なお、達成可能なものだけを目標とするので

はなく、真に医療圏の課題を解決するために必
要な目標を設定することとする。 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 
６ ～ ９ （略） 

 

 

改 正 後 現 行 

周産期医療の体制構築に係る指針 
 

 周産期とは妊娠 22 週から出生後７日未満のこ
とをいい、周産期医療とは妊娠、分娩に関わる母
体・胎児管理と出生後の新生児管理を主に対象と
する医療のことをいう。これまで地域における総
合的な周産期医療体制を整備し、安心して子ども
を産み育てることができる環境づくりの推進を
図ってきたところであり、これらの達成目標は
「健やか親子 21」（平成 12 年）や「子ども・子
育てビジョン」（平成 22 年）にも目標値として
盛り込まれている。また、「少子化社会対策大綱」
（平成 27 年）、「ニッポン一億総活躍プラン」
（平成 28 年）においても継続して周産期医療体
制の充実に取り組んでいる。 
 これまで、周産期医療体制の整備として、具体
的には、「周産期医療体制整備指針」（平成 22年
１月 26 日付け医政発 0126 第１号厚生労働省医
政局長通知の別添２。以下「周産期整備指針」と

周産期医療の体制構築に係る指針 
 

 周産期とは妊娠 22 週から出生後７日未満のこ
とをいい、周産期医療とは妊娠、分娩に関わる母
体・胎児管理と出生後の新生児管理を主に対象と
する医療のことをいう。これまで地域における総
合的な周産期医療体制を整備し、安心して子ども
を産み育てることができる環境づくりの推進を
図ってきたところであり、これらの達成目標は
「健やか親子 21」（平成 12 年）や「子ども・子
育てビジョン」（平成 22 年）にも目標値として
盛り込まれている。また、「少子化社会対策大綱」
（平成 27 年）、「ニッポン一億総活躍プラン」
（平成 28 年）でも継続して周産期医療体制の充
実に取り組んでいる。 
 これまで、周産期医療体制の整備として、具体
的には、「周産期医療体制整備指針」（平成 22年
１月 26 日付け医政発 0126 第１号厚生労働省医
政局長通知の別添２。以下「周産期整備指針」と
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いう。）に基づき、総合周産期母子医療センター、
地域周産期母子医療センター、搬送体制の整備等
を行い、地域の実情に応じて、母体・胎児におけ
るリスクの高い妊娠に対する医療、高度な新生児
医療等の周産期医療を推進してきたところであ
る。周産期医療体制の整備においては、施設の整
備と同時に、周産期医療を担う医師、特に分娩を
取り扱う医師及び新生児医療を担当する医師や
助産師、看護師等の確保が重要である。 
 都道府県はこれまで、医療計画の中では周産期
医療体制に関する基本的な内容を記載し、周産期
整備指針に基づく周産期医療体制整備計画にお
いて周産期医療体制の個別具体的な内容を定め
てきているが、平成 27 年度から開催された「周
産期医療体制のあり方に関する検討会」、平成 28 
年度の「医療計画の見直し等に関する検討会」に
おいて、周産期医療体制の整備については、災害
医療、救急医療等の他事業、精神疾患等の他疾患
の診療体制との一層の連携強化が指摘されたこ
と等を踏まえて、周産期医療体制整備計画と医療
計画（周産期医療）の一体化により、両計画の整
合性をはかることとした。 
 本指針では、周産期の医療体制を構築するに当
たり、「第１ 周産期医療の現状」で周産期医療を
とりまく状況がどのようなものであるのかを概
観し、次に「第２ 医療体制の構築に必要な事項」
で周産期整備指針及び今回の検討会での議論を
踏まえた都道府県の構築すべき医療体制につい
て示している。なお、本指針においては、二次医
療圏と同一である場合も含め周産期医療の提供
体制に係る圏域を「周産期医療圏」と呼称する。 
 都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築
の具体的な手順」に則して、地域の現状を把握・
分析し、また分娩のリスクに応じて必要となる医
療機能を理解した上で、地域の実情に応じて周産
期医療圏を設定し、その周産期医療圏ごとの医療
機関とさらにそれらの医療機関相互の連携の検
討を行い、最終的には都道府県全体で評価まで行
えるようにする。 
 周産期医療体制は、充実した周産期医療に対す
る需要の増加に対応するため、都道府県におい
て、地域の実情に応じ、保健医療関係機関・団体
の合意に基づきその基本的方向を定めた上で、周
産期に係る保健医療の総合的なサービスを提供
するものとして整備される必要がある。 
厚生労働省において周産期医療対策事業の充実
を図るとともに、都道府県において、医療関係者
等の協力の下に、限られた資源を有効に活かしな
がら、将来を見据えた周産期医療体制の整備を図
ることにより、地域における周産期医療の適切な
提供を図るものである。 
 
第１ 周産期医療の現状 
 １ (略) 
 ２ 周産期医療の提供体制 
  (1) 周産期医療の提供体制 

 ① 施設分娩のうち、診療所と病院での出生
がそれぞれ 45.5％、53.7％を担い、助産所
での出生は 0.7％を担っている。分娩取扱
施設（病院、診療所）の数は、平成８年に

いう。）に基づき、総合周産期母子医療センター、
地域周産期母子医療センター及び搬送体制の整
備等を行い、地域の実情に応じて、母体・胎児に
おけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度
な新生児医療等の周産期医療を推進してきたと
ころである。周産期医療体制の整備においては、
施設の整備と同時に、周産期医療を担う医師、特
に分娩を取り扱う医師及び新生児医療を担当す
る医師や助産師、看護師等の確保が重要である。 
 都道府県はこれまで、医療計画の中では周産期
医療体制に関する基本的な内容を記載し、周産期
整備指針に基づく周産期医療体制整備計画にお
いて周産期医療体制の個別具体的な内容を定め
てきているが、平成 27 年度から開催された「周
産期医療体制の在り方に関する検討会」、平成 28 
年度の「医療計画の見直し等に関する検討会」に
て、周産期医療体制の整備に関しては、災害、救
急等の他事業、精神疾患等の他疾患の診療体制と
の一層の連携強化が指摘されたこと等を受けて、
周産期医療体制整備計画と医療計画（周産期）の
一体化により、両計画の整合性をはかり、他事業
との連携強化について議論がなされた。 
 本指針では、周産期の医療体制を構築するに当
たり、「第１ 周産期医療の現状」で周産期医 
療をとりまく状況がどのようなものであるのか
を概観し、次に「第２ 医療体制の構築に必要 
な事項」で周産期整備指針及び今回の検討会での
議論を踏まえた都道府県の構築すべき医療体 
制について示している。            
                       
                       
 都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築
の具体的な手順」に則して、地域の現状を把 
握・分析し、また分娩のリスクに応じて必要とな
る医療機能を理解した上で、地域の実情に応 
じて圏域を設定し、その圏域ごとの医療機関とさ
らにそれらの医療機関相互の連携の検討を行 
い、最終的には都道府県全体で評価まで行えるよ
うにする。 
周産期医療体制は、充実した周産期医療に対する
需要の増加に対応するため、都道府県にお 
いて、地域の実情に応じ、保健医療関係機関・団
体の合意に基づきその基本的方向を定めた上 
で、周産期に係る保健医療の総合的なサービスを
提供するものとして整備される必要がある。 
厚生労働省において周産期医療対策事業の充実
を図るとともに、都道府県において、医療関係 
者等の協力の下に、限られた資源を有効に生かし
ながら、将来を見据えた周産期医療体制の整 
備を図ることにより、地域における周産期医療の
適切な提供を図るものである。 
 
第１ 周産期医療の現状 

１ (略) 
２ 周産期医療の提供体制 
(1) 周産期医療の提供体制 
① 施設分娩のうち、診療所と病院での出生
がそれぞれ 45.5％、53.7％を担い、助産所
での出生は 0.7％を担っている。分娩取扱
施設（病院、診療所）の数は、平成８年に
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は病院 1,720 施設、診療所 2,271 施設で
あったが、平成 26 年は病院 1,041 施設、
診療所 1,243 施設と、20 年以上一貫して
減少が続いている。 

  分娩取扱診療所の平均常勤産婦人科医
師数の推移は 1.5 人（平成 20 年）から
1.7 人（平成 26 年）と、１～２名の医師
による診療体制には大きな変化はなく、全
分娩の 45.5％をこのような有床診療所が
担っている。一方、分娩取扱病院の平均常
勤産婦人科医数は 4.3 人(平成 20 年)か
ら 6.0 人(平成 26 人)と増加傾向であり、
分娩取扱病院においては、勤務環境の整備
や分娩体制の維持等のために一定程度の
集約化が進んでいると考えられる。また、
平成 15 年には新生児集中治療室（以下
「NICU」という。）をもつ施設のうち、１
施設当たりの病床が６床以下の施設数が
最も多かった（日本周産期・新生児医学会
調査）が、平成 26 年は６床以下の施設は
29％（医政局地域医療計画課調査）と施設
の規模も拡大傾向にある。 

  このように、わが国の周産期医療提供体
制は、比較的小規模な多数の分娩施設が分
散的に分娩を担うという特徴を有してい
るものの、近年は分娩取扱病院については
重点化、集約化が徐々に進んでいる。 

  一方で、地域における周産期医療を確保
する上で重要となる産科医師については、
都道府県間、周産期医療圏間で偏在が生
じ、産科医師や分娩取扱施設が存在しない
周産期医療圏（以下「無産科周産期医療圏」
という。）が存在しており、この問題の解
消が課題となっている。 
② ～ ⑥ （略） 
⑦ その後、平成 30 年７月に医療法及び医
師法の一部を改正する法律が公布され、令
和２年度より医師偏在指標に基づいた医
師偏在対策を行うこととなり、産科医師・
小児科医師についても、各都道府県は、産
科・小児科の医師偏在指標を活用し、医療
圏の見直しや更なる集約化・重点化等の医
療提供体制の見直しを含む産科・小児科の
医師確保計画を策定し、令和２年度より、
同計画に基づく医師偏在対策を行うこと
としている。産科・小児科の医師確保計画
の考え方や構造については「医師確保計画
策定ガイドライン」（平成 31 年３月 29 日
付け医政地発 0329 第 3 号・医政医発 0329 
第 6 号厚生労働省医政局地域医療計画課
長・医事課長通知別添）において示したと
ころである。 
⑧ また、妊産婦に対する健康管理の推進
や、妊産婦が安心できる医療体制の充実な
どの課題について検討を行うため、平成 31 
年２月より「妊産婦に対する保健・医療体
制の在り方に関する検討会」を開催し、「議
論の取りまとめ」（令和元年６月 10 日）
においては、医療提供に関することとし
て、産科及び産婦人科以外の診療科と産科

は病院 1,720 施設、診療所 2,271 施設で
あったが、平成 26 年は病院 1,041 施設、
診療所 1,243 施設と、20 年以上一貫して
減少が続いている。 

  分娩取扱診療所の平均常勤産婦人科医
師数の推移は 1.5 人（平成 20 年）から
1.7 人（平成 26 年）と、１～２名の医師
による診療体制には大きな変化はなく、全
分娩の 45.5％をこのような有床診療所が
担っている。一方、分娩取扱病院の平均常
勤産婦人科医数は 4.3 人(平成 20 年)か
ら 6.0 人(平成 26 人)と増加傾向であり、
分娩取扱病院においては、勤務環境の整備
や分娩体制の維持等のために一定程度の
集約化が進んでいると考えられる。また、
平成 15 年には新生児集中治療室（以下
「NICU」という。）をもつ施設のうち、１
施設当たりの病床が６床以下の施設数が
最も多かった（日本周産期・新生児医学会
調査）が、平成 26 年は６床以下の施設は
29％（医政局地域医療計画課調査）と施設
の規模も拡大傾向にある。 

  このように、わが国の周産期医療提供体
制は、比較的小規模な多数の分娩施設が分
散的に分娩を担うという特徴を有してい
るものの、近年は分娩取扱病院については
重点化、集約化が徐々に進んでいる。 

  一方で、地域における周産期医療を確保
する上で重要となる産科医師については、
都道府県間、二次医療圏間で偏在が生じ、
産科医師や分娩取扱施設が存在しない二
次医療圏（以下「無産科二次医療圏」とい
う。）が存在しているため、無産科二次医
療圏問題の解消が課題となっている。 
② ～ ⑥ （略） 
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及び産婦人科の医療機関の連携、妊産婦に
対する診療の質の向上等に取り組んでい
く必要があるとされた。 

(2) ～ (4) （略） 
 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 
１ 都道府県における周産期医療体制の整備 
 (1) 周産期医療に関する協議会 

① 周産期医療に関する協議会の設置都道
府県は、周産期医療体制の整備に関する協
議を行うため、周産期整備指針に規定して
いた周産期医療協議会を継続させる等に
より、周産期医療の提供体制を整備･推進
する上で重要な関係を有する者を構成員
として、周産期医療に関する協議会を設置
するものとする。周産期医療体制を整備・
推進する上で重要な関係を有する者とは、
例えば、保健医療関係機関・団体の代表、
中核となる周産期母子医療センターや地
域の一次医療施設等の医師・助産師等看護
職及びその他の医療従事者、医育機関関係
者、消防関係者、学識経験者、都道府県・
市町村の代表、住民等のことをいうもので
あり、地域の実情に応じて選定する。なお、
周産期医療体制について協議するに当た
り、適切な既存の協議の場が他にある場合
にあっては、当該既存の協議の場を活用す
ることで差し支えない。 
② 協議事項 
  周産期医療に関する協議会は、次に掲
げる事項について、必要に応じて年に複数
回、協議を行うものとする。またその内容
について、都道府県は住民に対して情報提
供を行うものとする。なお、周産期搬送、
精神疾患を含む合併症を有する母体や新
生児の受入れ、災害対策など、他事業・疾
患との連携を要する事項については、周産
期医療に関する協議会と、メディカルコン
トロール協議会、消防防災主管部局等の関
連団体や各事業の行政担当者と連携し、地
域の実情に応じて、実施に関する基準等を
協議するものとする。 
ア 周産期医療体制に係る調査分析に関
する事項 

イ 医療計画（周産期医療）の策定に関す
る事項（第６次医療計画までの周産期医
療体制整備計画の内容を含む。） 

ウ 母体及び新生児の搬送及び受入れ（県
域を越えた搬送及び受入れを含む。）、
母体や新生児の死亡や重篤な症例に関
する事項 

エ 総合周産期母子医療センター及び地
域周産期母子医療センターに関する事
項 

オ 周産期医療情報センター（周産期救急
情報システムを含む。）に関する事項 

カ 搬送コーディネーターに関する事項 
キ 他事業等との連携を要する事項（救急
医療、災害医療、精神疾患、歯科疾患等
の周産期に合併する疾患に関する医療

                    
                    
                    

 (2) ～ (4) （略） 
 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 
１ 都道府県における周産期医療体制の整備 
(1) 周産期医療に関する協議会 

① 周産期医療に関する協議会の設置都道
府県は、周産期医療体制の整備に関する協
議を行うため、周産期整備指針に規定して
いた周産期医療協議会を継続させる等によ
り、周産期医療の提供体制を整備･推進する
上で重要な関係を有する者を構成員とし
て、周産期医療に関する協議会を設置する
ものとする。周産期医療体制を整備・推進す
る上で重要な関係を有する者とは、例えば、
保健医療関係機関・団体の代表、中核となる
周産期母子医療センターや地域の一次医療
施設等の医師・助産師等看護職及びその他
の医療従事者、医育機関関係者、消防関係
者、学識経験者、都道府県・市町村の代表等
のことをいうものであり、地域の実情に応
じて選定する。                        
                                      
                                      
                                      
                                      
② 協議事項 
 周産期医療に関する協議会は、次に掲げ
る事項について、必要に応じて年に複数
回、協議を行うものとする。またその内容
について、都道府県は住民に対して情報提
供を行うものとする。なお、周産期搬送、
精神疾患を含む合併症を有する母体や新
生児の受入れ、災害対策など、他事業・疾
患との連携を要する事項については、周産
期医療に関する協議会と、メディカルコン
トロール協議会、消防防災主管部局等の関
連団体や各事業の行政担当者と連携し、地
域の実情に応じて、実施に関する基準等を
協議するものとする。 
ア 周産期医療体制に係る調査分析に関
する事項 

イ 医療計画（周産期医療）の策定に関す
る事項（第６次医療計画までの周産期医
療体制整備計画の内容を含む。） 

ウ 母体及び新生児の搬送及び受入れ（県
域を越えた搬送及び受入れを含む。）、
母体や新生児の死亡や重篤な症例に関
する事項 

エ 総合周産期母子医療センター及び地
域周産期母子医療センターに関する事
項 

オ 周産期医療情報センター（周産期救急
情報システムを含む。）に関する事項 

カ 搬送コーディネーターに関する事項 
キ 他事業との連携を要する事項（救急医
療、災害医療、精神疾患等の周産期に合
併する疾患に関する医療等） 
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等） 
ク 地域周産期医療関連施設等の周産期
医療関係者に対する研修に関する事項 

ケ 産科・小児科の医師確保計画の策定に
関する事項（新生児医療を担う医師の確
保を含む。） 

コ 産科及び産婦人科と産科及び産婦人
科以外の診療科との連携体制に関する
事項 

サ その他、特に検討を要する事例や周産
期医療体制の整備に関し必要な事項 

③ 都道府県医療審議会等との連携 
 周産期医療に関する協議会については、
医療法第 72 条に規定する都道府県医療審
議会又は同法第 30条の 23第１項に規定す
る地域医療対策協議会の作業部会として
位置付けるなど、都道府県医療審議会及び
地域医療対策協議会と密接な連携を図る
ものとする。また、地域医療構想調整会議
（医療法第 30条の 14第１項に規定する協
議の場をいう。）等、連携を要する他事業
に関する協議会との整合性に留意するこ
と。 

(2) 総合周産期母子医療センター及び地域周
産期母子医療センター 
① 指定及び認定 
  都道府県は、第２の２の(2)の③に定め
る機能、診療科目、設備等を有する医療施
設を総合周産期母子医療センターとして
指定するものとする。また、都道府県は、
第２の２の(2)の②に定める機能、診療科
目、設備等を有する医療施設を地域周産期
母子医療センターとして認定するものと
する。 
  なお、既に指定している総合周産期母子
医療センターであって、第２の２の(2)の
③のイの(カ)a の要件を満たしていない
もの、また、既に認定している地域周産期
母子医療センターであって、第２の２の
(2)の②のイの(オ)a の要件を満たしてい
ないものについては、令和４年３月までに
実施することを前提に、指定又は認定を継
続することも可能とする。 
② ～ ③ （略） 

(3) ～ (4) （略） 
(5) 周産期における災害対策 

  これまでの震災の研究や検討から、現状
の災害医療体制では小児・周産期医療に関
して準備不足であることが指摘された。ま
た、小児・周産期医療については平時から
独自のネットワークが形成されているこ
とが多く、災害時にも既存のネットワーク
を活用する必要性が指摘された。そのた
め、都道府県は、災害時に、小児・周産期
医療に係る保健医療活動の総合調整を適
切かつ円滑に行えるよう、保健医療調整本
部等において、被災地の保健医療ニーズの
把握、保健医療活動チームの派遣調整等に
係る助言及び支援を行う都道府県災害医
療コーディネーターをサポートすること

 
ク 地域周産期医療関連施設等の周産期
医療関係者に対する研修に関する事項 

ケ その他、特に検討を要する事例や周産
期医療体制の整備に関し必要な事項 

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
③ 都道府県医療審議会等との連携 
 周産期医療に関する協議会については、
医療法第 71 条の２第１項に規定する都道
府県医療審議会又は同法第 30 条の 23 第
１項に規定する地域医療対策協議会の作
業部会として位置付けるなど、都道府県医
療審議会及び地域医療対策協議会と密接
な連携を図るものとする。 

                                      
                                      
                                      
                                      

 (2) 総合周産期母子医療センター及び地域
周産期母子医療センター 
① 指定及び認定 
 都道府県は、２の(2)の③に定める機能、
診療科目、設備等を有する医療施設を総合
周産期母子医療センターとして指定する
ものとする。また、都道府県は、２の(2)の
②に定める機能、診療科目、設備等を有す
る医療施設を地域周産期母子医療センタ
ーとして認定するものとする。 
 

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
② ～ ③ （略） 

(3) ～ (4) （略） 
(5) 周産期における災害対策 

 これまでの震災の研究や検討から、現状
の災害医療体制では小児・周産期医療に関
して準備不足であることが指摘された。ま
た、周産期医療については平時から独自の
ネットワークが形成されていることが多
く、災害時にも既存のネットワークを活用
する必要性が指摘された。そのため、都道
府県は災害対策本部等に災害医療コーデ
ィネーターのサポートとして、小児・周産
期医療に特化した調整役である「災害時小
児周産期リエゾン」を配置すること。また、
災害時小児周産期リエゾンに配置された
者は、各都道府県において平時からの訓練
や災害時の活動を通じて、地域のネットワ
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を目的として、「災害時小児周産期リエゾ
ン」を任命すること。また、災害時小児周
産期リエゾンに任命された者は、各都道府
県において平時からの訓練や災害時の活
動を通じて、地域のネットワークを災害時
に有効に活用する仕組みを構築すること。
なお、訓練の実施にあたっては、周産期母
子医療センターをはじめ、地域の一次医療
施設を含めて地域全体で行うこと。 

(6) （略） 
(7) 妊産婦の診療に係る医療提供体制の整備 

① 都道府県は、産科及び産婦人科以外の診
療科の医師に対し、地域の保健医療関係機
関・団体等と連携し、総合周産期母子医療
センター等において、妊産婦の特性に応じ 
た診療の知識及び技術を習得させるための
研修を行うものとする。 
② 都道府県は、総合周産期母子医療センタ
ー等に妊産婦の診療について必要な情報
を提供するための産科及び産婦人科の医
師を配置し、地域の産科及び産婦人科以外
の診療科の医師からの相談に応じる相談
窓口を設置するものとする。 

２ 医療機関とその連携 
(1) 目指すべき方向 

（略） 
① ～ ② （略） 
③ 新生児医療の提供が可能な体制 
 新生児搬送体制や NICU、新生児回復期治
療室（以下「GCU」という。）の整備を含め 
た新生児医療の提供が可能な体制。 
 なお、これまで、低出生体重児の割合の
増加や長期入院等により病床が不足する
傾向にあることから、都道府県は出生１万
人対 25 床から 30 床を目標として、その
配置も含め地域の実情に応じて整備を進
めるものとしてきた。特に、安定した地域
周産期医療提供体制の構築のためには新
生児医療を担う医師の確保、充足が重要で
あることから、周産期母子医療センター等
の地域新生児医療を担う施設における新
生児医療を担当する医師の充足状況を把
握した上で、医師の確保のために必要な方
策を検討し、明示することとしている。そ
の後、平成 29 年度には、全都道府県で目
標を達成しており、目標を大きく上回る都
道府県もあることから、第３の９の(2)の
②に記載の通り、質の高い新生児医療を効
率的に提供できるよう、今後、NICU の集
約化・重点化について検討を開始するこ
と。 
④ （略） 

(2) 各医療機能と連携 
 （略） 

① （略） 
② 周産期に係る比較的高度な医療行為を
行うことができる機能【地域周産期母子医
療センター】 
ア （略） 
イ 医療機関に求められる事項 

ークを災害時に有効に活用する仕組みを
構築すること。なお、訓練の実施にあたっ
ては、周産期母子医療センターをはじめ、
地域の一次医療施設を含めて地域全体で
行うこと。 
 
 
 
 

(6) （略） 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

２ 医療機関とその連携 
(1) 目指すべき方向 

（略） 
① ～ ② （略） 
③ 新生児医療の提供が可能な体制 
 新生児搬送体制や NICU、新生児回復期治
療室（以下「GCU」という。）の整備を含め
た新生児医療の提供が可能な体制。 

 低出生体重児の割合の増加や長期入院等
により病床が不足する傾向にあることか
ら、都道府県は出生１万人対 25 床から 30 
床を目標として、その配置も含め地域の実
情に応じて整備を進めるものとする。特に、
安定した地域周産期医療提供体制の構築の
ためには新生児医療を担う医師の確保、充
足が重要であることから、周産期母子医療
センター等の地域新生児医療を担う施設に
おける新生児医療を担当する医師の充足状
況を把握した上で、医師の確保のために必
要な方策を検討し、明示すること。                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
④ （略） 

(2) 各医療機能と連携 
（略） 
① （略） 
② 周産期に係る比較的高度な医療行為を
行うことができる機能【地域周産期母子医
療センター】 
ア （略） 
イ 医療機関に求められる事項 
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(ア)（略） 
(イ) 整備内容 

a 施設数 
 地域周産期母子医療センターは、
総合周産期母子医療センター一か
所に対して数か所の割合で整備す
るものとし、周産期医療圏に一か所
以上整備することが望ましい。 
 

b ～ c （略） 
(ウ) ～ (エ) （略） 
(オ) 災害対策 

 地域周産期母子医療センターは、災
害時を見据えて、下記の対策を行うこ
と。 
a 被災後、早期に診療機能を回復で
きるよう、業務継続計画を策定して
いること。 
b 通常時の６割程度の発電容量の
ある自家発電機等を保有し、３日分
程度の備蓄燃料を確保しておくこ
とが望ましい。なお、自家発電機等
の燃料として都市ガスを使用する
場合は、非常時に切替え可能な他の
電力系統等を有しておくこと。ま
た、平時より病院の基本的な機能を
維持するために必要な設備につい
て、自家発電機等から電源の確保が
行われていることや、非常時に使用
可能なことを検証しておくこと。な
お、自家発電機等の設置場所につい
ては、地域のハザードマップ等を参
考にして検討することが望ましい。 
c 災害時に少なくとも３日分の病
院の機能を維持するための水を確
保することが望ましい。具体的に
は、少なくとも３日分の容量の受水
槽を保有しておくこと又は停電時
にも使用可能な地下水利用のため
の設備（井戸設備を含む。）を整備
しておくことが望ましいこと。ただ
し、必要に応じて優先的な給水協定
の締結等により必要な水を確保す
ることについても差し支えないも
のとする。 

ウ （略） 
③ 母体又は児におけるリスクの高い妊娠
に対する医療及び高度な新生児医療等の
周産期医療を行うことができる機能【総合
周産期母子医療センター】 
ア （略） 
イ 医療機関に求められる事項 
(ア) （略） 
(イ) 整備内容 

a ～ b （略） 
c 関係診療科との連携 
 総合周産期母子医療センターは、
当該施設の関係診療科と日頃から
緊密な連携を図るものとする。 

  総合周産期母子医療センターを

(ア)（略） 
(イ) 整備内容 

a 施設数 
地域周産期母子医療センターは、総
合周産期母子医療センター一か所
に対して数か所の割合で整備する
ものとし、一つ又は複数の二次医療
圏に一か所又は必要に応じそれ以
上整備することが望ましい。 

b ～ c （略） 
(ウ) ～ (エ) （略） 

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
ウ （略） 
③ 母体又は児におけるリスクの高い妊娠
に対する医療及び高度な新生児医療等の
周産期医療を行うことができる機能【総合
周産期母子医療センター】 
ア （略） 
イ 医療機関に求められる事項 
(ア) （略） 
(イ) 整備内容 

a ～ b （略） 
c 関係診療科との連携 
 総合周産期母子医療センターは、
当該施設の関係診療科と日頃から
緊密な連携を図るものとする。 
 総合周産期母子医療センターを
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設置する医療施設が救命救急セン
ターを設置している場合又は救命
救急センターと同等の機能を有す
る場合（救急科、脳神経外科、心臓
血管外科又は循環器内科、放射線
科、内科、外科等を有することをい
う。）は、都道府県は、その旨を医
療計画に記載し、関係者及び住民に
情報提供するものとする。また、総
合周産期母子医療センターを設置
する医療施設が救命救急センター
を設置していない場合又は救命救
急センターと同等の機能を有して
いない場合は、都道府県は、当該施
設で対応できない母体及び新生児
の疾患並びに当該疾患について連
携して対応する協力医療施設を医
療計画に記載し、関係者及び住民に
情報提供するものとする。 
 また、総合周産期母子医療センタ
ーを設置する医療施設においては、
当該施設が精神科を有し施設内連
携が図られている場合はその旨、有
さない場合は連携して対応する協
力医療施設を医療計画に記載し、精
神疾患を合併する妊産婦について
も対応可能な体制を整え、関係者及
び住民に情報提供するものとする。 

d （略） 
(ウ) 病床数 

a MFICU 及び NICU の病床数は、当
該施設の過去の患者受入実績やカ
バーする周産期医療圏の人口等に
応じ、総合周産期母子医療センター
としての医療の質を確保するため
に適切な病床数とすることを基本
とする。施設当たりの MFICU病床数
は６床以上、NICU の病床数は９床
以上（12 床以上とすることが望ま
しい。）とする。ただし、三次医療
圏の人口が概ね 100 万人以下の地
域に設置されている場合にあって
は、当分の間、MFICU の病床数は３
床以上、NICU の病床数は６床以上
で差し支えないものとする。 
 なお、両室の病床数については、
以下のとおり取り扱うものとする。 

(a) MFICU の病床数は、これと同等
の機能を有する陣痛室の病床を
含めて算定して差し支えない。た
だし、この場合においては、陣痛
室以外の MFICU の病床数は６床
を下回ることができない。 

(b)  NICU の病床数は、新生児用人
工換気装置を有する病床につい
て算定するものとする。 

b ～ c （略） 
(エ) ～ (オ) （略） 
(カ) 災害対策 

 総合周産期母子医療センターは、災

設置する医療施設が救命救急セン
ターを設置している場合又は救命
救急センターと同等の機能を有す
る場合（救急科、脳神経外科、心臓
血管外科又は循環器内科、放射線
科、内科、外科等を有することをい
う。）は、都道府県は、その旨を医
療計画に記載し、関係者及び住民に
情報提供するものとする。また、総
合周産期母子医療センターを設置
する医療施設が救命救急センター
を設置していない場合又は救命救
急センターと同等の機能を有して
いない場合は、都道府県は、当該施
設で対応できない母体及び新生児
の疾患並びに当該疾患について連
携して対応する協力医療施設を医
療計画に記載し、関係者および住民
に情報提供するものとする。 
 また、総合周産期母子医療センタ
ーを設置する医療施設においては、
当該施設が精神科を有し施設内連
携が図られている場合はその旨、有
さない場合は連携して対応する協
力医療施設を医療計画に記載し、精
神疾患を合併する妊産婦について
も対応可能な体制を整え、関係者及
び住民に情報提供するものとする。 

d （略） 
(ウ) 病床数 

a  MFICU及び NICUの病床数は、当
該施設の過去の患者受入実績やカ
バーする医療圏の人口等に応じ、総
合周産期母子医療センターとして
の医療の質を確保するために適切
な病床数とすることを基本とする。
施設当たりの MFICU 病床数は６床
以上、NICU の病床数は９床以上（12 
床以上とすることが望ましい。）と
する。ただし、三次医療圏の人口が
概ね 100 万人以下の地域に設置さ
れている場合にあっては、当分の
間、MFICU の病床数は３床以上、
NICU の病床数は６床以上で差し支
えないものとする。 
 なお、両室の病床数については、
以下のとおり取り扱うものとする。 

(a) MFICU の病床数は、これと同等
の機能を有する陣痛室の病床を
含めて算定して差し支えない。た
だし、この場合においては、陣痛
室以外の MFICU の病床数は６床
を下回ることができない。 

(b)  NICUの病床数は、新生児用人
工換気装置を有する病床につい
て算定するものとする。 

b ～ c （略） 
(エ) ～ (オ) （略） 
(カ) 災害対策 

 総合周産期母子医療センターは、災
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害時を見据えて、下記の対策を行うこ
と。 
a 被災後、早期に診療機能を回復で
きるよう、業務継続計画を策定して
いること。なお、自都道府県のみな
らず近隣都道府県の被災時におい
ても、災害時小児周産期リエゾン等
を介して物資や人員の支援を積極
的に担うこと。 
b 通常時の６割程度の発電容量の
ある自家発電機等を保有し、３日分
程度の備蓄燃料を確保しておくこ
と。なお、自家発電機等の燃料とし
て都市ガスを使用する場合は、非常
時に切替え可能な他の電力系統等
を有しておくこと。また、平時より
病院の基本的な機能を維持するた
めに必要な設備について、自家発電
機等から電源の確保が行われてい
ることや、非常時に使用可能なこと
を検証しておくこと。なお、自家発
電機等の設置場所については、地域
のハザードマップ等を参考にして
検討することが望ましい。 
c 災害時に少なくとも３日分の病
院の機能を維持するための水を確
保すること。具体的には、少なくと
も３日分の容量の受水槽を保有し
ておくこと又は停電時にも使用可
能な地下水利用のための設備（井戸
設備を含む。）を整備しておくこと
が望ましいこと。ただし、必要に応
じて優先的な給水協定の締結等に
より必要な水を確保することにつ
いても差し支えないものとする。 

ウ （略） 
④ （略） 
 

第３ 構築の具体的な手順 
１ 現状の把握 

（略） 
(1) （略） 
(2) 医療資源・連携等に関する情報 

① （略） 
② 医療機関等 
ア 正常分娩に対応する病院・診療所 
(ア) ～ (イ) （略） 
(ウ) 医療連携の状況 

・ リスクの低い帝王切開術に対応
するための連携状況 

・ オープンシステム・セミオープン
システムへの参加状況 

・ 医療機器共同利用の状況 
・ 他の医療機関との診療情報や治
療計画の共有の状況 等 

イ ～ エ （略） 
(3) 都道府県全体の周産期医療体制整備に関
する情報 
① 災害時の周産期医療体制に関する事項 
・ 災害時小児周産期リエゾンの任命状

害時を見据えて業務継続計画を策定
すること。また、自都道府県のみなら
ず近隣都道府県の被災時においても、
災害時小児周産期リエゾン等を介し
て物資や人員の支援を積極的に担う
こと。 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

ウ （略） 
④ （略） 
 

第３ 構築の具体的な手順 
１ 現状の把握 

（略） 
(1) （略） 

(2) 医療資源・連携等に関する情報 
① （略） 
② 医療機関等 
ア 正常分娩に対応する病院・診療所 
(ア) ～ (イ) （略） 
(ウ) 医療連携の状況 

・ リスクの低い帝王切開術に対応
するための連携状況 

・ オープンシステムへの参加状況 
 
・ 医療機器共同利用の状況 
・ 他の医療機関との診療情報や治
療計画の共有の状況 等 

イ ～ エ （略） 
(3) 都道府県全体の周産期医療体制整備に関
する情報 
① 災害時の周産期医療体制に関する事項 
・ 災害時小児周産期リエゾンの認定 
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況 
・ 周産期医療施設や妊産婦等の被害を
想定した災害訓練の実施状況 

② 近隣都道府県との連携に関する協議の
状況 

(4) （略） 
２ 周産期医療圏の設定 
(1) 都道府県は、周産期医療体制を構築する
に当たって、「第２ 医療体制の構築に必要
な事項」を基に、前記「１ 現状の把握」で
収集した情報を分析し、妊産婦、胎児及び新
生児のリスクや重症度に応じて必要となる
医療機能を明確にして、周産期医療圏を設
定する。 

(2) 医療機能を明確化するに当たって、地域
によっては、医療資源の制約等によりひと
つの施設が複数の機能を担うこともあり得
る。逆に、周産期医療圏内に機能を担う施設
が存在しない場合には、周産期医療圏の再
設定を行うこと。特に、無産科周産期医療圏
を有する都道府県については、現状の把握
を適切に行った上で、周産期医療圏の見直
しも含めた検討を行うこと。 

(3) NICUを有する周産期母子医療センター等
の基幹病院とその連携病院群への適正アク
セスを一定程度確保しながら基幹病院の機
能を適切に分化、重点化させるために、分娩
取扱医療機関のカバーエリアや妊産婦人口
に対するカバー率を考慮する。また、周産期
医療圏の設定に当たっては、重症例（重症の
産科疾患、重症の合併症妊娠、胎児異常症例
等）を除く産科症例の診療が周産期医療圏
で完結することを目安に、従来の二次医療
圏にこだわらず地域の医療資源等の実情に
応じて弾力的に設定する。 

(4) （略） 
 

３ 連携の検討 
(1) 都道府県は、周産期医療の体制を構築す
るに当たって、分娩の安全確保を考慮した
上で、地域の医療機関が妊産婦、胎児及び新
生児のリスクや重症度に応じて機能を分担
する連携となるよう、また、関係機関・施設
の信頼関係を醸成するよう配慮する。特に、
無産科周産期医療圏を有する都道府県につ
いては、関係機関・施設間の円滑な連携体制
を構築した上で、「産科医療確保事業等」
（「産科医療確保事業の実施について」（平
成 21 年４月１日付け医政発 0401007 号厚
生労働省医政局長通知）別添「産科医療確保
事業等実施要綱」に規定する事業をいう。）
を活用し、分娩取扱施設の確保や産科医の
派遣、周産期医療圏を越える搬送体制の整
備等を通じた無産科周産期医療圏問題の解
消に向けた対策を医療計画に位置づけるこ
と。 
 さらに、医療機関、地域医師会等関係者
は、診療技術や知識の共有、診療情報の共
有、連携する施設・医師等専門職種の情報の
共有に努める。 

 
・ 周産期医療施設や妊産婦等の被害を
想定した災害訓練の実施状況 

② 近隣都道府県との連携に関する協議の
状況 

(4) （略） 
２ 周産期医療圏の設定 
(1) 都道府県は、周産期医療体制を構築する
に当たって、「第２ 医療体制の構築に必要
な事項」を基に、前記「１ 現状の把握」で
収集した情報を分析し、妊産婦、胎児及び新
生児のリスクや重症度に応じて必要となる
医療機能を明確にして、圏域を設定する。 

 
(2) 医療機能を明確化するに当たって、地域
によっては、医療資源の制約等によりひと
つの施設が複数の機能を担うこともあり得
る。逆に、圏域内に機能を担う施設が存在し
ない場合には、圏域の再設定を行うこと。特
に、無産科二次医療圏を有する都道府県に
ついては、現状の把握を適切に行った上で、
圏域設定の見直しも含めた検討を行うこ
と。 

(3) NICUを有する周産期母子医療センター等
の基幹病院とその連携病院群への適正アク
セスを一定程度確保しながら基幹病院の機
能を適切に分化、重点化させるために、分娩
取扱医療機関のカバーエリアや妊産婦人口
に対するカバー率を考慮する。また、圏域の
設定に当たっては、重症例（重症の産科疾
患、重症の合併症妊娠、胎児異常症例等）を
除く産科症例の診療が圏域内で完結するこ
とを目安に、従来の二次医療圏にこだわら
ず地域の医療資源等の実情に応じて弾力的
に設定する。 

(4) （略） 
 

３ 連携の検討 
(1) 都道府県は、周産期医療の体制を構築す
るに当たって、分娩の安全確保を考慮した
上で、地域の医療機関が妊産婦、胎児及び新
生児のリスクや重症度に応じて機能を分担
する連携となるよう、また、関係機関・施設
の信頼関係を醸成するよう配慮する。特に、
無産科二次医療圏を有する都道府県につい
ては、関係機関・施設間の円滑な連携体制を
構築した上で、「産科医療確保事業等」（「産
科医療確保事業の実施について」（平成 21 
年４月１日付け医政発 0401007 号厚生労働
省医政局長通知）別添「産科医療確保事業等
実施要綱」に規定する事業をいう。）を活用
し、分娩取扱施設の確保や産科医の派遣、圏
域を越える搬送体制の整備等を通じた無産
科二次医療圏問題の解消に向けた対策を医
療計画に位置づけること。 

 
 さらに、医療機関、地域医師会等関係者
は、診療技術や知識の共有、診療情報の共 
有、連携する施設・医師等専門職種の情報の
共有に努める。 
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(2) （略） 
(3) 母体及び新生児の搬送及び受入（周産期
医療圏を越えた搬送及び受入を含む。）に関
する現在の問題点を把握し、都道府県域の
県境地域においては、道路状況や地域住民
の受療動向により、県内医療機関と県外医
療機関との連携体制を検討する。 
 その場合、隣接都道府県関係者からなる
協議会を設置する等により合意を得る。 

(4) （略） 
(5) 医療計画には、原則として、各医療機能
を担う医療機関の名称を記載する。 
 なお、地域によっては、医療資源の制約等
によりひとつの医療機関が複数の機能を担
うこともある。 
 さらに、医療機関等の名称については、例
えば医療連携体制の中で各医療機能を担う
医療機関等が同じ周産期医療圏内に著しく
多数存在する場合にあっては、地域の実情
に応じて記載することで差し支えないが、
住民に分かりやすい周知に努めるものとす
る。 

(6) （略） 
 

４ 課題の抽出 
 都道府県は、「第２ 医療体制の構築に必
要な事項」を踏まえ、「１ 現状の把握」で
収集した情報や指標により把握した数値か
ら明確となった現状について分析を行い、
地域の周産期医療体制の課題を抽出し、医
療計画に記載する。 
その際、現状分析に用いたストラクチャ
ー、プロセス、アウトカム指標の関連性も
考慮し、病期・医療機能による分類も踏ま
え、可能な限り周産期医療圏ごとに課題を
抽出する。 
 

５ 数値目標 
 都道府県は、良質かつ適切な周産期医療を
提供する体制について、事後に定量的な比較
評価を行えるよう、「４ 課題の抽出」で明確
にした課題に対して、地域の実情に応じた目
標項目やその数値目標、目標達成に要する期
間を設定し、医療計画に記載するものとする。 
 数値目標の設定に当たっては、各指標の全
国データ等を参考にするとともに、基本方針
第九に掲げる諸計画に定められる目標を勘案
するものとする。 
 なお、達成可能なものだけを目標とするの
ではなく、真に周産期医療圏の課題を解決す
るために必要な目標を設定することとする。 

 
６ ～ ８ （略） 
 
９ その他（第８次医療計画に向けて） 
 周産期医療については、「第７次医療計画の
中間見直し等に関する意見の取りまとめ」（令
和２年３月２日医療計画の見直し等に関する
検討会）を踏まえ、第８次医療計画に向けて、
各都道府県において、下記の事項について検

(2) （略） 
(3) 母体及び新生児の搬送及び受入（圏域を
越えた搬送及び受入を含む。）に関する現在
の問題点を把握し、都道府県域の県境地域
においては、道路状況や地域住民の受療動
向により、県内医療機関と県外医療機関と
の連携体制を検討する。 
 その場合、隣接都道府県関係者からなる
協議会を設置する等により合意を得る。 

(4) （略） 
(5) 医療計画には、原則として、各医療機能
を担う医療機関の名称を記載する。 
 なお、地域によっては、医療資源の制約等
によりひとつの医療機関が複数の機能を担
うこともある。 
 さらに、医療機関等の名称については、例
えば医療連携体制の中で各医療機能を担う
医療機関等が圏域内に著しく多数存在する
場合にあっては、地域の実情に応じて記載
することで差し支えないが、住民に分かり
やすい周知に努めるものとする。 
 

(6) （略） 
 

４ 課題の抽出 
 都道府県は、「第２ 医療体制の構築に必
要な事項」を踏まえ、「１ 現状の把握」で
収集した情報や指標により把握した数値か
ら明確となった現状について分析を行い、
地域の周産期医療体制の課題を抽出し、医
療計画に記載する。 
 その際、現状分析に用いたストラクチャ
ー、プロセス、アウトカム指標の関連性も考
慮し、病期・医療機能による分類も踏まえ、
可能な限り医療圏ごとに課題を抽出する。 
 
 

５ 数値目標 
 都道府県は、良質かつ適切な周産期医療を
提供する体制について、事後に定量的な比較
評価を行えるよう、「４ 課題の抽出」で明確
にした課題に対して、地域の実情に応じた目
標項目やその数値目標、目標達成に要する期
間を設定し、医療計画に記載するものとする。 
 数値目標の設定に当たっては、各指標の全
国データ等を参考にするとともに、基本方針
第九に掲げる諸計画に定められる目標を勘案
するものとする。 
なお、達成可能なものだけを目標とするの

ではなく、真に医療圏の課題を解決するため
に必要な目標を設定することとする。 

 
６ ～ ８ （略） 
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討するものとする。 
(1) 産科・小児科の医師偏在対策に関連する
事項 

 産科・小児科の医師偏在対策については、令
和２年度より、各都道府県が策定した産科・小
児科の医師確保計画に基づく対策が行われ
る。一方で、医療計画については、本指針を踏
まえ、令和２年度中に各都道府県が中間見直
しを行い、令和３年度より中間見直しを踏ま
えた対策が行われることとなる。産科・小児科
の医師確保計画における具体的施策には、医
療圏の見直しや更なる集約化・重点化等の医
療提供体制の見直しが含まれることから、周
産期医療に係る医療計画における記載内容と
原則として一致している必要がある。 
 各都道府県においては、本指針と「医師確保
計画策定ガイドライン」を踏まえつつ、 
○ 周産期医療に係る医療計画と産科・小児科
の医師確保計画との整合性 
○ 産科医師や分娩取扱施設が存在しない周
産期医療圏がないようにするための、周産期
医療圏の見直し等の施策 
○ 医療機関における勤務環境の改善、医療機
関までのアクセス支援等も視野に入れた、周
産期医療の提供体制を効率化するための再
編統合を含む集約化・重点化 
について、検討していくこと。 
(2) 24 時間体制で、安全で質の高い周産期医
療が提供可能な体制の構築・維持に関する
事項 
① リスクの高い妊産婦に対する医療提供
体制について 
  これまで、地域において分娩を担う施設
と基幹となる施設のリスクに応じた機能
分化と連携を進める取組が行われてきた。
一方で、母体・胎児集中治療室（MFICU）に
ついては、まだ整備できていない都道府県
もあり、第８次医療計画に向けて、集学的
な救急対応が可能な体制を構築・維持でき
るよう、総合周産期母子医療センター、地
域周産期母子医療センター、その他の施設
それぞれの役割を踏まえ、リスクの高い妊
産婦を受け入れる体制について、例えば
MFICU を有する周産期母子医療センター
等に重点化するなど、各都道府県において
検討を開始すること。 
② 新生児医療の提供体制について 
 新生児集中治療室（NICU）の整備につい
ては、既に全都道府県で目標を達成してお 
り、第８次医療計画に向けて、質の高い新
生児医療を効率的に提供できるよう、総合
周産期母子医療センター、地域周産期母子
医療センター、その他の施設それぞれの役
割、体制、実績等を踏まえつつ、NICU の
集約化・重点化について、各都道府県にお
いて検討を開始すること。 
 なお、①及び②について検討していくに
当たっては、周産期医療圏の見直し等の検
討状況、MFICU と NICU の配置の整合性や
連携、地域の分娩取扱施設からの緊急時の
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搬送体制等についても留意すること。 
 

                      
 

 

 

 

改 正 後 現 行 

小児医療の体制構築に係る指針 
 
小児医療については、これまで未熟児養育医

療、小児慢性特定疾患治療研究事業（平成 27 年
度以降は小児慢性特定疾病医療）、自立支援事業
(育成医療)等に対する公費負担事業や重症度に
応じた救急医療体制の整備等の対策を進めてき
たところであり、これらの達成目標は、「健やか
親子 21」(平成 12 年)や「子ども・子育てビジョ
ン」（平成 22 年）にも目標値として盛り込まれ
ているところである。 
さらに、平成 17 年８月に関係省庁により発表

された「医師確保総合対策」等において小児科医
の不足が指摘されたことから、都道府県に対し、
「小児科・産科における医療資源の集約化・重点
化の推進について」（平成 17 年 12 月 22 日付け
医政発第 1222007 号・雇児発第 1222007号・総財
経第 422 号・17 文科高第 642 号厚生労働省医政
局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・総務
省自治財政局長・文部科学省高等教育局長連名通
知。以下「集約化推進通知」という。）において、
小児科・産科の医師偏在問題については、医療資
源の集約化・重点化の推進が当面の最も有効な方
策であることを示したところである。 
また、平成 21 年７月に示された「重篤な小児

患者に対する救急医療体制の検討会」の中間取り
まとめに基づき、消防法（昭和 23 年法律第 186 
号）による小児救急患者への対応を含む実施基準
の策定や、小児救命救急センターの整備、小児集
中治療室（以下「PICU」という。）の整備等が行
われてきたところである。さらに、「少子化社会
対策大綱」（平成 27 年）、「ニッポン一億 
総活躍プラン」（平成 28 年）においても、継続
して小児医療の充実に取り組んでいる。 
 
その後、平成 30 年７月に医療法及び医師法の

一部を改正する法律が公布され、令和２年度より
医師偏在指標に基づいた医師偏在対策を行うこ
ととなり、産科医師・小児科医師についても、各
都道府県は、産科・小児科の医師偏在指標を活用
し、医療圏の見直しや更なる集約化・重点化等の
医療提供体制の見直しを含む産科・小児科の医師
確保計画を策定し、令和２年度より、同計画に基
づく医師偏在対策を行うこととしている。産科・
小児科の医師確保計画の考え方や構造について
は「医師確保計画策定ガイドライン」（平成 31 年
３月 29 日付け医政地発 0329第 3 号・医政医発
0329 第 6 号厚生労働省医政局地域医療計画課長
・医事課長通知別添）において示したところであ
る。 
 
小児医療の体制については、日本小児科学会が

小児医療の体制構築に係る指針 
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ビジョン」（平成 22 年）にも目標値として盛り
込まれているところである。 
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また、平成 21 年７月に示された「重篤な小児

患者に対する救急医療体制の検討会」の中間取 
りまとめに基づき、消防法（昭和 23 年法律第 186 
号）による小児救急患者への対応を含む実施 
基準の策定や、小児救命救急センターの整備、小
児集中治療室（以下「PICU」という。）の整備 
等が行われてきたところである。さらに、「少子
化社会対策大綱」（平成 27 年）、「ニッポン一
億総活躍プラン」（平成 28 年）においても、継
続して小児医療の充実に取り組んでいる。 
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示している「我が国の小児医療提供体制の構想」
及び「中核病院小児科･地域小児科センター登録
事業」を参考に、小児救急医療のみならず地域で
の一般の小児医療との連携も視野に入れながら、
小児の医療体制を構築する。 
 
本指針では、小児医療の体制構築に当たり、「第

１ 小児医療の現状」で小児医療をとりまく状況
がどのような医療が行われているのかを概観し、
次に、「第２ 医療体制の構築に必要な事項」でど
のような医療体制を構築すべきかを示している。
なお、本指針においては、二次医療圏と同一であ
る場合も含め小児医療の提供体制に係る圏域を
「小児医療圏」と呼称する。 
都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築

の具体的な手順」に則して、地域の現状を把握・
分析し、また各医療機能を理解した上で、地域の
実情に応じて小児医療圏を設定し、その小児医療
圏ごとの医療機関とさらにそれらの医療機関間
の連携の検討を行い、最終的には都道府県全体で
評価まで行えるようにする。 
 
第１ 小児医療の現状 
１ 小児医療をとりまく状況 
(1) （略） 
(2) 死亡の状況 

我が国の周産期死亡率（出産 1,000 対）
は 3.6、乳児死亡率（出生 1,000 対）は 1.9、
幼児（１歳から４歳まで）、児童（５歳から
９歳まで）、児童（10 歳から 14 歳まで）
の死亡率（人口 10 万対）はそれぞれ、19.4、
8.6、8.4 となっている。 
幼児（１歳から４歳まで）の死亡の主な原

因は、「先天奇形、変形及び染色体異常」
（20.6％）、「不慮の事故」（13.9％）、「悪
性新生物」（8.8％）となっている。一方、
児童（10 歳から 14 歳まで）の主な原因は、
「悪性新生物」（22.6％）、「自殺」（19.0
％）、「不慮の事故」（15.5％）となってい
る。 

(3) 小児救急の現状 
少子化（小児人口は、平成 12 年の 1,847 

万人から平成 27 年の 1,590 万人まで減少
している 3。）にもかかわらず、18 歳未満
の救急搬送数は増加傾向であった。近年は
平成 17年の約 51 万人から平成 27 年の約
46 万人と、やや減少傾向にある。 
また、同搬送における軽症者の割合は約

73％となっている 4。さらに、小児の入院救
急医療機関（第二次救急医療機関）を訪れる
患者数のうち、９割以上は軽症であること
が以前より指摘されている 5。このように、
小児救急患者※については、その多くが軽
症患者であり、かつ、重症患者を扱う医療機
関においてさえ軽症患者が多数受診してい
る様子がうかがえる。 
※ 小児救急患者 

救急車等によって救急搬送される小児
患者や、休日・夜間等の通常の診療時間
外に医療機関を受診する小児患者等を指

示している「我が国の小児医療提供体制の構 
想」及び「中核病院小児科･地域小児科センター登
録事業」を参考に、小児救急医療のみならず 
地域での一般の小児医療との連携も視野に入れ
ながら、小児の医療体制を構築する。 
 
本指針では、小児医療の体制構築に当たり、「第

１ 小児医療の現状」で小児医療をとりまく状況
がどのような医療が行われているのかを概観し、
次に、「第２ 医療体制の構築に必要な事項」でど
のような医療体制を構築すべきかを示している。 
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す。 
小児救急患者の時間帯別の受診状況をみ

ると、平日では夕刻から準夜帯（18 時から
22時頃まで）にかけて増加傾向にあり、さ
らに土・日では多くなっている 6。このよう
に、小児救急患者は、いわゆる時間外受診が
多いことが指摘されている。 
小児救急における受療行動には、少子化、

核家族化、夫婦共働きといった社会情勢や
家庭環境の変化に加え、保護者等による専
門医指向、病院志向が大きく影響している
と指摘されている。 
このような状況を背景として、夜間や休

日に、子どもの病気やけがへの対応につい
て、保護者等の不安を軽減し、不要不急の受
診を抑制するため、全国共通ダイヤルで看
護師や小児科医師からアドバイスを受けら
れる「子ども医療電話相談事業（＃８０００
事業）」（平成 30 年度に呼称を変更。）を
平成 16 年度から開始している。平成 22 年
度以降は全都道府県で実施されており、年
間相談件数は、平成 22 年度の 46.6 万件か
ら、平成 29 年度には 94.2 万件と増加して
いる。また、平成 30 年 12 月に「上手な医
療のかかり方を広めるための懇談会」にお
いて『「いのちをまもり、医療をまもる」国
民プロジェクト宣言！』が取りまとめられ、
患者・家族の不安を解消する取組を最優先
で実施すること、緊急時の相談電話やサイ
トを導入・周知・活用すること等が求められ
ており、具体的な事項として、＃８０００事
業の体制整備や周知徹底が挙げられてい
る。さらに、「医療のかかり方・女性の健康
に関する世論調査」（令和元年調査）におい
ては、就学前の子どもがいる方を中心とし
て認知の割合が向上していたが、「電話がつ
ながるまでの時間が長かった」等の意見が
あり、適切な回線数の確保等が求められて
いる。 
 

２ 小児医療の提供体制 
(1) 医療施設の状況 
① ～ ② （略） 
③ 平成 11 年度以降、小児救急医療体制の
充実を図るため、病院群輪番制（163 地区）
や小児救急医療拠点病院（28 か所）の整
備を推進している。（数値はいずれも平成
22年９月現在） 

④ （略） 
(2) （略） 

 
第２ 医療体制の構築に必要な事項 
１ 都道府県における小児医療体制の整備 
(1) 小児医療に関する協議会 
① 小児医療に関する協議会の設置 

都道府県は、小児医療体制の整備に関す
る協議を行うため、小児医療の提供体制を
整備･推進する上で重要な関係を有する者
を構成員として、小児医療に関する協議会
を設置するものとする。小児医療体制を整

す。 
小児救急患者の時間帯別の受診状況をみ

ると、平日では夕刻から準夜帯（18 時から
22時頃まで）にかけて増加傾向にあり、さ
らに土・日では多くなっている。このよう
に、小児救急患者は、いわゆる時間外受診が
多いことが指摘されている。 
小児救急における受療行動には、少子化、

核家族化、夫婦共働きといった社会情勢や
家庭環境の変化に加え、保護者等による専
門医指向、病院志向が大きく影響している
と指摘されている。 
このような状況を背景として、夜間や休

日に、子どもの病気やけがへの対応につい
て、保護者等の不安を軽減し、不要不急の受
診を抑制するため、全国共通ダイヤルで看
護師や小児科医師からアドバイスを受けら
れる「小児救急電話相談事業」を平成 16 年
度から開始している。平成 22 年度以降は
全都道府県で実施されており、年間相談件
数は、平成 22 年度の 46.6 万件から、平成
27 年度には 74.9 万件と増加している。 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 

 
２ 小児医療の提供体制 
(1) 医療施設の状況 
① ～ ② （略） 
③ 平成 11 年度以降、小児救急医療体制の
充実を図るため、病院群輪番制（163 地区）
や拠点病院（28 か所）の整備を推進して
いる。（数値はいずれも平成 22 年９月現
在） 

④ （略） 
(2) （略） 

 
第２ 医療体制の構築に必要な事項 
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備・推進する上で重要な関係を有する者と
は、例えば、保健医療関係機関・団体の代
表、小児医療を実施する中核的な施設や地
域の一次医療施設等の医師・看護師その他
の医療従事者、医育機関関係者、消防関係
者、学識経験者、都道府県・市町村の代表、
住民等のことをいうものであり、地域の実
情に応じて選定する。なお、小児医療体制
について協議するに当たり、適切な既存の
協議の場が他にある場合にあっては、当該
既存の協議の場を活用することで差し支
えない。 

② 協議事項 
小児医療に関する協議会は、次に掲げる

事項について、必要に応じて年に複数回、
協議を行うものとする。またその内容につ
いて、都道府県は住民に対して情報提供を
行うものとする。なお、小児患者の搬送及
び受入れ、災害対策等、他事業・疾患との
連携を要する事項については、小児医療に
関する協議会と、メディカルコントロール
協議会、消防防災主管部局等の関連団体や
各事業の行政担当者と連携し、地域の実情
に応じて、実施に関する基準等を協議する
ものとする。 
ア 小児医療体制に係る調査分析に関す
る事項 
イ 医療計画（小児医療）の策定に関する
事項 
ウ 小児科の医師確保計画の策定に関す
る事項 
エ 小児患者の搬送及び受入れ（県域を越
えた搬送及び受入れを含む。）、小児の
死亡や重篤な症例に関する事項 
オ 他事業との連携を要する事項（救急医
療、災害医療、精神疾患、歯科疾患等の
小児期に合併する疾患に関する医療等） 
カ 小児医療関係者に対する研修に関す
る事項 
キ その他、特に検討を要する事例や小児
医療体制の整備に関し必要な事項 

③ 都道府県医療審議会等との連携 
小児医療に関する協議会については、医

療法第 72 条に規定する都道府県医療審議
会又は同法第 30 条の 23 第１項に規定す
る地域医療対策協議会の作業部会として
位置付けるなど、都道府県医療審議会及び
地域医療対策協議会と密接な連携を図る
ものとする。また、地域医療構想調整会議
（医療法第 31 条の 14 第１項に規定する
協議の場をいう。）等、連携を要する他事
業に関する協議会との整合性に留意する
こと。 

(2) 災害を見据えた小児医療体制 
これまでの震災の研究や検討から、現状

の災害医療体制では小児・周産期医療に関
して準備不足であることが指摘された。ま
た、小児・周産期医療については平時から独
自のネットワークが形成されていることが
多く、災害時にも既存のネットワークを活

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      



- 57 - 

 

用する必要性が指摘された。そのため、都道
府県は、災害時に、小児・周産期医療に係る
保健医療活動の総合調整を適切かつ円滑に
行えるよう、保健医療調整本部において、被
災地の保健医療ニーズの把握、保健医療活
動チームの派遣調整等に係る助言及び支援
を行う都道府県災害医療コーディネーター
をサポートすることを目的として、「災害時
小児周産期リエゾン」を任命し、次に挙げる
事項を整備すること。また、災害時小児周産
期リエゾンに任命された者は、各都道府県
において平時からの訓練や災害時の活動を
通じて、地域のネットワークを災害時に有
効に活用する仕組みを構築すること。 
① 災害時に小児及び小児患者に適切な医
療や物資を提供できるよう、平時より訓練
を実施 
② 自都道府県のみならず近隣都道府県の
被災時においても、災害時小児周産期リエ
ゾン等を介して被災都道府県からの搬送
受入れや診療に係る医療従事者の支援等
を行う体制を構築 
 

２ 目指すべき方向 
当面、日本小児科学会が示している「我が国

の小児医療提供体制の構想」及び「中核病院小
児科・地域小児科センター登録事業」を参考
に、すべての小児救急医療圏（平成 31 年４月
現在 336 地区）（「小児救急医療圏」につい
ては、第８次医療計画の指針を策定する際に
「小児医療圏」として一本化することとして
いる。）で常時診療できる体制を確保するとと
もに、一般の小児医療も視野に入れながら、医
療体制を構築していく。 
その際、小児医療圏ごとに少なくとも一箇

所の小児専門医療を取り扱う病院を確保する
ことを目標に、既存の医療機関相互の連携や
各事業の効果的な組合せ等によって、地域に
おける小児医療の連携の構築を行う。また、医
療機関の機能や患者のアクセス等を考慮し、
小児医療圏の見直しを適宜行う等により小児
医療圏毎の小児医療提供体制を検討する（日
本小児科学会「小児医療提供体制委員会報告」
（平成 27 年）を参考のこと）。 
(1) （略） 
(2) 小児患者に対し、その症状に応じた対応

が可能な体制 
① （略） 
② 小児医療圏において、拠点となる病院
が、専門医療又は入院を要する小児救急医
療を提供する体制 

③ ～ ④ （略） 
(3) 地域の小児医療が確保される体制 
① （略） 
② 小児医療に係る医師の確保が著しく困
難な地域については、小児医療感の見直し
や医療の連携の構築を図ることで、全体で
対応できる体制 

(4) 療養・療育支援が可能な体制 
① 小児病棟や NICU、PICU 等で療養中の重

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

 
１ 目指すべき方向 

当面、日本小児科学会が示している「我が国
の小児医療提供体制の構想」及び「中核病院小
児科・地域小児科センター登録事業」を参考
に、すべての小児救急医療圏（平成 27 年４月
現在 357 地区）で常時診療できる体制を確保
するとともに、一般の小児医療も視野に入れ
ながら、医療体制を構築していく。 
 
 
 
その際、圏域ごとに少なくとも一箇所の小

児専門医療を取り扱う病院を確保することを
目標に、既存の医療機関相互の連携や各事業
の効果的な組合せ等によって、地域における
小児医療の連携の構築を行う。また、医療機関
の機能や患者のアクセス等を考慮し、小児医
療に係る医療圏の見直しを適宜行う等により
圏域毎の小児医療提供体制を検討する（日本
小児科学会「小児医療提供体制委員会報告」
（平成 27 年）を参考のこと）。 
(1) （略） 
(2) 小児患者に対し、その症状に応じた対応

が可能な体制 
① （略） 
② 二次医療圏において、拠点となる病院
が、専門医療又は入院を要する小児救急医
療を提供する体制 

③ ～ ④ （略） 
(3) 地域の小児医療が確保される体制 
① （略） 
② 小児医療に係る医師の確保が著しく困
難な地域については、医療の連携の構築を
図ることで、全体で対応できる体制 
 

(4) 療養・療育支援が可能な体制 
① 小児病棟や NICU、PICU 等で療養中の重
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症心身障害児等が生活の場で療養・療育で
きるよう、医療、介護及び福祉サービスが
相互に連携した支援を実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 各医療機能と連携 
（略） 
(1) 地域において、急病時の対応等について

健康相談・支援を実施する機能 
① 健康相談等の支援の機能【相談支援等】 
ア 目標 
・ 子供の急病時の対応等を支援すること 
・ 慢性疾患の診療や心の診療が必要な
児童及びその家族に対し、地域の医療資
源、福祉サービス等について情報を提供
すること 
・ 不慮の事故等の救急の対応が必要な
場合に、救急蘇生法等を実施できること 
・ 小児かかりつけ医を持つとともに、適
正な受療行動をとること 

イ 関係者に求められる事項 
（家族等周囲にいる者） 
・ 必要に応じ電話相談事業等を活用す
ること 
・ 不慮の事故の原因となるリスクを可
能な限り取り除くこと 
・ 救急蘇生法等の適切な処置を実施す
ること 

（消防機関等） 
・ 心肺蘇生法や不慮の事故予防に対す
る必要な知識を家族等に対し、指導す
ること 
・ 急性期医療を担う医療機関へ速やか
に搬送すること 
・ 救急医療情報システムを活用し、適
切な医療機関へ速やかに搬送すること 

（行政機関） 
・ 休日・夜間等に子供の急病等に関す

症心身障害児等が生活の場で療養・療育で
きるよう、医療、介護及び福祉サービスが
相互に連携した支援を実施 

(5) 災害時を見据えた小児医療体制 
これまでの震災の研究や検討から、現状

の災害医療体制では小児・周産期医療に関
して準備不足であることが指摘された。ま
た、小児医療については平時から独自のネ
ットワークが形成されていることが多く、
災害時にも既存のネットワークを活用する
必要性が指摘された。そのため、都道府県は
災害対策本部等に災害医療コーディネータ
ーのサポートとして、小児・周産期医療に特
化した調整役である「災害時小児周産期リ
エゾン」を配置し、次に挙げる事項を整備す
ること。 
① 災害時に小児及び小児患者に適切な医
療や物資を提供できるよう、災害時小児周
産期リエゾンを認定し、平時より訓練を実
施 
② 自都道府県のみならず近隣都道府県の
被災時においても、災害時小児周産期リエ
ゾン等を介して被災県からの搬送受入れ
や診療に係る医療従事者の支援等を行う
体制を構築 
 
 

２ 各医療機能と連携 
（略） 
(1) 健康相談等の支援の機能【相談支援等】 
 
① 目標 
 
・ 子供の急病時の対応等を支援すること 
・ 慢性疾患の診療や心の診療が必要な児
童及びその家族に対し、地域の医療資源、
福祉サービス等について情報を提供する
こと 
・ 不慮の事故等の救急の対応が必要な場
合に、救急蘇生法等を実施できること 
・ 小児かかりつけ医を持つとともに、適
正な受療行動をとること 

② 関係者に求められる事項 
（家族等周囲にいる者） 
・ 必要に応じ電話相談事業等を活用する
こと 
・ 不慮の事故の原因となるリスクを可能
な限り取り除くこと 
・ 救急蘇生法等の適切な処置を実施する
こと 

（消防機関等） 
・ 心肺蘇生法や不慮の事故予防に対する
必要な知識を家族等に対し、指導するこ
と 
・ 急性期医療を担う医療機関へ速やかに
搬送すること 
・ 救急医療情報システムを活用し、適切
な医療機関へ速やかに搬送すること 

（行政機関） 
・ 休日・夜間等に子供の急病等に関する
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る相談体制を確保すること（子ども医
療電話相談事業（＃８０００事業）や
他の電話相談事業について、適切な回
線数の確保等を検討するに当たり、例
えば、応答率（着信件数のうち受電対
応者が応答した件数の割合）等を把握
し、その結果も参考とすること。） 
・ 小児の受療行動に基づき、急病等の
対応等について啓発を実施すること
（小児救急医療啓発事業） 
・ 心肺蘇生法や不慮の事故予防に対
する必要な知識を、家族等に対し指導
する体制を確保すること（自動体外式
除細動器普及啓発事業） 
・ 慢性疾患の診療や心の診療が必要
な児童及びその家族に対し、地域の医
療資源、福祉サービス等について情報
を提供すること 

(2) 地域において、日常的な小児医療を実施
する機能【一般小児医療】 
① 一般小児医療（初期小児救急医療を除
く。）を担う機能【一般小児医療】 
ア （略） 
イ 医療機関に求められる事項 
・ 一般的な小児医療に必要とされる診
断・検査・治療を実施すること 
・ 軽症患者の入院診療を実施すること
（入院設備を有する場合） 
・ 他の医療機関の小児病棟や NICU、
PICU 等から退院するに当たり、生活の
場（施設を含む。）での療養・療育が必
要な小児に対し、支援を実施すること 
・ 訪問看護ステーション、福祉サービ
ス事業者、行政等との連携により、医
療、介護及び福祉サービス（レスパイ
トを含む。）を調整すること 
・ 医療型障害児入所施設等、自宅以外
の生活の場を含めた在宅医療を実施す
ること 
・ 家族に対する身体的及び精神的サポ
ート等の支援を実施すること 
・ 慢性疾患の急変時に備え、対応可能
な医療機関と連携していること 
・ 専門医療を担う地域の病院と、診療
情報や治療計画を共有するなどして連
携していること 

ウ 医療機関等の例 
・ 小児科を標榜する診療所（小児かか
りつけ医を含む。） 
・ 一般小児科病院、小児地域支援病院
※ 
・ 連携病院（集約化推進通知に規定さ
れるもの） 
・ 訪問看護ステーション 
※ 小児地域支援病院は日本小児科学会
の「地域振興小児科Ａ」に相当する。 

② 初期小児救急医療を担う機能【初期小児
救急】 
ア 目標 
・ 初期小児救急医療を実施すること 

相談体制を確保すること（小児救急電話
相談事業）                
                   
                   
                   
                   
                   
・ 小児の受療行動に基づき、急病等の対
応等について啓発を実施すること（小児
救急医療啓発事業） 
・ 心肺蘇生法や不慮の事故予防に対す
る必要な知識を、家族等に対し指導する
体制を確保すること（自動体外式除細動
器普及啓発事業） 
・ 慢性疾患の診療や心の診療が必要な
児童及びその家族に対し、地域の医療資
源福祉サービス等について情報を提供
すること 

(2) 一般小児医療 
 
① 一般小児医療（初期小児救急医療を除
く。）を担う機能【一般小児医療】 
ア （略） 
イ 医療機関に求められる事項 
・ 一般的な小児医療に必要とされる診
断・検査・治療を実施すること 
・ 軽症の入院診療を実施すること（入
院設備を有する場合） 
・ 他の医療機関の小児病棟や NICU、
PICU 等から退院するに当たり、生活の
場（施設を含む。）での療養・療育が必
要な小児に対し支援を実施すること 
・ 訪問看護ステーション、福祉サービ
ス事業者、行政等との連携により、医
療、介護及び福祉サービス（レスパイ
トを含む。）を調整すること 
・ 医療型障害児入所施設等、自宅以外
の生活の場を含めた在宅医療を実施す
ること 
・ 家族に対する身体的及び精神的サポ
ート等の支援を実施すること 
・ 慢性疾患の急変時に備え、対応可能
な医療機関と連携していること 
・ 専門医療を担う地域の病院と、診療
情報や治療計画を共有するなどして連
携していること 

ウ 医療機関等の例 
・ 小児科を標榜する診療所（小児かか
りつけ医を含む。） 
・ 一般小児科病院、小児地域支援病院
※ 
・ 連携病院（集約化推進通知に規定さ
れるもの） 
・ 訪問看護ステーション 
※ 小児地域支援病院は日本小児科学会
の「地域振興小児科病院Ａ」に相当す
る。 

② 初期小児救急医療を担う機能【初期小
児救急】 
ア 目標 
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イ （略） 
ウ 医療機関の例 
（平日昼間） 
・ 小児科を標榜する診療所 
・ 一般小児科病院、小児地域支援病院 
・ 連携病院（集約化推進通知に規定され
るもの） 

（夜間休日） 
・ 在宅当番医制に参加している診療所、
休日夜間急患センター、小児初期救急セ
ンター 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 小児医療圏において中心的に小児医療を
実施する機能【小児地域医療センター】（日
本小児科学会の「地域小児科センター」に相
当するもの。） 
① 小児専門医療を担う機能【小児専門医
療】 
（人的体制、新生児医療等その他の事項に
ついては、集約化推進通知の連携強化病
院に係る記載も参照。） 

ア 目標 
・ ３の(2)の①の機能（一般小児医療）を
担う医療機関では対応が困難な患者に
対する小児専門医療を実施すること 
 

イ 医療機関に求められる事項 
・ 高度の診断・検査・治療や勤務医の専
門性に応じた専門医療を実施すること 
・ 一般小児医療を担う医療機関では対
応が困難な患者や常時監視・治療の必要
な患者等に対する入院診療を実施する
こと 
・ 小児科を標榜する診療所や一般病院
等の地域における医療機関と、小児医療
の連携体制を形成することにより、地域
で求められる小児医療を全体として実
施すること 
・ より高度専門的な対応について、高次
機能病院と連携していること 

・ 初期小児救急を実施すること 
イ （略） 
ウ 医療機関の例 
（平日昼間） 
・ 小児科を標榜する診療所 
・ 一般小児科病院、小児地域支援病院 
・ 連携病院（集約化推進通知に規定
されるもの） 

（夜間休日） 
・ 在宅当番医制に参加している診療
所、休日夜間急患センター、小児初
期救急センター 

③ 小児医療過疎地域の一般小児医療を担
う機能【小児地域支援病院】 
小児中核病院又は小児地域医療センタ

ーがない医療圏において、最大の病院小
児科であり、小児中核病院又は小児地域
医療センターからアクセス不良（車で１
時間以上）であるものと定義される。小
児人口の 5.4％をカバーしているに過ぎ
ないものの、医療圏の面積は全国の約 25
％と広く、小児医療資源が乏しいため、
他地域の小児科との統廃合は不適当であ
る。 
ア 目標 

・ 小児医療過疎地域において不可欠
の小児科病院として、軽症の診療、
入院に対応すること 

イ 医療機関に求められる事項 
・ 原則として入院病床を設置し、必要
に応じて小児地域医療センター等へ
紹介すること 

(3) 小児地域医療センター（日本小児科学会
の「地域小児科センター」に相当するもの） 
① 小児専門医療を担う機能【小児専門医
療】 
（人的体制、新生児医療等その他の事項に
ついては、集約化推進通知の連携強化病
院に係る記載も参照。） 

 
 
ア 目標 
・ 一般の小児医療を行う医療機関では
対応が困難な患者に対する医療を実施
すること 
・ 小児専門医療を実施すること。 

イ 医療機関に求められる事項 
・ 高度の診断・検査・治療や勤務医の
専門性に応じた専門医療を行うこと 
・ 一般の小児医療を行う機関では対応
が困難な患者や常時監視・治療の必要
な患者等に対する入院診療を行うこと 
・ 小児科を標榜する診療所や一般病院
等の地域における医療機関と、小児医
療の連携体制を形成することにより、
地域で求められる小児医療を全体とし
て実施すること 
・ より高度専門的な対応について、高
次機能病院と連携していること 
・ 療養・療育支援を担う施設との連携
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・ 療養・療育支援を担う施設との連携
や、在宅医療を支援していること 
・ 家族に対する精神的サポート等の支
援を実施すること 

ウ （略） 
② 入院を要する救急医療を担う機能【入院
小児救急】 
（人的体制、新生児医療等その他の事項につ
いては、集約化推進通知の連携強化病院に
係る記載も参照。） 
ア （略） 
イ 医療機関に求められる事項 
・ 小児科医師や看護師などの人員体制
を含めて、入院を要する小児救急医療を
24時間 365 日体制で実施可能であるこ
と 
・ 小児科を標榜する診療所や一般病院
等の地域における医療機関と連携し、地
域で求められる入院を要する小児救急
医療を担うこと 
・ より高度専門的な対応について、高次
機能病院と連携していること 
・ 療養・療育支援を担う施設と連携して
いること 
・ 家族に対する精神的サポート等の支
援を実施すること 
 

ウ 医療機関の例 
・ 地域小児科センター（救急型） 
・ 連携強化病院（集約化推進通知に規
定されるもの） 
・ 小児救急医療拠点病院 
・ 輪番制・共同利用に参加している病
院 

 
(4) 三次医療圏において中核的な小児医療を

実施する機能【小児中核病院】（日本小児
科学会の「中核病院小児科」に相当するも
の。） 
① 高度な小児専門医療を担う機能【高度小
児専門医療】 
（人的体制、新生児医療等その他の事項に
ついては、集約化推進通知の高次機能病
院に係る記載も参照。） 

ア 目標 
・ 小児地域医療センター等では対応が
困難な患者に対する高度な小児専門入
院医療を実施すること 
・ 当該地域における医療従事者への教
育や研究を実施すること 

イ 医療機関に求められる事項 
・ 広域の小児中核病院や小児地域医療
センター等との連携により、高度専門
的な診断・検査・治療を実施し、医療人
材の育成・交流などを含めて地域医療
に貢献すること 
・ 療養・療育支援を担う施設と連携し
ていること 
・ 家族に対する精神的サポート等の支
援を実施すること 

や、在宅医療を支援していること 
・ 家族に対する精神的サポート等の支
援を実施すること 
 

ウ （略） 
② 入院を要する救急医療を担う機能【入院
小児救急】 
（人的体制、新生児医療等その他の事項につ
いては、集約化推進通知の連携強化病院に
係る記載も参照。） 
ア （略） 
イ 医療機関に求められる事項 
・ 小児科医師や看護師などの人員体制
を含めて、入院を要する小児救急医療を
24時間 365 日体制で実施可能であるこ
と 
・ 小児科を標榜する診療所や一般病院
等の地域医療機関と連携し、地域で求め
られる入院を要する小児救急医療を担
うこと 
・ 高度専門的な対応について、高次機能
病院と連携していること 
・ 療養・療育支援を担う施設と連携して
いること 
・ 家族に対する精神的サポート等の支
援を実施すること 
 

ウ 医療機関の例 
・ 地域小児科センター（救急型） 
・ 連携強化病院（集約化推進通知に規定
されるもの） 
・ 小児救急医療拠点病院 
・ 小児救急医療支援事業により輪番制に
参加している病院 

 
(4) 小児中核病院（日本小児科学会の「中核
病院小児科」に相当するもの） 

 
 

① 高度な小児専門医療を担う機能【高度小
児専門医療】 
（人的体制、新生児医療等その他の事項につ
いては、集約化推進通知の高次機能病院に
係る記載も参照。） 

ア 目標 
・ 小児地域医療センターでは対応が困難
な患者に対する高度な専門入院医療を実
施すること 
・ 当該地域における医療従事者への教育
や研究を実施すること 

イ 医療機関に求められる事項 
・ 広域の小児中核病院や小児地域医療セ
ンターとの連携により、高度専門的な診
断・検査・治療を実施し、医療人材の育 
・交流などを含めて地域医療に貢献する
こと 
・ 療養・療育支援を担う施設と連携して
いること 
・ 家族に対する精神的サポート等の支援
を実施すること 
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ウ 医療機関の例 
・ 中核病院小児科（改革ビジョンに規
定されるもの） 
・ 大学病院（本院） 
・ 小児専門病院 

② 小児の救命救急医療を担う機能【小児救
命救急医療】 
（人的体制、新生児医療等その他の事項につ
いては、集約化推進通知の高次機能病院に
係る記載も参照。） 

ア （略） 
イ 医療機関に求められる事項 
・ 小児地域医療センターからの紹介患者
や重症外傷を含めた救急搬送による患者
を中心として、重篤な小児患者に対する
救急医療を 24 時間 365 日体制で実施す
ること 
・ 小児の集中治療を専門的に実施できる
診療体制（小児専門施設であれば PICU 
を運営することが望ましい。）を構築する
ことが望ましいこと 
・ 療養・療育支援を担う施設と連携して
いること 
・ 家族に対する精神的サポート等の支援
を実施すること 

ウ 医療機関の例 
・ 救命救急センター 
・ 小児救命救急センター 
・ 小児救急医療拠点病院のうち救命救
急医療を提供するもの 
 

(5) 小児医療過疎地域の一般小児医療を担う
機能【小児地域支援病院】 
小児中核病院又は小児地域医療センター

がない小児医療圏において、最大の病院小
児科であり、小児中核病院又は小児地域医
療センターからアクセス不良（車で１時間
以上）であるものと定義される。日本小児科
学会の分析によると、小児人口の 5.4％をカ
バーしているに過ぎないものの、小児医療
圏の面積は全国の約 25％と広く、小児医療
資源が乏しいため、他地域の小児科との統
廃合は不適当であるとされている。 

ア 目標 
・ 小児医療過疎地域において不可欠の小
児科病院として、軽症の診療、入院に対応
すること 

イ 医療機関に求められる事項 
・ 原則として入院病床を設置し、必要に応
じて小児地域医療センター等へ紹介する
こと 

 
第３ 構築の具体的な手順 
１ 現状の把握 
（略） 
(1) （略） 
(2) 医療資源・連携等に関する情報 
① ～ ⑥ （略） 
⑦ 休日・夜間等における子供の急病等に関
する相談事業 

ウ 医療機関の例 
・ 中核病院（改革ビジョンに規定される
もの） 
・ 大学病院（本院） 
・ 小児専門病院 

② 小児の救命救急医療を担う機能【小児救
命救急医療】 
（人的体制、新生児医療等その他の事項につ
いては、集約化推進通知の高次機能病院に
係る記載も参照。） 

ア （略） 
イ 医療機関に求められる事項 
・ 小児地域医療センターからの紹介患者
や重症外傷を含めた救急搬送による患者
を中心として、重篤な小児患者に対する
救急医療を 24 時間 365 日体制で実施す
ること 
・ 小児の集中治療を専門的に実行できる
診療体制（小児専門施設であれば PICU 
を運営することが望ましい。）を構築する
ことが望ましいこと 
・ 療養・療育支援を担う施設と連携して
いること 
・ 家族に対する精神的サポート等の支援
を実施すること 

ウ 医療機関の例 
・ 救命救急センター 
・ 小児救命救急センター 
・ 小児救急医療拠点病院のうち救命救
急医療を提供するもの 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
第３ 構築の具体的な手順 
１ 現状の把握 
（略） 
(1) （略） 
(2) 医療資源・連携等に関する情報 
① ～ ⑥ （略） 
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・ 回線数、相談件数、認知度、応答率等 
⑧ 災害時の小児医療体制に関する事項 
・ 災害時小児周産期リエゾンの任命状況 
・ 小児医療施設や小児患者等の被害を想
定した災害訓練の実施状況 

(3) （略） 
 
２ 医療機能の明確化及び圏域の設定に関する
検討 
(1) 都道府県は、小児医療体制を構築するに
当たって、「第２ 医療体制の構築に必要な
事項」を基に、前記「１ 現状の把握」で収
集した情報を分析し、一般小児医療、小児地
域支援病院、小児地域医療センター、小児中
核病院といった各種機能を明確にして、小
児医療圏を設定する。 

(2) 医療機能を明確化するに当たって、地域
によっては、医療資源の制約等によりひと
つの施設が複数の機能を担うこともあり得
る。逆に、小児医療圏内に機能を担う施設が
存在しない場合には、小児医療圏の再設定
を行うこともあり得る。 

(3) 小児医療圏を設定するに当たっては、小
児地域医療センターを中心とした診療状況
を勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず
地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に
設定する。 

(4) （略） 
 
３ 連携の検討 
(1) 都道府県は、小児医療の体制を構築する
に当たって、患者の重症度・緊急度に応じて
適切に医療が提供されるよう、また、関係機
関・施設の信頼関係が醸成されるよう配慮
する。また、都道府県内における医療が必要
な障害児等の支援に関わる医療・福祉等の
関係機関と連係を図る。 

さらに、医療機関、消防機関、消防防災主
管部局、地域医師会等の関係者は、診療情報
の共有、連携する施設・医師等専門職種の情
報の共有に努める。 

(2) ～ (3) （略） 
(4) 医療計画には、原則として各医療機能を
担う医療機関の名称を記載する。 

なお、地域によっては、医療資源の制約等
によりひとつの医療機関が複数の機能を担
うこともある。 
さらに、医療機関等の名称については、例

えば医療連携体制の中で各医療機能を担う
医療機関等が小児医療圏内に著しく多数存
在する場合にあっては、地域の実情に応じ
て記載をすることで差し支えないが、住民
に分かりやすい周知に努めるものとする。 

(5) （略） 
 
４ 課題の抽出 

都道府県は、「第２ 医療体制の構築に必要
な事項」を踏まえ、「１ 現状の把握」で収集
した情報や指標により把握した数値から明確
となった現状について分析を行い、地域の小

                     
                     
                     
                     
                     

 (3) （略） 
 

２ 医療機能の明確化及び圏域の設定に関する
検討 
(1) 都道府県は、小児医療体制を構築するに当
たって、「第２ 医療体制の構築に必要な事
項」を基に、前記「１ 現状の把握」で収集し
た情報を分析し、一般小児医療、小児地域支
援病院、小児地域医療センター、小児中核病
院といった各種機能を明確にして、圏域を設
定する。 

(2) 医療機能を明確化するに当たって、地域に
よっては、医療資源の制約等によりひとつの
施設が複数の機能を担うこともあり得る。逆
に、圏域内に機能を担う施設が存在しない場
合には、圏域の再設定を行うこともあり得
る。 

(3) 圏域を設定するに当たっては、小児地域医
療センターを中心とした診療状況を勘案し、
従来の二次医療圏にこだわらず地域の医療
資源等の実情に応じて弾力的に設定する。 

 
(4) （略） 
 
３ 連携の検討 
(1) 都道府県は、小児医療の体制を構築する

に当たって、患者の重症度・緊急度に応じ
て適切に医療が提供されるよう、また、関
係機関・施設の信頼関係が醸成されるよう
配慮する。また、都道府県内における医療
が必要な障害児の支援に関わる医療・福祉
等の関係機関と連係を図る。 
さらに、医療機関、消防機関、消防防災主
管部局、地域医師会等の関係者は、診療情
報の共有、連携する施設・医師等専門職種
の情報の共有に努める。 

(2) ～ (3) （略） 
(4) 医療計画には、原則として各医療機能を
担う医療機関の名称を記載する。 

なお、地域によっては、医療資源の制約等
によりひとつの医療機関が複数の機能を担
うこともある。 
さらに、医療機関等の名称については、例

えば医療連携体制の中で各医療機能を担う
医療機関等が圏域内に著しく多数存在する
場合にあっては、地域の実情に応じて記載
をすることで差し支えないが、住民に分か
りやすい周知に努めるものとする。 

(5) （略） 
 
４ 課題の抽出 

都道府県は、「第２ 医療体制の構築に必要
な事項」を踏まえ、「１ 現状の把握」で収集
した情報や指標により把握した数値から明確
となった現状について分析を行い、地域の小
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児医療体制の課題を抽出し、医療計画に記載
する。その際、現状分析に用いたストラクチャ
ー、プロセス、アウトカム指標の関連性も考慮
し、病期・医療機能による分類も踏まえ、可能
な限り小児医療圏ごとに課題を抽出する。 

 
５ 数値目標 

都道府県は、良質かつ適切な小児医療を提
供する体制について、事後に定量的な比較評
価を行えるよう、「４ 課題の抽出」で明確に
した課題に対して、地域の実情に応じた目標
項目やその数値目標、目標達成に要する期間
を設定し、医療計画に記載する。 
数値目標の設定に当たっては、各指標の全

国データ等を参考にするとともに、基本方針
第九に掲げる諸計画に定められる目標を勘案
するものとする。 
なお、達成可能なものだけを目標とするの

ではなく、真に小児医療圏の課題を解決する
ために必要な目標を設定することとする。 
 

６ ～ ８ （略） 
 
９ その他（第８次医療計画に向けて） 

小児医療については、「第７次医療計画の中
間見直し等に関する意見の取りまとめ」（令和
２年３月２日医療計画の見直し等に関する検
討会）を踏まえ、第８次医療計画に向けて、各
都道府県において、下記の事項について検討
するものとする。 
(1) 産科・小児科の医師偏在対策に関連する
事項 

産科・小児科の医師偏在対策については、
令和２年度より、各都道府県が策定した産
科・小児科の医師確保計画に基づく対策が
行われる。一方で、医療計画については、本
指針を踏まえ、令和２年度中に各都道府県
が中間見直しを行い、令和３年度より中間
見直しを踏まえた対策が行われることとな
る。小児科の医師確保計画における具体的
施策には、医療圏の見直しや更なる集約化・
重点化等の医療提供体制の見直しが含まれ
ることから、小児医療に係る医療計画にお
ける記載内容と原則として一致している必
要がある。 
各都道府県においては、本指針と「医師確

保計画策定ガイドライン」を踏まえつつ、 
○ 小児医療に係る医療計画と小児科医師
確保計画との整合性 
○ 小児救急患者に常時診療可能な体制が
存在しない小児医療圏がないようにする
ための、小児医療圏の見直し等の施策（「小
児救急医療圏」については、第８次医療計
画の指針を策定する際に「小児医療圏」と
して一本化することとしている。） 
○ 医療機関における勤務環境の改善、医療
機関までのアクセス支援等も視野に入れ
た、小児医療の提供体制を効率化するため
の再編統合を含む集約化・重点化 

について、検討していくこと。 

児医療体制の課題を抽出し、医療計画に記載
する。その際、現状分析に用いたストラクチャ
ー、プロセス、アウトカム指標の関連性も考慮
し、病期・医療機能による分類も踏まえ、可能
な限り医療圏ごとに課題を抽出する。 

 
５ 数値目標 

都道府県は、良質かつ適切な小児医療を提
供する体制について、事後に定量的な比較評価
を行えるよう、「４ 課題の抽出」で明確にした
課題に対して、地域の実情に応じた目標項目や
その数値目標、目標達成に要する期間を設定
し、医療計画に記載する。 
数値目標の設定に当たっては、各指標の全国

データ等を参考にするとともに、基本方針第九
に掲げる諸計画に定められる目標を勘案する
ものとする。 
なお、達成可能なものだけを目標とするので

はなく、真に医療圏の課題を解決するため 
に必要な目標を設定することとする。 
 
６ ～ ８ （略） 
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改 正 後 現 行 

在宅医療の体制構築に係る指針 
(略) 
第１ 在宅医療の現状 

１ 在宅医療の現状 
(1) （略） 
(2) 在宅医療のニーズの増加と多様化 

 平成 30 年における 65 歳以上の高齢者
人口は、3,542 万人であるが、平成 54 年に
は 3,953 万人となりピークを迎え、同年の
75 歳以上の人口割合は、現在の 14％から
20％に増加する。また、65 歳以上の高齢者
のいる世帯の約６割が、独居又は夫婦のみ
の世帯である。さらに、死亡総数は現在の約
136 万人から約 167 万人に増える。今後は、
高齢者の世帯動向、居宅等の形態も踏まえ、
医療提供のあり方を検討することが重要で
ある。 
 在宅人工呼吸指導管理料を算定している
患者数は、平成 21 年の 13,543 人/月から、
平成 30 年には 18,257 人/月と、増加して
いる。特に、医療技術の進歩等を背景とし
て、退院後も人工呼吸器や胃ろう等を使用
し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケ
アを受けながら日常生活を営む小児や若年
層の患者が増加している。在宅患者訪問診
療料を算定している１ヶ月あたりの小児
（０～９歳）の数は、平成 24 年の 91 人/
月から、平成 30 年の 1,570 人/月へと増加
し、また訪問看護を受ける小児（０～９歳）
の数は、平成 23 年の約２千人/月から、平
成 29 年の約４千人/月へと増加している。   
 このように、疾病構造の変化や高齢化の
進展、医療技術の進歩、QOL 向上を重視し
た医療への期待の高まり等により、在宅医
療のニーズは増加し、また多様化している。 
 
 

２ 在宅医療の提供体制 
(1) 退院支援 

 在宅医療は、増大する慢性期の医療ニー
ズの受け皿としての役割を期待されてい
る。近年、在宅療養を選択する人工呼吸器を
装着した者や何らかの医療処置を必要とす
る者が増えてきたことから、医療の継続性
や退院に伴って新たに生じる心理的・社会
的問題の予防や対応のために、入院初期か
ら退院後の生活を見据えた退院支援が重要
となる。 
 具体的には、病院における組織的な取組
（退院支援担当者の配置や退院困難者のス
クリーニングの導入等）や多職種による退
院前カンファレンス等が行われており、自
宅への退院者の増加や平均在院日数の減

在宅医療の体制構築に係る指針 
(略) 
第１ 在宅医療の現状 

１ 在宅医療の現状 
(1) （略） 
(2) 在宅医療のニーズの増加と多様化 

 平成 27 年における 65 歳以上の高齢者
人口は、3,373 万人であるが、平成 54 年に
は 3,878 万人となりピークを迎え、同年の
75 歳以上の人口割合は、現在の 13％から
21％に増加する。また、65 歳以上の高齢者
のいる世帯の約６割が、独居又は夫婦のみ
の世帯である。さらに、死亡総数は現在の約
129 万人から約 166 万人に増える。今後は、
高齢者の世帯動向、居宅等の形態も踏まえ、
医療提供のあり方を検討することが重要で
ある。 
 在宅人工呼吸指導管理料を算定している
患者数は、平成 21 年の 13,543 人/月から、
平成 24 年には 21,121 人/月、平成 27 年
には 25,184 人/月と、年々増加している。
特に、医療技術の進歩等を背景として、退院
後も人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たん
の吸引や経管栄養などの医療的ケアを受け
ながら日常生活を営む小児や若年層の患者
が増加している。在宅患者訪問診療料を算
定している１ヶ月あたりの小児（０～９歳）
の数は、平成 24 年の 91 人/月から、平成
27 年の 1,003 人/月へと増加し、また訪問
看護を受ける小児（０～９歳）の数は、平成
21 年の約３千人/月から、平成 27 年の約
８千人/月へと増加している。 
 このように、疾病構造の変化や高齢化の
進展、医療技術の進歩、QOL 向上を重視し
た医療への期待の高まり等により、在宅医
療のニーズは増加し、また多様化している。 
 

２ 在宅医療の提供体制 
(1) 退院支援 

 在宅医療は、増大する慢性期の医療ニー
ズの受け皿としての役割を期待されてい
る。近年、在宅療養を選択する人工呼吸器を
装着した者や何らかの医療処置を必要とす
る者が増えてきたことから、医療の継続性
や退院に伴って新たに生じる心理的・社会
的問題の予防や対応のために、入院初期か
ら退院後の生活を見据えた退院支援が重要
となる。 
 具体的には、病院における組織的な取組
（退院支援担当者の配置や退院困難者のス
クリーニングの導入等）や多職種による退
院前カンファレンス等が行われており、自
宅への退院者の増加や平均在院日数の減
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少、患者や家族の QOL 向上等の効果が報告
されている。 
 退院支援担当者を配置している病院は、
平成 20 年の 2,450 ヶ所（28％）から、平
成 29年の 3,719 ヶ所（44％）へと増加して
いる。病床規模別にみると、300 床以上の
病院では 74％の病院で退院支援の担当者を
配置しており、病床規模が大きい病院ほど
複数の担当者を配置している傾向がみられ
る。 

(2) 日常の療養生活の支援 
① 訪問診療 
 在宅医療を受けた患者数は、平成 29 年
には180,100人/日で、平成23年の110,700
人/日に比較し、63％増加している。 
 訪問診療を提供している医療機関は、全
診療所 101,471 ヶ所のうち、20,167 ヶ所
（19.9％）、全病院 8,412ヶ所のうち 2,702
ヶ所(32.1％)である。また、在宅療養支援
病院及び在宅療養支援診療所数は平成 30
年３月現在、それぞれ 1,275ヶ所、13,614
ヶ所の届出があり、増加しているものの、
都道府県別の人口 10 万人当たりでみる
と、前者が 0.3 から 4.4（全国値 1.2）、
後者が 5.1 から 21.3（全国値 11.0）とば
らつきが見られる。 
 病院、診療所を対象とした調査では、在
宅医療を実施する上で特に大変なことと
して、74％が 24 時間対応の困難さを挙げ
た。在宅医療の多くが診療所を中心とした
小規模な組織体制で提供されており、24時
間対応、急変時の対応及び看取りを行うた
めの連携体制の構築が求められている。 
② 訪問看護 
 訪問看護利用者約 69.5万人/月のうち、
医療保険による利用者は約 22.9 万人/ 
月、介護保険による訪問看護利用者が約
46.6万人/月である。 
 介護保険における請求事業所数でみる
と、訪問看護ステーションは 9,964カ所、
訪問看護を実施する病院・診療所は 4,010
カ所である。都道府県別に人口 10 万人当
たりの訪問看護事業所数（訪問看護ステー
ション、訪問看護を実施している医療機関
の合計）をみると、5.7から 17.5とばらつ
きがみられる（全国値 10.9）。 
 訪問看護ステーションの多くは、看護職
員（常勤換算）が５人未満の小規模な事業
所であるが、規模の大きな訪問看護ステー
ションほど、難病や末期の悪性腫瘍等の利
用者が多く、また緊急の訪問が可能な体制
をとれている事業所が多い実態がある。 
 今後は、看取りや重症度の高い利用者へ
対応できるよう、訪問看護ステーション間
や関係機関との連携強化、訪問看護ステー
ションの大規模化等の機能強化による安
定的な訪問看護サービスの提供体制の整
備が求められている。 
③ 訪問歯科診療 
 在宅歯科医療を受けた患者は、約 40,600

少、患者や家族の QOL 向上等の効果が報告
されている。 
 退院支援担当者を配置している病院は、
平成 20 年の 2,450 ヶ所（28％）から、平
成 26年の 3,592 ヶ所（42％）へと増加して
いる。病床規模別にみると、300 床以上の
病院では 74％の病院で退院支援の担当者を
配置しており、病床規模が大きい病院ほど
複数の担当者を配置している傾向がみられ
る。 

(2) 日常の療養生活の支援 
① 訪問診療 
 在宅医療を受けた患者数は、平成 26 年
には156,400人/日で、平成23年の110,700
人/日に比較し、41％増加している。 
 訪問診療を提供している医療機関は、全
診療所 100,461 ヶ所のうち、20,597 ヶ所
（20.5％）、全病院 8,493ヶ所のうち 2,692
ヶ所(31.7％)である。また、在宅療養支援
病院及び在宅療養支援診療所数は平成 26
年３月現在、それぞれ 1,060ヶ所、14,453
ヶ所の届出があり、年々増加しているもの
の、都道府県別の人口 10 万人当たりでみ
ると、前者が 0.29から 3.6（全国値 0.8）、
後者が 5.4 から 22.8（全国値 11.5）とば
らつきが見られる。 
 病院、診療所を対象とした調査では、在
宅医療を実施する上で特に大変なことと
して、74％が 24 時間対応の困難さを挙げ
た。在宅医療の多くが診療所を中心とした
小規模な組織体制で提供されており、24時
間対応、急変時の対応及び看取りを行うた
めの連携体制の構築が求められている。 
② 訪問看護 
 訪問看護利用者約 56.7万人/月のうち、
医療保険による利用者は約 17.1 万人/ 
月、介護保険による訪問看護利用者が約
39.6万人/月である。 
 介護保険における請求事業所数でみる
と、訪問看護ステーションは 7,917カ所、
訪問看護を実施する病院・診療所は 1,580
カ所である。都道府県別に人口 10 万人当
たりの訪問看護事業所数（訪問看護ステー
ション、訪問看護を実施している医療機関
の合計）をみると、4.3から 12.1とばらつ
きがみられる（全国値 7.3）。 
 訪問看護ステーションの多くは、従業員
が５人未満の小規模な事業所であるが、規
模の大きな訪問看護ステーションほど、難
病や末期の悪性腫瘍等の利用者が多く、ま
た緊急の訪問が多い実態がある。 
 今後は、看取りや重症度の高い利用者へ
対応できるよう、訪問看護ステーション間
や関係機関との連携強化、訪問看護ステー
ションの大規模化等の機能強化による安
定的な訪問看護サービスの提供体制の整
備が求められている。 

 
③ 訪問歯科診療 
 在宅歯科医療を受けた患者は、約 40,600
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人/日（歯科外来患者総数の 3.0％）であ
り、そのうち、77.6％が 65歳以上である。  
 全歯科診療所 68,609 ヶ所のうち、訪問
歯科診療を提供している歯科診療所は、
14,927ヶ所（21.8％）である。在宅又は介
護施設等における療養を歯科医療面から
支援する在宅療養支援歯科診療所は 8,016
ヶ所で増加傾向にあるが、全歯科診療所の
約 12％にとどまっている。 
 近年は、口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予
防につながるなど、口腔と全身との関係に
ついて広く指摘されており、医療機関等と
の連携を更に推進していくことが求めら
れている。 
④ 訪問薬剤管理指導 
 全薬局 59,613 カ所のうち、在宅訪問薬
剤管理指導業務を実施している薬局数は、
平成 26年では医療保険では 3,598 ヶ所で
算定回数は約 15 万回/年、介護保険では
11,020 ヶ所（重複あり）で算定回数は約
545 万回/年となっており、実施施設は年
々増加しているが薬局全体では約２割程
度である。医療機関の薬剤師が実施した在
宅訪問薬剤管理指導業務は、医療保険約
460 回/月、介護保険約 6,000 回/月とな
っている。地域の薬局には、医薬品等の供
給体制の確保に加え、医療機関等と連携し
て患者の服薬情報を一元的・継続的な把握
とそれに基づく薬学的管理・指導を行うこ
とや、入退院時における医療機関等との連
携、夜間・休日等の調剤や電話相談への対
応等の役割を果たすことが求められてい
る。 

(3) ～ (4) （略） 
 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 （略） 
 
第３ 構築の具体的な手順 

１ ～ ４ （略） 
 
５ 数値目標 
 都道府県は、良質かつ適切な在宅医療を提
供する体制について、事後に定量的な比較評
価を行えるよう、「４ 課題の抽出」で明確に
した課題に対して、地域の実情に応じた目標
項目やその数値目標、目標達成に要する期間
を設定し、医療計画に記載する。 
 数値目標の設定に当たっては、各指標の全
国データ等を参考にするとともに、基本方針
第九に掲げる諸計画に定められる目標を勘案
するものとし、達成可能なものだけを目標と
するのではなく、真に医療圏の課題を解決す
るために必要な目標を設定することとする。   
 特に、地域医療構想(医療法第 30 条の４第
２項第７号に規定する地域医療構想をいう。
以下同じ。)による病床の機能分化・連携に伴
う、介護施設、在宅医療等の追加的需要や、高
齢化の進展により増大する訪問診療を必要と
する患者の増加に対する目標について、介護
保険事業（支援）計画等と整合性をもって設定

人/日（歯科外来患者総数の 3.0％）であ
り、そのうち、77.6％が 65歳以上である。  
 全歯科診療所 68,592 ヶ所のうち、訪問
歯科診療を提供している歯科診療所は、
14,069ヶ所（20.5％）である。在宅又は介
護施設等における療養を歯科医療面から
支援する在宅療養支援歯科診療所は 6,443
ヶ所で増加傾向にあるが、全歯科診療所の
約９％にとどまっている。 
 近年は、口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予
防につながるなど、口腔と全身との関係に
ついて広く指摘されており、医療機関等と
の連携を更に推進していくことが求めら
れている。 
④ 訪問薬剤管理指導 
 全薬局 57,784 カ所のうち、在宅訪問薬
剤管理指導業務を実施している薬局数は、
平成 26 年では医療保険では 3,598 ヶ所
で算定回数は約 15 万回/年、介護保険で
は 11,020 ヶ所（重複あり）で算定回数は
約 545 万回/年となっており、実施施設は
年々増加しているが薬局全体では約２割
程度である。医療機関の薬剤師が実施した
在宅訪問薬剤管理指導業務は、医療保険約
480 回/月、介護保険約 6,000 回/月とな
っている。地域の薬局には、医薬品等の供
給体制の確保に加え、医療機関等と連携し
て患者の服薬情報を一元的・継続的な把握
とそれに基づく薬学的管理・指導を行うこ
とや、入退院時における医療機関等との連
携、夜間・休日等の調剤や電話相談への対
応等の役割を果たすことが求められてい
る。 

(3) ～ (4) （略 
 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 （略） 
 
第３ 構築の具体的な手順 

１ ～ ４ （略） 
 
５ 数値目標 
 都道府県は、良質かつ適切な在宅医療を提
供する体制について、事後に定量的な比較評
価を行えるよう、「４ 課題の抽出」で明確に
した課題に対して、地域の実情に応じた目標
項目やその数値目標、目標達成に要する期間
を設定し、医療計画に記載する。 
 数値目標の設定に当たっては、各指標の全
国データ等を参考にするとともに、基本方針
第九に掲げる諸計画に定められる目標を勘案
するものとし、達成可能なものだけを目標と
するのではなく、真に医療圏の課題を解決す
るために必要な目標を設定することとする。  
 特に、地域医療構想(医療法第 30 条の４第
２項第７号に規定する地域医療構想をいう。
以下同じ。)による病床の機能分化・連携に伴
う、介護施設、在宅医療等の追加的需要や、高
齢化の進展により増大する訪問診療を必要と
する患者の増加に対する目標について、介護
保険事業（支援）計画等と整合性をもって設定
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していくことが重要であり、医療・介護の体制
整備に係る都道府県や市町村の医療・介護担
当者等の関係者による協議の場を活用し、検
討を行うこと。 
 具体的には、地域医療構想において定める
こととされている構想区域における将来の居
宅等における医療の必要量に、足下の訪問診
療患者の受療率に 2025 年の人口推計を勘案
して推計した需要が含まれていることを踏ま
え、訪問診療を実施する診療所・病院数に関す
る具体的な数値目標を記載することとする。
介護施設、在宅医療等の追加的需要の考え方
を含め、将来必要となる訪問診療の需要につ
いては、今後、関係部局から発出される通知に
より、追って具体的な内容を示すこととする。  
 また、これに加え、 
・ 在宅医療の提供体制に求められる各医療
機能を確保するため、「退院支援」、「急変
時の対応」、「看取り」のそれぞれの機能ご
との目標、 

・ 多職種による取組を確保するため、「訪問
看護」、「訪問歯科診療」、「訪問薬剤管理
指導」といった主要な職種についての目標
について、それぞれ具体的な数値目標を、可
能な限り記載するよう努めるものとする。 
（目標設定する項目・指標の例） 
・「退院支援」 退院支援ルールを設定して

いる二次医療圏数 
・「急変時の対応」 在宅療養後方支援病院

数、在宅療養支援病院
数 

・「看取り」 在宅看取りを実施している診
療所・病院数 

・「訪問看護」 24 時間体制を取っている
訪問看護ステーション数、
機能強化型訪問看護ステー
ション数 

・「訪問歯科診療」 訪問歯科診療を実施し
ている歯科診療所数、
在宅療養支援歯科診療
所数 

・「訪問薬剤管理指導」 訪問薬剤指導を実
施している事業所
数 

 なお、介護保険事業（支援）計画との整合性
を確保する観点から、第７次医療計画におけ
る在宅医療の整備目標の設定に当たっては、
第７期介護保険事業(支援)計画と整合的なも
のとなるよう、まずは令和２年度末における
整備目標を設定し、その後、医療計画の中間年
（３年目）での見直しにおいて、国保データベ
ースのデータ等も参考にしながら、中間年ま
での進捗状況を評価した上で、第８期介護保
険事業（支援）計画と整合的なものとなるよ
う、令和５年度末における目標を設定するこ
ととする。なお、令和２年度末における整備目
標を設定できていない都道府県においては、
医療計画の中間年での見直しにおいて、追加
的需要における在宅医療の整備目標及び介護
のサービス量の見込みについて按分の上、第

していくことが重要であり、医療・介護の体制
整備に係る都道府県や市町村の医療・介護担
当者等の関係者による協議の場を活用し、検
討を行うこと。 
 具体的には、地域医療構想において定める
こととされている構想区域における将来の居
宅等における医療の必要量に、足下の訪問診
療患者の受療率に 2025 年の人口推計を勘案
して推計した需要が含まれていることを踏ま
え、訪問診療を実施する診療所・病院数に関す
る具体的な数値目標を記載することを原則と
する。介護施設、在宅医療等の追加的需要の考
え方を含め、将来必要となる訪問診療の需要
については、今後、関係部局から発出される通
知により、追って具体的な内容を示すことと
する。 
 また、これに加え、 
・ 在宅医療の提供体制に求められる各医療
機能を確保するため、「退院支援」、「急変
時の対応」、「看取り」のそれぞれの機能ご
との目標、 

・ 多職種による取組を確保するため、「訪問
看護」、「訪問歯科診療」、「訪問薬剤管理
指導」といった主要な職種についての目標
について、それぞれ具体的な数値目標を、可
能な限り記載するよう努めるものとする。 
（目標設定する項目・指標の例） 
・「退院支援」 退院支援ルールを設定して

いる二次医療圏数 
・「急変時の対応」 在宅療養後方支援病院

数、在宅療養支援病院
数 

・「看取り」 在宅看取りを実施している診
療所・病院数 

・「訪問看護」 24 時間体制を取っている
訪問看護ステーション数、
機能強化型訪問看護ステー
ション数 

・「訪問歯科診療」 訪問歯科診療を実施し
ている歯科診療所数、
在宅療養支援歯科診療
所数 

・「訪問薬剤管理指導」 訪問薬剤指導を実
施している事業所
数 

 なお、介護保険事業（支援）計画との整合性
を確保する観点から、第７次医療計画におけ
る在宅医療の整備目標の設定に当たっては、
第７期介護保険事業(支援)計画と整合的なも
のとなるよう、まずは平成 32 年度末におけ
る整備目標を設定し、その後、医療計画の中間
年（３年目）での見直しにおいて、第８期介護
保険事業（支援）計画と整合的なものとなるよ
う、平成 35 年度末における目標を設定する
こととする。               
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７次医療計画と第８期介護保険事業(支援)計
画に反映することとする。 
 

６ ～ ８ （略） 
 
 

                     
             
 

６ ～ ８ （略） 
 
 

 

 

(別添)  医療計画において定める数値目標，別表１～３，別表４以下［各分野における現状把握の

ための指標例の新旧対照表］ （略） 
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○ 疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（平成 29年３月 31日

医政地発 0331第３号・令和２年４月 13日医政地発 0413第１号一部改正） 

 

 

医療法（昭和23年法律第205号。以下「法」という。）第30条の４の規定に基づき、が

ん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患の５疾病並びに救急医療、災害

時における医療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療（小児救急医療を含む。以下同

じ。）の５事業並びに居宅等における医療（以下「在宅医療」という。）について医療計画

に記載することとされています（以下、５疾病及び５事業並びに在宅医療を「５疾病・５事

業及び在宅医療」という。）。 

各都道府県が医療提供体制を確保するに当たり、特に５疾病・５事業及び在宅医療につい

ては、①疾病又は事業ごとに必要となる医療機能を明確化した上で、②地域の医療機関がど

のような役割を担うかを明らかにし、さらに③医療連携体制を推進していくことが求められ

ています。 

医療機能の明確化から連携体制の推進にいたるこのような過程を、以下、医療体制の構築

ということとします。 

５疾病・５事業及び在宅医療の医療体制を構築するに当たっては、それぞれに求められる

医療機能を具体的に把握し、その特性及び地域の実情に応じた方策を講ずる必要があること

から、下記のとおり、それぞれの体制構築に係る指針を国において定めましたので、新たな

医療計画作成のための参考としていただきますようお願いします。 

なお、本通知は法第30条の８に基づく技術的助言であることを申し添えます。 

また、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（平成 24 年３月 30 日付け医

政指発 0330第９号厚生労働省医政局指導課長通知）は廃止します。 

 

記 

 

１～３ （略） 
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○ 第７次医療計画の中間見直し時期及び看護職員に係る医療計画上の検討につ

いて(令和２年５月 12日医政地発 0512第１号地域医療計画課長通知・医政看発

0512第１号看護課長通知) 

 

第 7 次医療計画の中間見直しについては、「医療計画について」の一部改正について（令和 2 年４

月 13 日付け医政発 0413 第１号厚生労働省医政局長通知）、及び「疾病・事業及び在宅医療に係る医

療体制について」の一部改正について（令和 2 年４月 13 日付け医政地発 0413 第１号厚生労働省医

政局地域医療計画課長通知。以下「課長通知」という。）によって、その進め方が示されたところで

ある。 

当該見直しの時期については、課長通知において、「今般の新型コロナウイルス感染症の国内にお

ける感染状況等を考慮し、別途通知することとする。」とされていたところであるが、見直しの議論

を令和２年度内に終えることができず、見直し後の医療計画の適用が、令和４年度以降となったとし

ても差し支えないものとする。 

また、看護職員については、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条４第２項第 12 号に規定す

る「医療従事者（医師を除く。）の確保に関する事項」に基づき、医療計画においてその確保に関す

る事項を定め、その確保に関する事業に取り組んでいただいているところであるが、第 7 次医療計画

の中間見直しの議論にあたり、各都道府県が看護職員の確保に関する事項を見直す場合においては、

医療従事者の需給に関する検討会看護職員需給分科会中間とりまとめ（令和元年 11 月 15 日公表）に

てとりまとめられた、都道府県ごとの需給推計及び確保に係る取組を踏まえて、医療計画との整合に

留意することとされたい。 
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○宮城県医療審議会運営要綱 

（趣旨） 

第１条 宮城県医療審議会（以下「審議会」という。）の運営については，医療法（昭和２３年

法律第２０５号）及び医療法施行令（昭和２３年政令第３２６号）に定めるもののほか，この

要綱の定めるところによる。 

（会議） 

第２条 会議は，会長が議長となる。 

（部会） 

第３条 審議会に次に掲げる部会を置く。 

  (１) 医療法人部会  

  (２) 病院部会 

 (３) 医療計画部会 

２ 前項に掲げる部会の調査審議事項は，次のとおりとする。  

医療法人部会 (1) 医療法人の設立・解散・合併及び分割の認可等に関すること 

(2) 社会医療法人の認定等に関すること 

(3) 地域医療連携推進法人の認定等に関すること 

病院部会 (1) 病院の開設又は増床，病床の種別の変更に関すること 

(2) 有床診療所の病床に関すること 

(3) 病院又は診療所に係る業務の停止命令及び勧告に関すること 

(4) 医師配置標準の特例に関すること 

医療計画部会 (1) 地域医療計画（医療費適正化計画含む）の策定及び変更に関すること 

(2) 地域医療計画（医療費適正化計画含む）の進捗管理に関すること 

３ 部会は，１５人以内の委員で組織する。 

４ 部会はそれぞれの部会長が招集し，部会長が議長となる。 

５ 部会の決議は，これをもって審議会の決議を経たものとする。ただし，各部会の審議結果は，

その後に開催される最初の審議会において各部会長が報告するものとする。 

６ 部会の審議のために必要があると認めた場合は，部会の議決により関係者等から，意見の聴

取を行うことができる。 

７ 部会は，当該部会に属する委員の過半数が出席しなければ，議事を開き議決を行うことがで

きない。 

８ 部会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，部会長の決すると

ころによる。 

（庶務） 

第４条 審議会の庶務は，保健福祉部医療政策課において処理する。 

第５条  この要綱に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，審議会が定める。 
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   附 則 

  この要綱は，平成５年８月１日から施行する。 

      附 則 

  この要綱は，平成９年１０月２９日から施行する。 

      附 則 

  この要綱は，平成１０年７月３０日から施行する。 

      附 則 

  この要綱は，平成１３年５月２２日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１６年１１月１７日から施行する。 

附 則 

  この要綱は，平成１９年６月２１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は，平成２１年５月１２日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は，平成２８年６月２日から施行する(ただし，第３条第２項の表中，医療法人部会の

調査審議事項に係る規定のうち医療法人の合併・分割及び社会医療法人の認定が取り消された医

療法人の救急医療等確保事業実施計画に係る事項は，医療法の一部を改正する法律(平成２７年

法律第７４号)の施行の日から施行する。)。 

   附 則 

  この要綱は，平成２８年１１月１日から施行する（ただし，第３条第２項の表中，地域医療連

携推進法人に係る事項は，平成２９年４月２日から施行する。）。 

附 則 

  この要綱は，平成２９年５月３０日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成３０年１１月２７日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和２年１１月２４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


